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第５２４回（定例）福崎町議会会議録

令和８年３月１８日（水）

午前９時３０分 開 議

○令和８年３月１８日、第５２４回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。

○出席議員 １４名

１番 中 田 貴 子 ８番 田 中 康 智

２番 牛 尾 成 利 ９番 住 谷 庸 子

３番 牛 尾 雅 一 １０番 北 山 智 恵

４番 大 住 文 子 １１番 前 川 裕 量

５番 三 輪 一 朝 １２番 城 谷 英 之

６番 𠮷 高 平 記 １３番 植 岡 茂 和

７番 小 林 博 １４番 竹 本 繁 夫

○欠席議員（な し）

○事務局より出席した職員

事 務 局 長 澤 田 和 也 主 事 阿 保 佑 夏

○説明のため出席した職員

町 長 尾 﨑 吉 晴 副 町 長 近 藤 博 之

教 育 長 髙 橋 渉 公 営 企 業 管 理 者 福 永 聡

技 監 津 田 知 宏 町参事兼総務課長 岩 木 秀 人

企 画 財 政 課 長 蔭 谷 秀 樹 税 務 課 長 岡 本 昌 文

地 域 振 興 課 長 成 田 邦 造 住 民 生 活 課 長 山 本 克 典

福 祉 課 長 小 幡 伸 一 ほ け ん 年 金 課 長 西 村 由紀子

農 林 振 興 課 長 山 下 勝 功 ま ち づ く り 課 長 増 山 剛

上 下 水 道 課 長 橋 本 繁 樹 会 計 管 理 者 福 永 知 美

学 校 教 育 課 長 吉 髙 美 鈴 社 会 教 育 課 長 木ノ本 雅 佳

○議事日程

第 １ 一般質問

○本日の会議に付した事件

第 １一般質問

第１号 ９番 住 谷 庸 子 （１）耕作放棄地問題と農地課題について

（２）マイナンバーカード・マイナ保険証の

普及・利活用について

（３）地域支え合い会議について

第２号 ２番 牛 尾 成 利 （１）令和８年度当初予算（案）について

（２）第７次行政改革について

（３）ごみの有料化について

（４）ＡＩ、生成ＡＩの活用について

（５）リチウムイオン電池の処理について
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（６）福崎町お知らせシステムについて

第３号 １番 中 田 貴 子 （１）公共施設について

（２）防災対策について

第４号 ８番 田 中 康 智 （１）令和８年度予算について

（２）広報の充実について

（３）選ばれる町への道筋について

第５号 １３番 植 岡 茂 和 （１）都市計画道路について

（２）前回質問

第６号 ６番 𠮷 高 平 記 （１）コミュニティ・スクールについて

（２）行政改革について

第７号 １０番 北 山 智 恵 （１）地産地消について

（２）耕作放棄地について

（３）新規就農（特に若者について）

（４）耕作放棄地、放棄地予備軍と新規就農

者をマッチングさせる取組は可能か

開 議

議 長 皆さん、おはようございます。

ただいまから本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は１４名でございます。

定足数に達しております。

それでは、これより本日の日程に入ります。

本日の日程は、配付しております議事日程に記載のとおりであります。

日程第１ 一般質問

議 長 日程第１は、一般質問であります。

１番目の質問者は、住谷庸子議員であります。

質問の項目は

１、耕作放棄地問題と農地課題について

２、マイナンバーカード・マイナ保険証の普及・利活用について

３、地域支え合い会議について

以上、住谷議員。

住谷庸子議員 皆さん、おはようございます。議席番号９番の住谷庸子でございます。議長の

許可を得て、通告に基づき質問させていただきます。

今回の質問内容は、耕作放棄地問題、農地管理、マイナンバー利活用、地域支

え合い会議の在り方について質問させていただきます。

まず初めに、耕作放棄地問題についてです。

日本における耕作放棄地は、農業の後継者不足や高齢化などを主な原因として

増え続けてきました。この問題は、日本各地で深刻化しています。皆さんもご承

知のとおり、耕作放棄地とは、以前耕作していた土地で、過去１年以上作物を栽

培せず、今後も農家の意思で再び栽培する意思のない土地と定義されています。

広がる耕作放棄地をそのままにしておくと、地域社会や環境にも悪影響を及ぼ

します。土地の荒廃が進み、地域の活力が失われてしまう現状に、私たちは今後



－3－

どう対応していくべきなのでしょうか。

耕作放棄地の増加を防ぐためには、複合的なアプローチが必要です。主な対策

として、農地の有効活用や維持管理していくための仕組みの導入、農業を継続し

やすくする支援が挙げられます。

福崎町においても、耕作放棄地対策として地域計画の策定や支援補助金等の活

用を推進していると思いますが、地域住民にはこのような対策や取組が周知され

ていない現状があると感じています。

最初の質問です。町内の耕作放棄地の実態調査はいつされましたか。

農林振興課長 調査ですが、例年、８月の農業委員会におきまして、耕作放棄地などの確認を

行うため、農地パトロールを実施しております。令和７年度につきましては、８

月２８日、２９日の２日間で実施をしております。

また、その後ですが、所有者に対して作付の意向確認書、こちらを送付してお

ります。

住谷庸子議員 耕作放棄地の現状と面積についてお伺いします。

農林振興課長 耕作放棄地でございますが、農地パトロールなどにもよりまして、耕作放棄地

の解消が図られた、そういった農地もございますが、新たにまた耕作放棄地とな

る農地もございまして、ここ数年ですが、町内の耕作放棄地、こちらは約１０ヘ

クタール前後となってございます。

住谷庸子議員 それでは町内の農地面積はどのくらいですか。内訳についてですが、水田と畑

作の割合はどうなっていますか。

農林振興課長 農地面積でございますが、令和７年の１２月末現在、こちらで７８９．２ヘク

タールとなってございます。

また割合についてでございますが、水田が約９割、畑が約１割という状況でご

ざいます。

住谷庸子議員 思っている以上に水田が多いということが分かりました。

次に、耕作放棄地に関する住民からの相談件数と、その苦情内容についてお伺

いします。

農林振興課長 耕作放棄地に関しましてご質問というか苦情が多いのは、草刈りの依頼という

ふうになってございます。そのほか、所有農地の適正な管理を行うため、担い手

を紹介してほしいとか、そういった様々な相談がございます。この草刈り依頼と

農地の管理に関する相談につきましては、例年２０件程度がございまして、令和

６年度におきましては２４件、令和７年度は８件の相談がございました。

住谷庸子議員 農業振興地域内にも耕作放棄地があります。様々な要因で、本来の目的が果た

されていない状態があります。見た目では、もはや農地にすら見えない土地もあ

ります。この現状を町はどう認識していますか。また、課題としてどのようなも

のが考えられますか。

農林振興課長 この農地の管理につきましては、農地所有者の方々の義務となっておりますの

で、耕作放棄地にならないよう、農地所有者の方々に対応していただく、こうい

ったことが基本になってくるものというふうに考えております。

しかしながら、個人での対応ではなかなか難しくなってきていることも確かだ

と思います。そのような現状の中で、各集落、また農区では、この農地を守って

いくために、多面的機能支払交付金、こちらなどを活用しながら運営されている

団体などもございますので、町としましては、できる範囲内にはなるんですが、

このような団体への活動支援などを今後も行っていければというふうに考えてご

ざいます。

課題でございますが、今後さらに相続が未登記で農地所有者が不明になってい



－4－

る場合や、農地所有者が遠方で連絡が取りづらくなってくるなどの要因で管理が

行き届かなくなる農地、また集落での担い手不足などによりまして管理ができな

くなってくる農地、これらの農地が増えていくことが考えられまして、その対応

が課題だというふうに考えております。

住谷庸子議員 相続未登記問題は私も心配しているところです。相続人が農地は要らないとい

って相続放棄をして未登記状況になってしまうケースがあります。それが何年も

続くと、孫、ひ孫と代が変わり、余計ややこしくなり、所有者不明の農地の増加

につながります。２０２４年４月より相続登記が義務化され、正当な理由なく怠

ると罰則の対象になると聞きました。これにより未登記問題の減少につながれば

と思います。

以前は耕作放棄地再生利用緊急対策交付金といった制度があったと思います。

この制度は、耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者などが対象で、

要件としては農振農用地で区域内の農地であること、５年以上の耕作が見込まれ

ることなどが要件と記憶しています。この交付金の利用状況はどうだったのでし

ょうか。また、この交付金に該当するような制度はありますか。あるのであれば、

その要件、利用状況はどうかお伺いいたします。

農林振興課長 この耕作放棄地再生利用緊急対策交付金、こちらにつきましては国事業であり

ましたが、言われましたように平成３０年度末をもって廃止されてございます。

この交付金の利用状況でございますが、平成２４年度に町内では１営農法人にて

活用されました。それのみでございます。

代わるものでございますが、現在は県事業、農地有効活用総合対策事業がござ

いまして、その中の耕作放棄地再生・活用支援というものが行われております。

この事業でございますが、遊休農地や再生利用が困難な農地、こちらを農地中間

管理機構を通じて借り受けて再生する、そういった場合にかかる費用を支援する

ものでございまして、町として、要望調査時に地域の担い手の方々に、また利活

用者になり得るような営農組織及び認定農業者の方々に対して照会は行ってござ

いますが、今のところそういったような申請はございません。

そのほか、町独自の施策といたしましては、不作付地耕作支援補助金といった

制度がございます。こちらは３年以上作付を行っていない農地、こちらを借り受

け、水稲などを作付されました耕作者に対しまして、１年目に１反１万円、３年

目に１反５，０００円、合わせまして１反当たり１万５，０００円の補助をする

制度でございまして、直近の令和６年度においてでございますが、１年目として

１０名、３年目といたしまして１０名の方々の耕作者に支援を行っております。

住谷庸子議員 次に、農地管理についてお伺いします。

私の知人から相談されたケースですが、農地に作物は作らないが、雑草の維持

管理に困っておられます。現在、母親が高齢で独居生活をされ、娘たちは地元に

おられず、草刈りに年数回帰ってこられています。いつまでこの状態を続けられ

るか分からないので相談したいが、相談窓口が分からないとのことでした。

今後、このような相談は増えていき、個人の問題だけではなく、地域全体の問

題として捉えなければなりません。町として、相談体制はどのように考えておら

れますか。

農林振興課長 そのような場合はまずは農林振興課までご相談いただければというふうに思っ

ております。農林振興課へ相談いただきますと、その内容によるんですが、場合

によっては兵庫県への問合せ、また、該当集落、農区などへご紹介をさせていた

だくことになっております。事例の雑草管理などへの対応といたしましては、草

刈りの委託先候補といたしまして、シルバー人材センターの連絡先をお伝えさせ
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ていただいております。

ほかにも委託先候補としてご紹介できるような地元の団体や企業がありました

ら、必要に応じて連絡先をお知らせするようにはしておりますが、現時点におき

ましてはまだ具体的にそのような団体の紹介までは至っていないところでござい

ます。

また先ほども少し触れたんですが、個人としてでは対応し切れないこともでて

きています。そういった状況におきまして、多面的機能支払交付金や中山間地域

等直接支払交付金、こちらを活用することにより、地元集落で守るべき農地や農

業用施設を維持管理されている場合もございますので、そういった地元集落など

へご相談いただくのも一つの方法かというふうには思います。

住谷庸子議員 相談を受けた方のほかにも同じような悩みをお持ちの方はたくさんおられると

思います。そのような方のためにも、悩んだときの窓口は農林振興課といった周

知はできないでしょうか。例えば、この前に配布された広報ふくさきの農業委員

会だよりには、農業者向けとして、各種支援制度についてのお知らせが記載して

ありました。同じように、維持管理でお悩みの方向けにも記載してもらえればと

思いますが、どうでしょうか。

農林振興課長 どのような内容になっていくのかはこれから検討させていただきますが、言わ

れましたような、お知らせのような形でも掲載をさせていただきたいというふう

に考えます。

住谷庸子議員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。

次に、昨年同様の質問がありましたが、引き続き質問させていただきます。

耕作放棄地の所有者に対する定期的な草刈りの行政指導ができるのかお伺いし

ます。また、実際にこれまで指導されたことはありますか。

農林振興課長 行政指導ということでございますが、隣接の方から草刈り等の適切な管理につ

いて相談を受けました場合、必要に応じまして地権者の方に対しまして文書をお

送りしております。ただ、こちらに強制力というものは持っておりません。

住谷庸子議員 続いて、耕作放棄地の調査方法についてお伺いします。

農業委員会が実施する耕作放棄地の調査方法について、農地利用状況調査は具

体的にどのように調査されているのかお伺いします。

農林振興課長 この農地パトロールにて判明しました遊休農地などに対しましては、地権者へ

調査票を送付いたしまして、今後どのような利用、管理をしていくのかにつきま

して回答いただくこととなってございます。

住谷庸子議員 農地無断転用の実態把握はどのようにされているのかお伺いいたします。

農林振興課長 農業委員会には農業委員及び農地利用最適化推進委員が合わせまして１８名お

られます。この方がふだんから各地域でのそういった実態の把握に努めていただ

いております。

また、そのほかにも毎月の農業委員会で現地確認等もございます。その際であ

りますとか、地域の方からの情報提供などによりまして、そういったものの把握

に努めているところでございます。

住谷庸子議員 それでは、農地無断転用が発覚した場合の罰則や原状回復についてお聞きしま

す。

農林振興課長 農地法５１条におきまして、知事等は違反転用者に対して、土地の農業上の利

用の確保及び他の公益並びに関係人の利害を衡量して特に必要があると認めると

きは、その必要の限度において、許可の取消しや条件の変更、もしくは新たな条

件の付与、または工事等の停止を命じたり、相当の期限を定めて原状回復や違反

を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができるというふうにさ
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れております。

申しましたように、権限は知事にありますが、仮に原状回復命令まで行いまし

て、その原状回復命令に従わない場合は、法律上、３年以下の拘禁刑または個人

では３００万円以下、法人では１億円以下の罰金というふうに規定をされており

ます。

町としましては、県と調整を行いながら、また農業委員会とも協力し、必要が

ある場合には、原状回復などへの是正措置、こちらに対しての指導を行っている

ところでございます。

住谷庸子議員 次に、農地を有効活用するための手段の一つであるほ場整備についてお伺いし

ます。

ほ場整備とは、小さく分散した不整形な農地をまとめ、形を整えるとともに、

用水路、排水路、農道などを総合的に整備することです。これにより、農業の生

産性向上や効率化が図られます。また、ほ場整備による効果には、生産性の向上

や農業経営の安定以外に、農村地域の活性化や景観の保全にも貢献すると言われ

ています。

地元、南田原地区のほ場整備計画についてお伺いします。

現在、ほ場整備計画はありますか。ある場合、どの地域でいつ頃計画をされて

いますか。進捗状況や今後の見通しについてお伺いします。

農林振興課長 今、言われました南田原地区のほ場整備計画についてでございますが、こちら

は長目、中島、八反田、吉田の４地区を南田原地区として計画区域に設定はして

おります。ただ、現在のところ具体的な進展等はございません。

住谷庸子議員 現在、各市町村では、地域農業を守り、農地を次世代に引き継ぐための地域計

画の取組を行っています。地域計画策定の流れとしては、アンケートなどによる

意向確認調査に回答し、協議の場が開催され、地域計画が完成します。完成後、

この計画に沿って実行となります。

また、地域計画では、目標地図を作成します。１０年後、誰がどの農地を耕作

するか、耕作できない農地はどこかを地図にしたものです。すぐ耕作者が見つか

らない農地は、耕作者募集中となりますが、すぐに権利設定がされるわけではな

いこと、また地域計画は変更可です。

今後、すぐに取り組めない難しい課題はみんなで共有し、解決の方向性を話し

合っていくことが重要です。現在、町のホームページに各集落の地域計画、目標

地図が掲載されています。地域計画の将来展望と課題についてお伺いします。

農林振興課長 この地域計画では、各地域での１０年後の目標地図を作成していただいている

ものでございます。各地区とも、その目標、計画に向け活動していただいており

ますが、それぞれの状況は逐次変わっておりますので、この地域計画につきまし

ても、その都度、計画変更を行うことにより対応をさせていただいております。

今後の課題ということでございますが、今までも述べてまいりましたが、後継

者、担い手の不足の解消や持続可能な農業経営などが課題として挙がってくるの

ではないかというふうに考えております。

住谷庸子議員 ありがとうございます。福崎町では、農業者の高齢化や人口減少による耕作放

棄地の増加に対して、地域計画の策定や目標地図の作成や、人・農地プランの作

成をしています。また、農業委員会と協力して、耕作放棄地解消に向けた活動に

努めておられます。

耕作放棄地問題や農地問題で困っておられる方のニーズは何か、幅広い年齢層

の方を対象に、気軽に相談できる窓口の周知や、実質的な相談体制の整備に努め

ていただきたいと思っています。
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それでは次の質問をさせていただきます。マイナンバーの利活用についてです。

マイナンバーの普及は進んでいます。２０２６年２月時点で、全国のマイナン

バー保有枚数は１億１７３万７，９８０枚となり、人口に対する普及率は８１．

７％に達しています。これは２０１６年１月の交付開始から約１０年１か月で政

府が目標としていたほぼ全国民への普及という水準に到達したことを示していま

す。

マイナンバーカードは、個人番号を証明する書類や公的な本人確認書類として

利用でき、社会保障、税、災害対策の３つの分野で使用されることがマイナンバ

ー法で定められています。

具体的には、社会保障は年金、雇用保険、医療保険、介護保険、生活保護の分

野で利用されています。税は、確定申告や支払調書、源泉徴収票の作成の際に利

用されています。災害対策では、激甚災害の被災者支援の迅速化に活用されます。

しかし、マイナンバーカードの保有枚数率は上昇している一方で、カードを実

際に持ち歩いている人の割合は低く、２０２４年２月末時点では保有者の約４６．

７％にとどまっているという調査結果もあります。運転免許証の携行率と比べる

と、マイナンバーカードはまだ日常的に使われるツールとして定着しているとは

言えない現状があります。

今後、福崎町においてマイナンバーカードの利活用を促進するための取組につ

いてお伺いいたします。本町のマイナンバーカードの申請・交付状況についてお

伺いします。

住民生活課長 １月末時点の数値になりますけども、申請件数が２万２３３件、率でいいます

と１１０．３％、交付件数は１万８，９２３件で１０３．１％となっております。

ただ、この数値はですね、県が毎月公表しているこれまでの積み上げ件数になり

ますので、亡くなられた方、また転出された方も含まれておりまして、厳密に言

えば正確な数字ではありません。

では実際に福崎町に今現在住民票のある方で、マイナンバーカードを持たれて

いる方がどれぐらいおられるかとなりますと、これは２月末時点の数値になりま

すけども、１万５，５１６人の方が持っているという状況で、率でいいますと、

８４．５％というふうになっております。

住谷庸子議員 本町は高い交付率になっていると理解しました。

次に、マイナ保険証について。

マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのこ

とです。医療機関や薬局に設置されている顔認証付カードリーダーなどで登録す

ると、その場で健康保険証として利用できます。令和７年３月末現在、マイナン

バーカード保有者の８割以上が利用登録を完了しています。

令和６年１２月２日以降、従来の健康保険証の新規発行は停止されており、マ

イナ保険証を基本とする仕組みに移行されています。顔認証付カードリーダーを

利用することで、より正確な本人確認や過去の医療情報提供の同意などが可能に

なるため、よりよい医療を受けることができます。

マイナ保険証の具体的なメリットについてお伺いします。

ほけん年金課長 マイナ保険証のメリットですが、大きく３つあると思います。

１つ目は手続なしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるというこ

とです。以前でありますと、事前に限度額適用認定申請書を申請しておかないと、

医療機関の窓口で上限額を抑えることができませんでした。

２つ目には、救急搬送時の適切な応急処置や搬送先の選定等に活用ができると

いうことです。救急隊員が傷病者ご本人のマイナ保険証を活用されまして、傷病
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者が過去に受診した病院や処方された薬などの医療情報を閲覧して救急活動に役

立てることが可能となっております。

３つ目には、データに基づくよりよい医療が受けられるということです。初め

て受診する医療機関や薬局でも、患者ご本人様が情報提供に同意すれば、医師や

薬剤師がそのデータを、過去のデータを確認することができるため、よりよい医

療が受けられるというメリットがあると思います。

住谷庸子議員 私も医療従事者の立場でマイナ保険証のメリットを積極的に伝えてきました。

メリットとしては、先ほどの答弁にもありましたように、情報提供に同意すると、

過去に処方された薬の情報や特定健診の結果が医師、薬剤師に共有され、データ

の一元化でよりよい医療を受けることができます。そのほかにも災害時や緊急時

に、自分の命と健康を守るための有効活用ができます。また、マイナンバー保険

証を携帯していない人に対しては、マイナ保険証の機能をスマートフォンに搭載

することで、いつでも便利に使うことができます。

その取組の甲斐あって、現在、マイナ保険証の利用率は、１２月診療分で６

５％を超えています。引き続き利用促進に取り組みたいと考えています。

その一方で、マイナ保険証にはデメリットがあります。次に、マイナ保険証の

デメリットについてお伺いします。

ほけん年金課長 デメリットかどうかちょっと分からない部分もありますが、課題として２つ

あると思っております。

１つ目は、利用環境の問題です。システムの不具合や読み取り機器の故障など

で一時的に利用できないような場合があるということです。また、一部の医療機

関では、マイナ保険証に対応していないということもあります。

２つ目は、マイナンバーカードの有効期限が切れた場合、更新を行わないまま

３か月以上経過しますと、マイナ保険証としては使えないということがあります。

住谷庸子議員 次に、マイナ保険証の利用率の低い医療機関についてです。

利用率が低い医療機関への働きかけについて、厚生労働省は、マイナ保険証の

利用実績が著しく低い医療機関や薬局に対して、個別に事情を確認するなどの働

きかけを実施する方針を示しています。これは、そうした医療機関が、患者がマ

イナ保険証を使う機会を奪っている可能性があり、療養担当規則違反となるおそ

れがあるとの見解に基づいています。

厚生労働省の個別アプローチ内容として、事情確認と支援、メールによる通知、

具体的にはマイナ保険証利用促進のための一時金の案内をしています。このメー

ルは、特定期間に連続して利用率が３％以下の施設に送られています。

また、利用率向上の取組として、一時金制度や促進月間を設ける取組や各医療

機関での取組事例の紹介等、様々な工夫で利用率向上に取り組んでいます。

町のマイナ保険証の利用促進に向けた取組についてお伺いします。また、利用

率の低い医療機関に対して具体的な取組はされていますか。

ほけん年金課長 マイナ保険証の利用促進に向けた取組についてですが、広報、ホームページ

で広くお知らせするほか、個別の対応としまして、年次更新、それから新規加入

のときにマイナ保険証の登録方法、利用方法などを記載したパンフレットも送付

しております。

また国保では、高額療養費の払戻しの申請手続を郵送することがあるんですが、

そのときにもマイナ保険証のメリットをＰＲしております。

それから、利用率の低い医療機関に対しての取組ということですが、町では医

療機関別のマイナ保険証の利用率を把握することができませんので、医療機関に

対して個別に働きかけというのは行っていない状況です。
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住谷庸子議員 利用率の低い医療機関への啓発は難しいかもしれませんが、マイナ保険証利用

が進むことは、マイナンバーカードの利用が日常生活レベルで定着していくこと

につながり、ひいては自治体における各種手続のデジタル化の定着にもつながっ

ていきます。逆に、各種手続のデジタル化の定着がマイナ保険証利用にもつなが

ります。そのため、各自治体においても、医療保険の保険者としての対応だけで

はなく、例えば医院・診療所での積極的な活用を進めていただくことや、住民の

方々との様々な接点において、後押しをお願いしたいと考えています。

本町のマイナ保険証の実績についてお伺いします。具体的に国保、後期高齢者

ではどのくらいの実績になっていますか。

ほけん年金課長 登録率ですが、１２月末、福崎町の国保で７３．８％、後期で７５．８％と

なっています。また、利用率は１２月の末の国保で７０．８％、後期で４４．

２％です。

住谷庸子議員 続いて、マイナンバーカードの活用についてお伺いします。

マイナンバーカードは、行政手続のオンライン化や民間サービスでの利用など、

その使い道は広がっています。本人確認以外の行政手続の活用事例として、各種

証明書の取得、転出届や確定申告等のオンライン手続、救急医療が挙げられます。

その中の一つである各種証明書の取得に関しては、コンビニのマルチコピー機

を利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書などの公的な証明書が取得できます。

利便性が高まり、私もよく利用させてもらっていますが、その一方で、年齢が高

くなるにつれてその便利な機能が使えないため利用できないとの声も聞きます。

福崎町のコンビニは、川東地域はたくさんありますが、川西地域は２つだけです。

福崎駅前周辺にはありません。

各種証明書の取得率を向上させるために、コンビニ以外の誰でも立ち寄れる営

業時間の長い施設等にマルチコピー機を設置するのはどうでしょうか。

今後、幅広い年齢層に利用してもらうために、例えば役場の入り口付近に設置

して、営業時間内は職員に気軽に声をかけてもらえれば教えることができる体制

づくりというものを検討されてはどうでしょうか。今後、マイナンバーカードの

利用促進に向けた体制づくりについてお伺いします。

住民生活課長 令和２年２月にコンビニ交付を導入してから、その利便性の高さから年々利用

率は伸びておりまして、令和６年度においては証明書発行件数の約３割がコンビ

ニ交付によるもので、今後も利用率の増加が見込まれております。

コンビニ以外の場所にも交付が可能な環境を整えてはとのご提案なんですけど

も、以前にコンビニ以外での設置を検討したことがございます。コンビニには先

ほど住谷議員も言われましたようにマルチコピー機というものが常設されており

まして、ネットワーク環境も整っているので、もろもろの費用というものはかか

らないんですけども、例えばドラッグストアとかスーパーとかに新たに設置とな

りますと、機器や環境整備等の導入費用、またランニングコストで多額の費用が

必要となってきます。

とはいうもののですね、住民サービスの向上、それから利便性の向上という観

点から見れば非常に有用であることには違いありませんので、財政的な面、それ

から効果的で効率的であるかといった側面も踏まえて今後も研究をしていきたい

と考えております。

住谷庸子議員 今後コンビニ交付が進んでいくようにするために、コンビニでの、コンビニご

との取得方法の動画とかをですね、町のホームページからリンクできるようにす

るとか、自治体窓口で簡単な操作方法を案内する等の取組を検討していただけた

らと思います。
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次に、被災者支援業務におけるマイナンバーの活用についてです。

防災関連では、マイナンバーの活用が注目されています。被災者の負担軽減や

行政の業務迅速化を目的として、内閣府ではクラウド型被災者支援システムを構

築し、令和４年度からその運用を開始しました。これにより、被災者支援を効果

的かつ迅速に行えることが期待されています。マイナンバーを活用した避難所受

付システムの導入には多くのメリットがあります。

まず、入所や退所時の手続の大幅な効率化が可能です。ＩＣチップを読み込む

ことで、受付手続が迅速かつ正確に行えるようになります。さらに、クラウド上

で情報が一元化されることで、避難所ごとの収容人数や男女・世帯数など重要な

情報が容易に確認・共有しやすくなることも大きなメリットです。避難所の状況

をリアルタイムで把握し、必要な支援や物資の供給を効率的、効果的に行うこと

ができるようになります。また、行政や関係機関とデータをすぐに共有できるた

め、円滑な情報連携も可能です。

このようなシステムの導入は、災害時における受付業務の迅速化や正確性を向

上させるだけではなく、緊急時の円滑な運用や避難者の安全確保にも大きく貢献

します。

そこで質問です。町では被災者支援システムの導入は検討されているかお伺い

します。

総 務 課 長 兵庫県、こちら事務局は災害対策課になりますが、兵庫県と県内全市町で協

議会を設立しまして、令和８年度からの被災者支援システムの導入ということで

現在は準備が進んでおるというところでございます。この協議会は、能登半島地

震で顕在化した課題等を踏まえ、応急期における県及び市町の災害対策の実効性

を高めるため、家屋被害認定調査業務、罹災証明書発行業務の公平性、効率性、

迅速性が現時点の目的となっております。

先ほど議員からご質問いただいております避難所支援の機能につきましても、

オプション機能ということで含まれておるんですが、それぞれの機能に費用がか

かるということで、令和８年度の導入ということは現在のところ福崎町としては

考えていないということで、今後、議員が言われるようなメリットというのはそ

のとおりでございますので、考えていく事柄になると考えております。

住谷庸子議員 今後、システムの導入が順調に進み、さらなる機能が必要となった場合は、オ

プション機能の導入もぜひ検討していただければと思います。

各市町独自のマイナンバー利活用の事例はいろいろあります。独自サービスの

利用事例として、子育て・福祉サービスの上乗せや健康づくり・地域ポイント付

与、地域独自の会員証としての活用が挙げられています。今後、町独自の利活用

について検討されているかお伺いします。

住民生活課長 今後いろんなアイデアが出てこようかと思いますけども、住民生活課としまし

ては、このマイナンバーカードを活用して、各種証明書発行の際に必要な申請書

への記入、それから本人確認、こういったものを省略して、手続の簡素化を目指

します、いわゆる書かない窓口の導入を検討したいと考えております。

住谷庸子議員 書かない窓口の導入についてなんですけれども、少し調べてみましたら、総務

省が令和５年に行った調査によると、書かない窓口を何らかの形で導入している

市区町村は、全国の１，７４１団体のうち３６３団体、２０．９％にとどまって

います。この数字は、政令指定都市２０団体に限定すると６０％まで上昇します。

これは令和７年８月１２日現在の数字となっています。

導入のメリットについて、自治体にとって書かない窓口を導入する効果は３つ

あると思います。住民サービスの向上、業務の効率化、業務の適正化の３つだと
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思います。このうち、業務の適正化とは、ミス軽減や業務に不慣れな職員も適切

な対応が可能と言われています。また、書かない、待たない、回らない、ワンス

トップ窓口を実現することで、窓口での手間の削減と、待ち時間の削減につなが

り、住民に簡単で便利な窓口サービスの提供を実現します。ぜひ早期導入のご検

討をいただきたいと思います。

次に、最後の質問です。地域支え合い会議についてです。

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、

介護・福祉・保健・医療など様々な面から高齢者とその家族を支援する相談窓口

です。福崎町においても、自治体や日常生活圏域レベルで様々な会議が開催され

ています。

自治会レベルで開催されている会議として、地域支え合い会議「我が事会議」

があります。地域支え合い会議を推進していくためには、自分たちの住む地域に

どのような高齢者等の生活上の課題、ニーズがあるかを把握する必要があります。

地域の高齢者等、気になる方の生活実態については、自治会役員、民生委員、

ふくろう体操の代表者等が気にかけることで各自把握されていると思いますが、

その情報を地域の皆さんと社会福祉協議会や地域包括支援センターで共有して、

住民、専門機関でできることを協議することで様々な支え合い活動が生まれます。

活動推進のための地域で協議する場として、地域支え合い会議が開催されてい

ます。地域ケア検討会議では、毎年、地域支え合い会議の各自治会の開催状況が

報告されています。それを見ると、自治会によって開催に温度差があると感じて

います。

今後、地域支え合い会議「我が事会議」を各自治会で推進していくために、い

くつかお伺いしたいと思います。

地域支え合い会議の位置づけ、目的・概要、参加メンバーについてお伺いしま

す。

ほけん年金課長 地域支え合い会議の位置づけですが、福崎町地域ケア会議設置運営要綱に定

める自治会単位の代表者、福祉担当者による会議です。

目的は、国が掲げる地域共生社会を目指しまして、地域づくりを進めていくと

いうことで、各自治会単位で近所のこと、地区のことを我が事、自分事として話

し合う場です。

参加メンバーは、自治会からは、民生委員児童委員、民生協力委員、福祉委員、

区長等地区の役員、そして地域包括支援センター及び社会福祉協議会の各担当者

です。

住谷庸子議員 各自治会で開催されている「我が事会議」についてです。

「我が事会議」という言葉は知っているけど、どんなことをしているのか知ら

ないといった声を聞きます。「我が事会議」で実際にどのような話合いや情報交

換がされているかお伺いします。

ほけん年金課長 民生委員や協力委員の方からは、見守り給食などの活動の中で気になる高齢

者について共有をしたり、また区長さんからは地区の行事やトピックスなどを報

告していただいています。日頃感じておられる地区の課題等についても話をして

いただいております。

住谷庸子議員 この会議内容が周知されると、これまで開催していなかった地域で開催しやす

くなります。私が住んでいる西光寺もこれまで開催していなかったようですが、

次年度、地域の民生委員さんをはじめとする役員さんと相談して開催する方向で

前向きに検討しています。

「我が事会議」では、気になる世帯や高齢者の状況等、いろんな地域での課題
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が出てくると思います。これまでに「我が事会議」で出た地域課題についてお伺

いします。

ほけん年金課長 まず、地域のつながりの希薄化としまして、地域交流の場が減っている、そ

れから個人情報の壁によって情報が得にくい、災害時の対応が困難などがありま

す。

次に、日常生活支援の不足として、買い物等の生活支援サービス、送迎支援、

外国籍の方への支援などがあります。それ以外では、空き家や農地に関する問題、

また自治会活動の担い手が不足しているというような問題が上がっております。

住谷庸子議員 「我が事会議」の課題報告はされていますが、課題を課題として上げるだけで

はなく、今後解決に向けてどう取り組んでいくかが重要になってきます。実際に

出ている地域課題について、どのように対応されているかお伺いします。

ほけん年金課長 福祉や介護など、サービスで活用できるものがありましたら、そのサービス

につなげたり、関係機関につなぐようにしております。ただ、すぐには対応しか

ねる課題もあるというのが現状です。

また、地区の課題につきましては、町全体で課題を検討する地域ケア検討会議

というものがありますので、そこで報告し、政策形成につなげるように進めてお

ります。

住谷庸子議員 地域課題の中でも、地域のつながりの希薄化、空き家・放棄田の問題等はすぐ

に解決できない課題であることは理解しています。それでも「我が事会議」は、

各地域で住民と包括や社協との関わり状況について情報共有することで、安心し

て暮らすことのできる地域づくりができ、地域でできること、やっていることが

整理できると思います。

先日、令和７年度第２回地域ケア検討会議が開催され、出席させていただきま

した。「我が事会議」から出てきた地域課題についてグループワーク形式で意見

交換を行いました。やりっ放しで終わるのではなく、各地域で行われている「我

が事会議」の内容や、あと個人情報に配慮した形でそれを共有したり、あと積極

的に取り組んでおられる地域の事例共有も重要であると感じました。「我が事会

議」を推進していくために、今後の計画と取組についてお伺いします。

ほけん年金課長 全自治会での開催を目指しまして、各自治会が自主的に運営・継続していく

ことを目標に、地域包括支援センターと社会福祉協議会が協力し進めていきたい

と思っています。

まだ開催できていない地区につきましては、地区の区長さん、民生委員さんへ

丁寧に説明し、開催していただけるように依頼をしていきたいと思います。既に

開催している地区につきましては、包括支援センターや社会福祉協議会の担当者

が引き続き同席をさせていただきまして、内容を把握し、個人の守秘義務に配慮

しながら、必要なサービスにつなげる、見守りを強化するなど、必要な支援につ

なげていきたいと思っております。

住谷庸子議員 地域支え合い会議の一つである「我が事会議」について、詳細にご説明いただ

きました。

この会議は、様々な方の社会参加や生活支援のきっかけを地域でつくることの

できる一つの手段になると思います。ぜひ、これまで開催できていなかった地域

で開催できるよう取り組んでいただけたらと思います。

私の質問は以上です。

議 長 以上で、住谷庸子議員の一般質問を終わります。

休憩いたします。

会議の再開を１０時３５分といたします。
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◇

休憩 午前１０時２１分

再開 午前１０時３５分

◇

議 長 会議を再開いたします。

次、２番目の質問者は、牛尾成利議員であります。

質問の項目は

１、令和８年度当初予算（案）について

２、第７次行政改革について

３、ごみの有料化について

４、ＡＩ、生成ＡＩの活用について

５、リチウムイオン電池の処理について

６、福崎町お知らせシステムについて

以上、牛尾成利議員。

牛尾成利議員 おはようございます。議席番号２番、牛尾成利でございます。議長の許可をい

ただきまして、通告に基づき一般質問をさせていただきます。

さて、さきの衆議院議員総選挙では、タイトな日程の中、滞りなく選挙事務を

遂行された職員の皆様、お疲れさまでございました。このたびの選挙では、国政

の状況が大きく変わりました。私たちの投票が国政に変化をもたらすことができ

るということを多くの方が実感されたのではないでしょうか。私たち有権者の立

場としては、選挙で投票することはもちろん大切なことですが、議員の活動を厳

しい目で見守っていくことも大切でございます。そして、町民の方々に一番近い

議員である私たちも町民の皆様から常に仕事ぶりを見られているということを肝

に銘じて、緊張感を持って働きたいと思っております。

今回は、第７次行政改革の初年度にあたる令和８年度予算を審議する議会でご

ざいます。町民の皆様の生活に直結する予算を議論し、福崎町のこれからを、未

来を見据えて、未来志向の議論をする有意義な時間にできればと思っております

のでよろしくお願いいたします。

質問の１つ目、町長が令和８年度予算案に込められた思いについてお伺いしま

す。

まずは予算要求作業、査定作業、予算の調製作業とお疲れさまでございました。

予算を作成するということは、町長の最も重要な仕事であり、役場全体の膨大な

作業量が投入されたと思っております。

昨年１２月の定例会では、令和８年度予算編成方針に込められた町長の思いに

ついてお伺いしました。そしてこのたびその予算編成方針に基づいて、令和８年

度当初予算案が示されました。そのときの質問では、福崎町には大きな課題が２

つあり、１つ目の緊急の課題は行政改革、そしてもう一つの課題は少子高齢、人

口減少であると答弁されました。第７次行政改革５年間の初年度にあたる予算で

もあります。

尾﨑町長の今回の任期の最終年度において、任期の仕上げとして取り組まれた

令和８年度予算案に込められた思いについてです。

まず一つ、町長が描く福崎町の未来の姿。２、少子高齢・人口減少に対するビ

ジョンについてどのように考えておられるか、ご答弁をお願いします。

町 長 まず、私が描く福崎町の未来の姿でございますが、福崎町第６次総合計画に掲

げております、まちの将来像「活力にあふれ風格のある住みよいまち～住んで、

学んで、働いて未来につながる福崎～」を進めてまいります。福崎らしさを生か
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しながら、人と人とのつながりを大切にし、一つの町において住む、働く、学ぶ

の３機能がさらに調和の取れているまちになっていることが私が描く福崎町の未

来の姿でございます。

２点目の少子高齢・人口減少に対するビジョンについては、人口減少はある程

度受け入れざるを得ないと思っておりますが、町に魅力があり、住んでよかった、

住み続けたいと思っていただけるようなまちづくりを進めることによって、人口

減少をできるだけ緩やかにしていきたいと、このように思っております。

牛尾成利議員 次に、所信表明演説でも示されましたが、令和８年度当初予算案を提案された

中で、町長が特に力を入れられた予算、項目、そして町民にアピールしたい予算、

項目についてお教えください。

町 長 令和８年度当初予算の重点項目は、私の所信表明の中でも申し上げたんですけ

れども、まず私の公約でもあります子育て支援と教育環境の充実という観点から、

小中学生の給食費の無償化、それから中学校体育館の空調設備の設置でございま

す。それから、広域事業としては、神崎郡ごみ処理施設建設事業・中播消防署本

署建替事業があります。それから、駅へのアクセス道路の強化という、町道福崎

駅田原線、千束新町線の道路改良がございます。

町民にアピールしたい事業ということでございますが、今回新規事業として取

り組みます妊娠・出産子育て期の支援といたしまして、こども誰でも通園制度の

導入、それから１か月児健診費助成、妊婦ＲＳウイルス予防接種助成、子育て援

助活動支援事業、いわゆるファミリーサポート事業を行ってまいります。

防災対策としては、密集市街地に居住する人が対象ですけれども、地震発生時

に自動でブレーカーが落ちる感震ブレーカーの設置費に対する助成を行ってまい

ります。

牛尾成利議員 ありがとうございます。今回の予算は、第６次総合計画前期５年間の３年目、

中間年度にあたります。また、第７次行政改革５年間の初年度にあたる予算です。

総合計画を進めながら行政改革もしないといけないかなり厳しい査定作業だった

と思います。既存事業を行政改革のために整理・縮小し、その財源を総合計画の

推進に充てられた予算もあったと思います。

そこで一つ、総合計画の推進のために計上した予算、事業、二つ、第７次行政

改革の内容をどのように反映されたのかについてお伺いします。

企画財政課長 １点目、総合計画の推進のために計上した主な予算、事業につきましては、予

算に関する説明書の上に別紙で添付しております令和８年度予算主要事業で、第

６次総合計画の５つの基本目標ごとに分けて、それぞれ事業名称・概要・予算額

を記載しております。

２点目、第７次行政改革の内容をどのように反映したのかについても、先ほど

と同じく、令和８年度予算主要事業で、第７次行政改革の該当事業の前に漢字の

行の文字を記載しております。なお、令和８年度当初予算での第７次行政改革に

よる効果額については、各課事務事業での削減額が１４件で約７００万円、全課

共通での削減が投資的経費の抑制や人件費の削減などで約１億５，５００万円、

歳出合計では１億６，２００万円となっています。

歳入の行政改革効果額は、ふるさと応援寄附金の増収で１，０００万円となっ

ております。

牛尾成利議員 令和８年度当初予算事業に記載していますという答弁はちょっと残念でござい

まして、一般質問ではこの事業に力を入れていると胸を張ってＰＲしてほしかっ

たです。

先ほどの質問に重なりますが、次に伺いにくい、また答弁しにくいことかと思
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いますが、厳しい財政の制約の下、行政改革の推進のために、一つ、やむを得ず

断念された事業、予算、項目。やむを得ず先延ばしされた事業、予算、項目。査

定で縮小や廃止した事業、予算、項目。役割を果たしたので廃止した事業、予算、

項目などについて、その理由も含めてお教えください。

企画財政課長 １点目の、やむを得ず断念されたということなんですが、廃止した事業につき

ましては、行政改革調査特別委員会でお出ししました別紙の行政改革検討事業一

覧で、令和８年度廃止とした事務事業になりまして、騒音等調査委託料、花卉栽

培委託料、７７歳長寿祝金、産業活性化緊急支援事業補助金になります。

２点目の、やむを得ず先延ばした事業、予算、項目については、特にございま

せん。

３点目の査定で縮小や廃止した事業、予算、項目についても特にございません。

４点目、役割を果たしたので廃止した事業、予算、項目につきましては、先ほ

ど１点目で申し上げました産業活性化緊急支援事業補助金の廃止になります。

牛尾成利議員 予算の査定は町長の方針を示す町長の持つ最大の権限、仕事だと思います。や

むを得ず先延ばした事業や査定で縮小・廃止した事業は、内部の作業なので外部

に出せない、答えられなかったのかもしれません。予算を要求する側の課長、担

当職員にはやりたい事業が削られたとしても、来年度再度挑戦して新規事業とし

ていただきたいと思っております。

では、次、質問の２つ目、第７次行政改革の検証、進行管理についてお伺いし

ます。

第７次行政改革については、議会において行政改革調査特別委員会を設置し、

協議してまいりました。今回の議会でこの役割を終えるとのことですが、以後も

私たちは第７次の行政改革の状況について注視していきたいと思っています。

そして、行政改革大綱のⅢの推進期間と進行管理では、行政改革大綱で掲げた

目標を実現するために、具体的な取組を実施計画として定め、毎年度、取組項目

ごとに目標の達成状況・効果を検証し、社会情勢を踏まえ、必要に応じて実施計

画の見直しを行っていきますと明記されています。

そこで１つ目、実施計画の取組項目ごとに、毎年度、目標の達成状況・効果を

いつ、どのように検証されていくのか。そして議会への報告や町民への公表につ

いて、いつ、どのようにされていかれるのかお伺いします。

企画財政課長 行政改革の実施計画につきまして、毎年度目標の達成状況・効果をいつ、どの

ように検証していくかということにつきましては、目標年度の決算時に決算報告

書に記載するとともに、行政改革調査特別委員会でお出ししました進捗管理と振

り返りのように、進捗管理シートを作成して議会に報告したいと考えております。

また、町民への公表につきましては、町広報紙やホームページで公表していきた

いと考えております。

牛尾成利議員 ぜひ進行管理と公表をお願いいたします。

２つ目ですが、必要に応じて実施計画の見直しを行っていくとなっています。

第７次行政改革の５年間、この計画どおりに行くとも限りませんし、社会情勢が

現在も大きく変わっておりますが、何が起こるかも分かりませんので、見直しも

必要だと思います。この見直しにおいてもどのように見直されていくのか、そし

て議会への報告や町民への公表について、いつ、どのようにされていかれるのか

お伺いします。

企画財政課長 先ほど答弁いたしました行政改革実施計画の進捗管理シートを作成しまして、

効果や達成度の検証を行い、目標に対する達成度が低い場合や新たな行政改革実

施事業が出てきた場合は実施計画を随時見直しまして、結果を議会へ報告すると
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ともに、ホームページ等で町民へ公表いたします。

牛尾成利議員 昨年６月の定例会で、福崎町の財政が大変厳しいこと、行政改革の内容を町民

に説明すべきではとの私の質問に対しまして、広報ふくさきや町政懇談会で福崎

町の状況、そして今後進めようとする事業など、しっかりと住民に説明していく

との答弁をいただきました。町政懇談会は、今、各地域で行われています。広報

ふくさきや町ホームページなどでの説明について、今後のスケジュール、方針を

お教えください。

企画財政課長 第７次行政改革大綱・実施計画の策定後、行政改革の内容等につきまして、４

月に広報ふくさきや町ホームページで公表し、周知を行いたいと思っております。

牛尾成利議員 ぜひ町民への広報をよろしくお願いいたします。

次に、行政改革関連の質問ですが、昨年１２月定例会でのエルデホールの収支

についての私の質問で、令和６年度決算額は、収入が６９６万円、支出が約５，

５５６万円となっている。収支の改善には、使用料及び入場料の値上げ、収容人

数を増やす等の収入を増やす方策が必要であると考えますと答弁されました。こ

の答弁をされた結果、令和８年度予算の策定において、どの程度検討されたか、

いくらぐらい収支が改善するかお伺いします。

社会教育課長 このエルデホールの使用料の値上げにつきましては、周辺施設と比較しまして

とりわけ安いということではなく、ホールは設備・機器が最新のものではないた

め、慎重な検討が必要と考えております。

入場料につきましては、周辺市町の動向を見ながら、イベントの内容を勘案し

て料金設定を段階的に値上げしていくことを考えております。

ただ、近隣のホールと比較すると収容人数が少ないため、収容人数の少なさを

入場料でカバーしようとすると入場料が高くなり、入場者の減少につながるおそ

れがございます。

そして令和８年度につきましては、これまで年間６から７回実施しておりまし

た自主事業の内容を精査し、実施事業を住民の方々に人気があるジャンルに絞り、

それから自主事業を年間３から４回と秋まつりの文化講演会に絞りまして、自主

事業に係ります費用の削減を図りたいと考えております。

また、有料公演のうち１回は屋外の芝生広場を利用する屋外イベントを企画し、

入場者数の増、すなわち入場料の増ということを目指します。

なお自主公演事業の予算としましては、昨年度と同額を要望しておりますが、

これまで文化センターで予算を持っておりました文化講演会、これをエルデホー

ルの自主事業として実施するということで、文化講演会委託料の削減を図ってお

ります。

牛尾成利議員 続いて、昨年１２月定例会の答弁で、赤字の原因として、町あるいは町後援団

体等、使用料を減免している団体の利用が多い。使用料が減免となる団体は、舞

台・音響・照明技術者の費用も減免となると答弁されました。私も大きな原因は、

利用料を徴収しない利用が多いこと、本来なら減免であっても実費となる技術者

の費用は頂くべきであるところを、福崎町がそれも負担していることも要因の一

つだと思います。

ところで、この減免ですが、町の関連事業として費用を徴収していないものと、

町の関連団体名などへの減免と２種類があると思います。

まず、町の事業ですが、事業実施の担当課等がホール使用料を予算計上し、施

設側が収入するというのは、予算の見える化も図られると思います。町の中でお

金を回すだけとの意見もありますが、今の見えない中で、施設に赤字が増えてい

くというか、負担が回されていくのは、予算の立て方として適切ではないと考え
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ます。この点いかがお考えでしょうか。

社会教育課長 減免は、自由な創造活動の推進と地域の振興と文化の発展、これを目的として、

町及び町関連団体や後援団体の文化活動を対象にして行っております。

町関連事業の場合、議員がおっしゃるように事業実施の担当課が使用料を負担、

施設の収入とすれば、担当課の負担は増えますが、予算の見える化にはつながる

と考えます。

この減免につきましては、今後使用料の見直しを検討する中で、その減免の対

象や取扱いを考えていきたいというふうに思っております。

牛尾成利議員 公共ホールの性格上ということですが、令和７年度決算の決算報告書の中で、

町内部と町の後援団体、関連団体などへのこの減免の状況、内訳や自主事業など

収支の内訳を明示していただきたいと思います。現状を明らかにして、なぜ赤字

になっているのか、それをもって令和９年度予算や使用料の減免規程などの見直

し等について議論したいと思います。令和７年度決算の決算報告書の中で詳細に

減免の状況、自主事業の状況を記載いただきたいと思いますが、いかがでしょう

かお伺いします。

社会教育課長 エルデホールにつきましては、別途、決算資料として提出することを検討させ

ていただきます。

牛尾成利議員 ぜひ提出をお願いします。

そして、昨年１２月定例会では、神崎郡歴史民俗資料館、柳田國男・松岡家記

念館について質問したときに、行政改革等の観点から、今後の料金徴収の在り方

について、教育委員会で検討を行っている、開館日は月曜日休館が定着している

ので、現状の対応を継続したいと考えていると答弁いただきました。その後の検

討状況、予算要求の状況についてお教えください。

社会教育課長 １２月議会でご質問いただいた内容は、社会教育委員会、教育委員会に報告さ

せていただき、柳田國男・松岡家記念館、神崎郡歴史民俗資料館の今後の料金徴

収の在り方についてご検討いただきました。その際、いずれの委員会におきまし

ても、これまで無料の施設の有料化は慎重に検討する必要があるとのご意見をい

ただき、継続して協議・検討していくことになりました。

令和８年度も引き続き料金徴収の在り方について検討し、方向性を決めたいと

いうふうに考えております。このため令和８年度予算につきましては入館料は無

料で計算した予算要求としております。

牛尾成利議員 エルデホールなどの収支につきましては行政改革とも密接に関連しますので、

これからも伺ってまいります。

次、質問の３つ目、ごみの減量と有料化についてお伺いします。

ごみ焼却施設の建設、運営にあたっては、国から満額の交付金を受けるために、

ごみの有料化が条件となっていることや、行政改革を踏まえて、現状の確認と有

料化への準備状況についてお伺いしたいと思います。

現在、神崎郡３町の新ごみ処理施設が、令和１０年４月稼働を目指して建設が

進められています。町民にとっては、必要不可欠な施設で順調に工事が進められ

ることを願っています。

しかし、この建設の経費と稼働後の維持費用、ごみ処理費用がこれからの町財

政に大きくのしかかってくるのもまた事実です。

建設費用は各町の人口に応じての負担で町債を発行しますから、後の年度ごと

の負担も確定します。一方、維持管理費用やごみ処理費用は、３０％が各町の戸

数に応じての配分、７０％が各町のごみの投入量割による負担で、各町の負担割

合が年度ごとに異なると聞いています。
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まずごみ袋の現状についてお伺いします。

福崎町の家庭ごみのごみ袋は、大きいもので３０枚入りが税込み５５０円で、

１枚あたり１８．３円で販売されています。今の価格は、通常の市販の青や黒の

ごみ袋に比べて高いことから、既に有料化されていると認識されている方もいら

っしゃいます。

これらの認識の共通化のため、一つ、現在、福崎町指定のごみ袋を使っている

理由、現在のごみ袋にごみ処理費用が含まれているかどうか、三つ、処理費用が

ごみ袋代に含まれていない場合、大きい袋を例に、１枚当たりの販売価格の内訳

の３点をお教えください。

住民生活課長 まず１つ目、現在、福崎町指定のごみ袋を使っている理由なんですけども、市

販のごみ袋を利用されますと、別の種類のごみが混じっていても中が判別できな

いため、適切な処理ができないこと、またごみ処理場で集積する際に、どこから

のごみか分からないために正確な投入量が把握できないことなどから、福崎町は

今のごみ袋を推奨させていただいております。

２点目の現在のごみ袋にごみの処理費用が含まれているかどうかということな

んですけども、現在のごみ袋の価格はあくまでも小売価格ですので、ごみ処理費

用は含まれておりません。

３点目、今の販売価格の内訳ということなんですけども、大、３０枚入りなん

ですけども、これの希望小売価格５５０円の内訳で申し上げます。仕入価格が４

０８円、小売店の販売手数料が６０円、商工会でつくってもらっていますので商

工会の卸売手数料、これが３２円、それで消費税が５０円というふうになってお

ります。

牛尾成利議員 今のご答弁では、現在、福崎町はごみを有料化していなくて、袋代のみで町が

ごみ袋を指定する、いわゆる単純指定ごみ袋で運用されているということでした。

有料化するとなると、この現在の袋代に上乗せされますので、今の袋代の状況を

お聞きしました。

さらに有料化に向けては、まず今は有料になっていないことの説明も必要とは

思います。

次に、有料化への検討状況についてお伺いします。

第７次行政改革実施計画の１５では、令和１０年度稼働の新ごみ処理施設にお

いて、毎年度必要となるごみ処理費用を補うため、受益者に応分の負担を求める

仕組みづくりを行うとあり、ごみ有料化に向けての方向性が示されています。こ

の仕組みづくりの期間の矢印は、令和八、九年度に引かれていて、令和１０年４

月から受益者に応分の負担を求める、つまりごみは有料化すると、ここで宣言さ

れています。

また、ごみ焼却施設の建設、運営にあたっては、国から満額の交付金、循環型

社会形成推進交付金を受けるために、ごみの有料化の検討または実施が条件とな

っていると聞いています。検討しましたが実施できませんでしたでは、国に通用

しないと思いますので、有料化は必然的に必須条件になっていると思われます。

交付金の受給条件と行政改革実施計画を踏まえると、ごみの有料化は避けて通

れず、令和１０年４月の新施設稼働時から実施というのが適切な時期かと思いま

す。

県下４１市町の状況を見ると、単純指定ごみ袋は１３市町、有料化しているの

は１９市町の状況です。全国では有料化市町村は６０％を超えているとのことで

す。また新たにごみ処理施設を計画している近隣の市は有料化の検討をしておら

れるようです。
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これらの結果を踏まえ、福崎町としてごみの有料化を行うつもりかどうかにつ

いて、まずお伺いします。

住民生活課長 処理施設建設事業に係る交付金の要件なんですけども、廃棄物処理の有料化の

導入を検討することというふうになっております。また、第７次行政改革の実施

計画では、おっしゃられるとおり令和８年・９年で受益者に応分の負担を求める

仕組みづくりを行うというふうに示しております。ごみの有料化に関しましては、

神崎郡３町足並みをそろえることが重要と考えておりまして、そのためには住民

さんの理解を得ながら慎重に進めていく必要があるかと思います。令和１０年４

月の稼働時から有料化が即スタートできるかといえば、現時点ではちょっと断言

することはできませんが、今後も慎重に協議を進めていきたいと考えております。

牛尾成利議員 ありがとうございます。それでは現在福崎町としての有料化に向けての検討状

況、どこまで検討が進んでいるのかお伺いします。

住民生活課長 町としての有料化の検討は行っておりますけども、詳細な部分まで詰めれてい

ないというのが現状です。

牛尾成利議員 有料化に向けての検討は詰め切れていない、進んでいないとのことですが、行

政改革で令和１０年４月に期限を切っているなら、あと２年間で進めていかなけ

ればなりません。行政改革の項目に上がっていますので、何らかの議論が進んで

いることと思いますが、有料化に向けては、工程、手順、プロセスについて気に

なる点を項目ごとにお伺いします。

まず１つ目です。ごみ処理施設は、神崎郡３町で実施しています。３町ともに

財政状況も違いますし、福崎町は有利な過疎債も使えないという、他の２町に比

べて不利な状況です。県内県外の他の地域では、一部事務組合で同じ処理施設で

ごみ処理をしていても、有料化するかどうかは市町村ごとに異なっている事例も

あります。

有料化については、神崎郡３町で歩調を合わせるつもりかどうか、また、３町

でどこまで協議が進んでいるか、交付金をいただくために３町の歩調・方向性は

合致しているかについて、まずはお伺いします。

住民生活課長 今現在、中播北部行政事務組合、それから神崎郡３町で進めております次期ご

み処理体制調整会議においては、現時点で有料化についての具体的な内容までは

先ほども申し上げましたとおり詰めれていないのが現状です。県内各市町・一部

事務組合に対して、有料化に関するアンケート調査を実施しておりまして、他市

町の事例も参考にしながら、来年度以降、スピード感を持って進めていきたいと

思っております。

また有料化という面では、３町とも必要性という面では同じ方向を向いており

ます。

牛尾成利議員 では、福崎町内に限ってお伺いします。環境省がごみ有料化のために、一般廃

棄物処理有料化の手引きを作成し、その中で一般廃棄物処理の有料化は、市町村

が策定する一般廃棄物処理計画に明記し、一般廃棄物に関する施策の一つとして

明確に位置づけを行うことが適切であると記載されています。福崎町においても、

一般廃棄物処理基本計画が策定されており、環境省の手引きからすると、有料化

はこの計画に明記すべきとなっています。福崎町の一般廃棄物処理基本計画を改

定するには、どのような手続が必要でしょうか、お伺いします。

住民生活課長 現在の福崎町一般廃棄物処理基本計画なんですけども、令和５年３月に策定し

ておりまして、次回の見直し時期は令和１４年度の予定となっております。ただ

し、計画の前提となる諸条件に大きな変動があった場合につきましては、計画期

間内でも必要に応じて見直すことができるというふうになっております。
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大幅な改定が必要になった場合には、コンサルに委託することになると思いま

すが、軽微なものについては、担当課で案を作成して町長決裁で改定できるもの

と考えております。

一般廃棄物処理有料化の手引きには、一般廃棄物処理の有料化は、市町村が策

定する一般廃棄物処理計画に明記することが適切であるとありますけども、有料

化の導入が先行している場合には、一般廃棄物処理計画の見直し時に、有料化を

位置づけるということも可能であるというふうにあります。必ずしも有料化を実

施する前に明記されておかなければならないものではありません。

有料化を実施し、減量化数値を見直す場合などは、大幅な改定になると思いま

すのでコンサルへの委託を検討しなければなりませんけども、担当者が毎年策定

する一般廃棄物処理実施計画で明記して、基本計画は令和１４年度に改定すると

いう方法もあろうかと思います。

牛尾成利議員 ありがとうございます。

次に、まだ話は早いかもしれませんが、有料化の額も必要です。県下の状況は、

１リットル当たり０．５６円から１．３３円までとなっているようです。この額

にはごみ袋の製造、販売コスト、消費税も含まれています。全国平均は、１リッ

トル１円とのことです。一般廃棄物処理有料化の手引きでは、考慮する事項とし

て、ごみの排出抑制と減量効果、町民の受容性、周辺市町村の料金水準を上げて

います。

私はこの行政改革の中で、ごみ処理費用における税とごみ排出量に応じた個人

の負担の在り方も考慮すべきかと思います。低所得者への配慮も必要です。まだ

何も決まっていないでしょうが、この辺りいかがお考えでしょうか。

住民生活課長 牛尾議員おっしゃられますとおり、有料化にした場合の具体的な金額は決まっ

ておりませんが、他市町の例や、町の財政的な効果なども含めて３町で協議を進

めていきたいと考えております。

また有料化にすれば、受益者負担の観点からも当然住民さんには経済的な負担

を強いることになります。しかし、有料化の目的は、ごみの排出量の削減、住民

さんの環境意識の向上、町の財政負担の軽減につなげるもので、ごみの減量化が

進めば、自然と焼却施設の延命化にもつながります。この住民さんの環境意識の

向上という面では、ごみの分別やリサイクルも含めて適正なごみの出し方への意

識を高めていただくことが重要ではないかと考えております。

牛尾成利議員 次に、必要な期間、時期についてお伺いします。

先ほどの質問で、一般廃棄物処理基本計画の改定の手続についてお聞きしまし

た。改定するなら手続開始から改定までの期間が必要ですが、処理計画での明記

もあるということでした。そして有料化が決定したとすると、次はこの有料化を

いつからにするかになります。町民への周知期間も必要です。なぜ有料化するか

の説明も必要です。どのような周知方法を取るかもあります。手数料条例などの

条例改正も必要です。今のごみ袋と新ごみ袋の切替え期間も必要です。ごみが有

料化になったときの今後の行うべき検討のスケジュール感、今後２年間でできる

かどうか、行政改革の計画との期間の整合性についてお教えください。

住民生活課長 新たなごみ処理施設が令和１０年度から稼働されますので、令和８年から９年

にかけて、ごみの分別方法や持込みなどの説明会を実施したいと考えております。

その中で、ごみの有料化や減免制度の在り方についても触れたいと考えておりま

す。今後２年間でできるかと言われれば、先ほども申し上げましたとおり、現時

点では断言することはできませんけども、住民さんの理解が得られることに重き

を置きながら慎重に、とはいいながらもスピード感を持って進めていくように努
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めてまいります。

牛尾成利議員 ありがとうございます。

次に、有料化とごみの減量の関係についてです。

根本的な話になりますが、有料化すれば、ごみの排出抑制と減量効果が図られ

ると言われています。郡内３町がごみの減量をすれば、処理費用の負担割合は変

わりませんが、トータルの処理費用は削減になります。有料にすれば本当にごみ

量が減るのかとの疑問もあります。このことは町民への説明でも重要かと思いま

すが、有料化とごみの減量とをどのように考えておられるかお伺いします。

住民生活課長 先ほど答弁させていただきましたとおり、有料化になれば、住民さんもごみの

出し方を工夫されるかと思います。今まで以上に分別をしっかりとしていただけ

る、リサイクルや環境意識を高めていただけるものと期待しております。

牛尾成利議員 ごみの減量について、もう一点お聞きします。処理費用の削減に大きく寄与す

るのは、ごみの減量化です。施設稼働までの２年間で、ごみの減量を軌道に乗せ、

施設稼働時には福崎町の可燃ごみは減量された状態で臨むのが理想かと思います

が、簡単ではないと思います。可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみの分別も大切です。

可燃ごみですが、まず資源ごみを混ぜない。そして一番大きいのは生ごみの減量

だと思います。しっかり水を切って出す。乾燥できるごみは数日置く。生ごみ処

理機（電気式）で処理する、またコンポストで処理するなどが上げられます。こ

のＰＲも大切です。

その中で、生ごみ処理機（電気式）、生ごみ処理容器の補助はありますが、処

理機は１世帯１回限りで限度額２万円、処理容器（コンポスト）は５年間で２，

５００円です。令和８年度予算には間に合いませんが、９年度予算でこの補助を

拡大して、生ごみを減らし、新施設稼働に臨んだらいかがでしょうか、見解をお

伺いします。

住民生活課長 まずちょっとその補助の関係なんですけれども、生ごみ処理機は１世帯当たり

１基を限度で、処理容器は１世帯当たり２基を限度としております。これは５年

間で、５年経過すればリセットされます。

減量化の件についてなんですけども、ごみの減量化は住民さんにとっても大き

な課題であると認識しております。町では住民さん一人一人が環境美化に対する

意識をより高めていただきたいという思いから、毎月広報にごみの分別、出し方、

注意事項、リサイクルに関することなど、ごみに関する記事を掲載しております。

今後も継続して興味を持っていただけるような記事を掲載していきたいと考えて

おります。

生ごみ処理機等の補助については、ご提案いただきましてありがとうございま

す。財政的な側面、これまでの実績等も含めて検討したいと思います。

牛尾成利議員 ありがとうございます。新ごみ処理施設の建設という一大事業が進行している

中でのごみ問題は福崎町政にとって重大な事項です。またこれからも質問させて

いただきます。

続きまして、質問の４つ目、ＡＩの活用についてお伺いします。

ＡＩは質問すれば必ず答えてくれる、検索エンジンよりも大変便利なツールで

す。仕事への活用方法などもテレビや動画サイトで多数取り上げられており、そ

れらを参考にしながら利用されている方も多いのではないでしょうか。

しかし、ハルシネーションといった動作に代表されるように、ＡＩも間違うこ

とが多くあります。個人情報保護の観点でも、まだまだ課題があるでしょう。Ａ

Ｉの長所・短所を理解しながら、うまく付き合っていく必要があります。

福崎町での行政への活用においても、定型的なこと、通知文の作成、議事録の
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作成など簡易な業務へ活用すれば、職員の負担が軽減されることが見込まれます。

今回、この質問ではＡＩという切り口で、行政での活用と教育現場での活用に

ついてお伺いします。

そこで、福崎町の役場内での生成ＡＩの利用状況ですが、一つ、庁内の業務に

おいてＡＩ、生成ＡＩの利用、活用を行っているかどうか。総務省が自治体向け

に生成ＡＩ利用ガイドラインのひな形を示していますが、福崎町として生成ＡＩ

利用ガイドラインを定められているかどうか、まずこの２点についてお伺いしま

す。

企画財政課長 庁内の業務においてのＡＩ、生成ＡＩの利用、活用につきましては、令和６年

８月より、生成ＡＩの機能を搭載したＡＩ音声文字起こしツール、ログミーツを

導入しており、会議録の作成やその内容の要約などに活用しております。

生成ＡＩ利用ガイドラインにつきましては、令和６年８月に生成ＡＩの導入に

合わせ、福崎町における生成ＡＩ利用に関するガイドラインを制定しております。

牛尾成利議員 ＡＩは既に利用されているとのことですが、業務によっては個人情報などの取

扱いに留意しなければいけない利用もあろうかと思います。

一つ、庁内のどういった、どのような分野の業務においてＡＩ、生成ＡＩの利

用、活用を行っているか。

二つ、福崎町はガイドラインを定められているとのことですが、そのガイドラ

インに沿った運用が行われているか、やむを得ずガイドラインから外れた運用が

あればその内容についてお伺いいたします。

企画財政課長 庁内のどういった、どのような分野の業務について、ＡＩ、生成ＡＩの利用、

活用を行っているかにつきましては、全庁的に先ほど申しました会議の議事録作

成・要約や、会議の挨拶文案の作成等に利用しております。

２点目、生成ＡＩ利用ガイドラインの制定につきましては、先ほどの答弁のと

おり、令和６年８月に福崎町における生成ＡＩ利用に関するガイドラインを制定

しており、国のガイドラインに沿った内容としており、それに基づいて運用を行

っております。

牛尾成利議員 次に、生成ＡＩはこれからの仕事の在り方を大きく変えてしまうと、生成ＡＩ

によって事務職の失業が起こる、仕事が消えるとも言われています。これからの

５年間で世の中が想像もつかないほど変化する、産業革命に匹敵するという方も

いらっしゃいます。

雇用の喪失という点では考えさせられるＡＩですが、行政の人手不足解消や働

き方改革推進という観点では、ＡＩを最大限活用した取組が求められているので

はないでしょうか。１２月定例会での私の時間外勤務の削減、働き方改革の質問

では、抜本的な対策が必要と答弁されましたが、ＡＩの有効活用が一つの答えと

なることは間違いないと考えています。

さらに、自治体への活用では、ＡＩの導入により、職員の負担となっていた転

記・入力等単純・定型業務の大規模処理の自動化に加えて、高度な判断や新たな

課題分析を行う等の業務の高度化の実現が期待されるとされています。

そこで伺います。一つ、役場内でＡＩの活用により業務を高度化した事例があ

れば、その内容と成果を。今後、役場内でＡＩの活用により業務効率化を目指し

ている内容があれば、その内容と想定される成果をお教えください。

企画財政課長 １点目、活用事例と成果につきましては、先ほど申し上げましたログミーツに

よる議事録作成の効率化が上げられます。導入以来、従来のボイスレコーダーを

利用した場合と比べ、会議録作成に要する時間が短縮されております。また、会

議などの挨拶文なども生成ＡＩを活用して作成しております。
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２点目、今後のＡＩ活用による業務効率化につきましては、住民の問合せへの

回答や、複雑な制度・長文の要点整理、施策のアイデア出しなどに活用すること

で業務を効率化し、職員でなければできない業務に時間を充てることができるよ

うに取組を行っていきたいと思っております。

牛尾成利議員 ＡＩの活用により、役場内の業務が抜本的に変わっていくのであれば、リスク

を回避した上で積極的に導入していくべきだと思います。現に全国、各自治体で

の活用例が次々と公表されてきています。

また、行政改革大綱にはＡＩなどの先端技術の活用とありますが、ＡＩの活用

には職員のスキルの向上も欠かせません。

そこで一つ、ＡＩの活用スキルを高める研修を実施したことがあるか、または

実施する予定はあるか。

二つ、ＡＩを活用して成果を上げている自治体の調査や情報交換とかは行って

おられるかについてお伺いします。

企画財政課長 ＡＩの活用スキルを高める研修の実施につきましては、ログミーツの導入に合

わせて、職員向け研修及び生成ＡＩ利用に関するガイドラインの周知を行いまし

た。

２点目、ＡＩを活用して成果を上げている自治体の調査や情報交換につきまし

ては、兵庫県や県内他市町の活用事例などの情報収集を行っている状況でござい

ます。

牛尾成利議員 ＡＩ、生成ＡＩの活用についてお聞きしていますが、行政改革に関連してもお

伺いします。

行政改革大綱には、ＡＩなどの先端技術の活用、スマート窓口や電子申請の導

入など、町民の利便性の向上や行政事務の効率を図るとあります。自治体ＤＸと

ＡＩとを関連づけて、マイナンバーも活用することで、行政手続のデジタル化が

飛躍的に進み、利便性が向上すると思われます。そして、職員の負担も軽減され

ると思います。

この行政手続のデジタル化では、どのような手続のデジタル化を想定されてい

るか。他の自治体の事例も参考にしてお伺いします。

企画財政課長 行政手続のデジタル化につきましては、現在、マイナンバーカードを利用した

電子申請、ぴったりサービスを導入しておりますが、これに限らず、今まで紙ベ

ースで受け付けていた各種申請を電子で受け付けし、町民の利便性向上を図るサ

ービス、ＬｏＧｏフォームの導入を検討しています。

将来的には、他の地方自治体で導入されている、窓口でマイナンバーカードを

読み込み、申請用紙に記入することなく手続が完了する、書かない窓口の導入を

目指していきます。

牛尾成利議員 令和８年度予算編成方針では、自治体ＤＸの施策の推進が掲げられていますが、

自治体ＤＸは、ＡＩ、生成ＡＩの活用とも密接に関わっています。

そこで自治体ＤＸやＡＩの活用に関連した令和８年度予算に計上された予算や

項目についてお教えください。

企画財政課長 自治体ＤＸやＡＩ、生成ＡＩの活用に関連した令和８年度予算に計上された予

算や項目につきましては、生成ＡＩ関連は、総務費の情報管理費で、ログミーツ

利用料３９万６，０００円を計上しております。自治体ＤＸ関係予算としまして

は、議会費で議会ペーパーレス化２０７万円、議事録作成・音声認識システム使

用料８４万５，０００円、総務費の情報管理費でＬｏＧｏフォーム利用料６６万

円を計上しています。

また、令和８年度新規事業につきましては、総務費の一般管理費で福崎町公式
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ＬＩＮＥ導入１９８万円、賦課徴収一般事務費で口座振替受付システム導入２２

１万円、社会教育費の社会教育総務費で公共施設予約システム導入４５４万４，

０００円をそれぞれ計上しています。なお、この新規の３事業につきましては、

国庫補助金の地域未来交付金（デジタル実装型）補助率２分の１を活用したもの

となっております。

牛尾成利議員 これからは自治体の業務へのＡＩ、生成ＡＩの活用が想像以上に進むと思われ

ます。他の自治体に遅れないようにお願いいたします。

次に、ＡＩ、生成ＡＩについて、福崎町行政での活用について伺ってきました

が、学校教育現場にも急速に導入、浸透してきていると思います。児童生徒は、

１台のタブレットを持ち、世界とつながっています。ここでも文部科学省が初等

中等教育段階における生成ＡＩの利活用に関するガイドラインを定めています。

学校教育現場では、先生側では校務の効率化、先生のスキルアップ等のメリッ

トがある、児童生徒には、生成ＡＩの仕組みの理解、学びに生かしていく視点、

生成ＡＩを使いこなすための力を育てる、情報モラルを含む情報活用能力の育成

を一層充実させる必要があると書かれています。

また、実際、家に帰って宿題をＡＩにしてもらっている、分からないことをＡ

Ｉに聞いている事例が小学生でもあると聞いています。

これからの５年間で教育現場が大きく変わっていく、また変わらざるを得ない

状況にあると思われます。まず、生成ＡＩの発展は教育現場にどのようなメリッ

トをもたらすとお考えでしょうか。またそのメリットを享受するために、児童生

徒たちへどのような指導をしていきたいとお考えでしょうか、お伺いします。

学校教育課長 児童生徒の学習場面において、一人一人のニーズや特性に合った学びを実現し

たり、新たな視点やより深い視点の出力から学びをより一層深めたりするなどの

利活用が考えられます。

そのためにも適切な課題設定と指示文により自らの求める成果物につながる出

力をさせ、その真偽や適切性を的確に判断できることが前提となります。各教科

などで学ぶ知識や文章を読み解く力、物事を批判的に考察する力、問題意識を常

に持ち、問いを立て続けることや、その前提としての学びに向かう力、人間性等、

これらの涵養がこれまで以上に必要となります。

そうした教育を拡充する際には、体験活動の充実をはじめとする教育活動にお

ける実体験、それとＩＣＴ利活用とのバランス、調和を一層指導する必要がある

と考えます。

牛尾成利議員 次にデメリットですが、ＡＩ、生成ＡＩの発展は、教育現場にどのようなデメ

リットをもたらすとお考えでしょうか。またそのデメリットから児童生徒たちを

守るためにどのような対策を実施していくべきとお考えでしょうか、お伺いしま

す。

学校教育課長 生成ＡＩを学習に活用すると、生徒が自ら考える機会が減少する可能性が十分

にあります。主体的な学びの姿勢が損なわれるおそれ、また、生成ＡＩが導く最

適解に頼ることで、生徒自身が失敗を通じて学ぶ機会や試行錯誤の経験が不足し、

思考力や創造力の育成にも悪影響を及ぼす懸念があります。

また、生成ＡＩは、あたかも正確で信頼性があるかのように見えます。そうい

った情報を出力する一方で、実際には事実に基づかない誤情報を含む場合もあり

ます。教育現場で誤情報をそのまま使用してしまうと、生徒が間違った知識を正

しいと誤解する可能性があります。こうした事態を防ぐためには、生成ＡＩの使

用範囲や方法を適切にガイドする、そういったルールの整備に加えて、生成ＡＩ

を利用する際には、真偽検証の徹底や情報リテラシー教育の強化、そういった対
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策が不可欠であると考えています。

牛尾成利議員 ありがとうございます。学校や教育委員会の指導は、時代の変化に追いついて

いかなければなりませんので、よく見守ってあげてください。よろしくお願いし

ます。

次に質問の５つ目、もう一つのごみ関連の問題です。リチウムイオン電池など

小型家電の回収についてお伺いします。

最近、リチウムイオン電池関連の発火事故がよく報道されています。家庭での

充電中に発火、ごみの運搬車が燃えた、ごみ処理施設の火災でごみ処理施設の休

止が長期に及び、修理費用に数十億円がかかったなどです。神崎郡３町の新ごみ

処理施設も、このような事故に遭えば大変な事態になります。このリチウムイオ

ン電池の処理方法については、町民に十分周知と理解を求める必要があると思い

ます。

まずリチウムイオン電池関連で、ごみ回収時や分別時など、処理中に発火事故

があったかどうかお教えください。

住民生活課長 町で把握しておりますのは、昨年の９月にごみ収集車付近で発火する事象が発

生した１件のみとなっております。そのときはリチウムイオン電池が可燃ごみに

混入しておりまして、収集車に入れる前に発見、すぐに消火したため、幸い大事

には至らず、人的被害もございませんでした。その後、回覧や広報などで適正な

分別回収と火災防止を呼びかけております。

牛尾成利議員 発火事故があったということです。リチウムイオン電池が使われている製品は、

小型充電式電池、モバイルバッテリー、電子たばこ、携帯電話、ワイヤレスイヤ

ホン、携帯型扇風機など多岐にわたっています。

広報ふくさきの２０２５年１１月号では、リチウムイオン電池による火災防止

月間として、加熱式たばこやハンディファンは不燃ごみですとあります。それ以

外のリチウムイオン電池製品はと思うと、モバイルバッテリーのようなリチウム

イオン電池本体は役場までとなっています。小型式充電式電池は、家電販売店に

とカレンダーにあります。ほかに何か説明はないかと福崎町のホームページを探

しますと、小型家電は回収ボックスが役場内にあります、回収にご協力ください

とのチラシがありました。スマホ、パソコンなど小型家電も回収しますとありま

すが、これは資源回収が主な目的で、リチウムイオン電池の回収対策ではないと

思われます。

リチウムイオン電池製品をどのように処理したらいいのかが分かりません。中

播消防署からのお知らせにも廃棄方法を確認して廃棄しましょうとしか書かれて

いません。私たちの周りには、リチウムイオン電池製品があふれていて、可燃ご

みに混ぜられて排出されるかもしれない状況にあるにもかかわらずです。

まずは、リチウムイオン電池製品をこの新ごみ処理施設稼働までの２年間で分

別収集の軌道に乗せるべきと思います。回収ボックスを町内各地に設けるか、乾

電池のように専用の籠で回収するか、回収する店舗を紹介するか、不燃ごみで回

収するにしても、袋は別にして他の不燃ごみと混ざらないようにするかなど重要

な要素かと思います。また、ごみ回収カレンダーへのさらなる明記も重要です。

どこで回収するにしても発火の危険が付きまといます。いかがお考えでしょうか。

住民生活課長 リチウムイオン電池につきましては各報道でもよく目にすることから、ここ数

年、その処理方法についての問合せも多くなってきておりまして、住民の皆様も

関心が高くなっていることは把握しております。

モバイルバッテリーのような小型充電式電池につきましては、電気製品販売店

に設置してある回収ボックスか、役場の住民生活課に直接持参して回収するとい
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う対応を取っております。電池の取り外しができない一体型の小型家電について

は、電池残量をゼロにしてから不燃ごみで排出していただくということにしてお

ります。ちなみに回収した後はくれさかクリーンセンターでも念のためしばらく

置いてゼロにしてから破砕するといったような処理をしております。また、小型

家電回収ボックスへの投入というのは現在やめてもらうように促しておりまして、

リチウムイオン電池専用の回収ボックスを町が設置することについても、無人管

理で火災の危険が伴いますので、現在のところ考えておりません。

このたび配布させていただいております令和８年度の家庭ごみ分別収集カレン

ダーには、リチウムイオン電池の分別排出に関する説明の枠を設けておりまして、

回収協力店を明示して周知しております。

牛尾成利議員 リチウムイオン電池製品が可燃ごみに混ざってしまうのが一番怖いと思います。

また、不燃ごみで回収するにしても他の不燃ごみと混ざってしまいます。この問

題についてはまた質問させていただきます。

最後ですが、質問の６つ目、福崎町お知らせシステムについてお伺いします。

福崎町では現在、防災行政無線の放送内容を電子メールで配信されています。

夕方１８時１０分の放送内容が町内にいなくてもスマホにメールで届く便利なシ

ステムが運用されています。

一方、各地区では、放送設備を自前で設置し、地区内のお知らせ、行事の開催

連絡、訃報、老人クラブや子ども会の連絡などを流しています。この放送設備の

維持管理にも費用がかかりますが、区長さんを悩ませているのが、放送が聞こえ

ないという苦情です。今の家は気密性が高く、テレビでもつけていると全く聞こ

えません。独自のアプリでお知らせシステムを販売している業者もありますが、

運用費用がネックになります。

そこで、現在福崎町で運用されているお知らせシステムを各区に開放していた

だけませんでしょうか。皆さんがお知らせシステム登録時にどの地区のお知らせ

を受信するかを選択し、各区長が必要時に入力すればいいかと思います。なお、

できることならば、現システムの拡充にも費用はかかりますが、さらに予算は必

要ですが、新たなシステム、新たな地域アプリの創作、導入で国の地域未来交付

金、デジタル実装型タイプＡの利用とかですね、もあります。また例えばＬＩＮ

Ｅ ＦＯＲ ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴや今回令和８年度予算で検討されているＢｏ

ｔ ＥｘｐｒｅｓｓのＧｏｖＴｅｃｈ Ｅｘｐｒｅｓｓの自治会機能の利用など

をしていただければと思いますが、ご検討いただけませんでしょうか、お伺いし

ます。

総 務 課 長 現在、町で運用しておりますお知らせシステムですが、こちらは自治体向け

のライセンスを販売業者、ベンダーから購入している商品になっております。こ

のシステムを各自治会、各地区に開放するというのは、ちょっとライセンス上、

難しいということから、議員のご提案についてはこのメールでの部分については

難しいと考えております。

それから、もう一点の令和８年度から導入を予定しておりますＢｏｔ Ｅｘｐ

ｒｅｓｓのＧｏｖＴｅｃｈ Ｅｘｐｒｅｓｓ、ＬＩＮＥでの自治会機能でござい

ますが、こちらにつきましては議員のご質問を受けまして、改めてベンダーに確

認したところ、通常料金に含まれているという回答でございました。ですので、

議員のご提案に沿っていきたいという思いがございます。まずは担当する総務課

職員がシステムを理解するところから始めてまいって、これまでも答弁しており

ますほかの課の業務へと順次広げていくという考えでございます。それと併せま

して、議員ご提案の内容、自治会機能についても研究をしてまいりたいと、その
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ように考えております。

牛尾成利議員 ありがとうございます。先ほどのＢｏｔ Ｅｘｐｒｅｓｓ社のシステムを利用

されるなら、県下ほかの導入市町の状況なども参考にして今後研究していただき、

ぜひ自治会、学校連絡等に開放していただきますようお願いいたします。

この質問に関連しますが、町民が何か福崎町の情報を得たいとすれば、自分か

ら問い合わせるなり、ホームページを見に行くかです。福崎町が何かをお知らせ

したいとすれば、広報ふくさきでのお知らせしかありません。月１回です。この

福崎町お知らせシステムを拡充するか、新たなシステムを導入すれば適時適切に

お知らせをプッシュ型で多くの町民のスマホに知らせることができます。行事や

急を要するお知らせも可能です。パブリックコメントなどの募集も知らせること

ができます。ほとんどの方がスマホを持ち、メールアドレスもＬＩＮＥアプリも

お持ちです。まだまだこれから研究も必要かと思いますがご所見をお伺いします。

総 務 課 長 導入予定のＬＩＮＥシステムの機能といたしましては、議員のご提案のとお

り、セグメント配信、これはセグメントというのはグループなんですけども、必

要な人に必要な情報を適切なタイミングで配信するという機能があります、セグ

メント配信で届けることができますので、事前に町民の方が知りたい内容を登録

されることで希望する情報を取得できるということです。また、プッシュ型配信

も可能ですので、災害発生時の避難等に関する情報など、登録者全員に発信する

ことなど、内容に応じた情報発信を行うことができます。

ほかにも、これまでもありましたが、災害発生時の職員の安否確認ですとか、

あとイベント申込みなど多くの機能がございます。それぞれ準備は必要でござい

ますが、整い次第、順次活用してまいりたいと考えております。

牛尾成利議員 ありがとうございます。ぜひ研究等よろしくお願いします。

これまで４回質問いたしましたが、最後に子宮頸がん検診の新しい検診方法の

導入につきましては令和８年度に措置していただきました。ありがとうございま

す。また、情報モラルについての質問には田原小学校の田原っ子だよりを例に取

れば、コラムの情報教育の中でスマホ利用の注意点、発信履歴が将来に影響する

など、数々載せていただいております。どうもありがとうございます。

世の中が大きく急激に変化しています。燃料費等の高騰で町財政や私たちの家

庭への影響も大きいと思います。大きな建設事業の事業費も心配です。その中で、

第７次行政改革が始まりますが、私たちも十分注視していきたいと思います。

以上で私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございまし

た。

議 長 以上で、牛尾成利議員の一般質問を終わります。

次、３番目の質問者は、中田貴子議員であります。

質問の項目は

１、公共施設について

２、防災対策について

以上、中田議員。

中田貴子議員 議席番号１番、中田貴子です。議長のお許しをいただきましたので、通告に基

づき一般質問をさせていただきます。

自治体の貯金にあたる財政調整基金が目減りし、町財政が３年連続で赤字、大

変厳しい財政に直面している福崎町。大きな事業も続き、老朽化した公共施設の

維持管理費、水道などのインフラの維持管理費や少子高齢化に伴う社会保障費が

増えていることなどは否めない事実です。住民サービスの削減も行われる第７次

行政改革と予算案となっております。住民さんからは、財政の見通しの甘さや将



－28－

来の予測をしっかり立てて、財政の規律を保ってほしいと言われています。

そこで、１２月議会でもお聞きいたしましたが、公共施設の一つであるエルデ

ホールについてお聞きいたします。

前回の一般質問において、エルデホールの赤字運営を踏まえ、自主事業の開催

内容やチケット代、施設利用料の見直しを検討するとのご答弁をいただきました。

しかし、現実はどうでしょう。利用者１人当たりの使用料は約３２３円。利用者

１人に対する町負担額は２，２５１円。町民１人当たりの町負担額は２，６８４

円。これでいいのでしょうか。

令和５年と令和６年の２か年の収支は１，３００万円超えの赤字でしたね。赤

字が継続しているという事実は決して看過できる数字ではありません。これは単

年度の一時的なものではなく、構造的課題であると受け止めるべきではないでし

ょうか。

私は文化振興を否定するものではありません。芸術文化は町の品格を高め、町

民の心を豊かにする大切な施策です。しかし今、福崎町は財政健全化を強く求め

られています。公共施設の見直し、補助金の精査、事業の統廃合を進める中で、

赤字が継続している事業だけが例外であり続けることに、町民の理解は得られる

のでしょうか。

まず、お尋ねします。エルデホールの自主事業についてお伺いします。

自主事業の内容や実施方法について、どのような見直しを行われたのでしょう

か。

社会教育課長 この自主事業の見直しにつきましては、これまで年間６から７事業を実施して

おりましたが、これまで文化センターが所管しておりました文化講演会をエルデ

ホールの自主事業の一環として実施する、それを合わせて年間４から５事業に事

業数を減らし、内容につきましても集客性の高い出演者による事業に精査して実

施していきたいというふうに考えております。

中田貴子議員 自主事業の実施にあたり、事前に収支目標や採算基準は設定されておりますか。

社会教育課長 収支目標としましては、令和６年度以前は公演委託料の４割を入場料で賄うこ

とを目標としておりました。令和７年度からは公演委託料の予算７００万円に対

し、入場料収入５００万円を目標と設定しております。

中田貴子議員 それでは、仮に入場料収入などの目標が未達となった場合、その結果は今後の

事業判断にどのように反映されていくのでしょうか。

社会教育課長 この入場料収入５００万円、こちらにつきましては、ホールの収容人員が満席

で３５０人であるため、目標達成のためには常に満席を目標に事業を計画、実施

しております。

そのため、イベントの際にはアンケートを実施するなどしまして、どのような

ジャンル、内容が求められているか、ニーズの把握、事業計画に反映するように

努めております。

中田貴子議員 次に、赤字に対する判断基準についてお伺いいたします。

赤字が一定額を超えた場合の見直し基準など明確な数値基準は存在するのでし

ょうか。もし基準がないとすれば、それは結果として赤字事業でも継続する前提

になっていないでしょうか。

社会教育課長 このエルデホールは地域の振興と文化の発展を図るということを目的として設

置された公共の施設であり、赤字に対する判断基準として明確な数値基準は持っ

ておりません。ただ、赤字を少しでも少なくするようにということで取り組んで

おります。

中田貴子議員 受益者より公費負担が大きい事業について、財政が厳しい今、事業継続の判断
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基準となる数値目標を持たないということは、町民への説明として十分とは言え

ず、赤字を少しでも減らすというだけではなく、いくらまでの赤字を許容するの

か、どの段階で見直しを行うのか、こうした判断基準が必要ではないでしょうか。

また、貸館機能への重点化、自主事業の縮小や休止、指定管理者制度の導入など

民間活力の活用といった選択肢について、抜本的な検討を行う必要があるのでは

ないでしょうか。

文化行政の責任者として、教育長にご所見をお伺いしたいと思います。

教 育 長 貸館事業は将来の福崎町の人づくりの基礎となる文化芸術面の後退につなが

ると思っております。貸館事業に特化するべきではないと思っています。

自主事業については、縮小はあっても、廃止・休止する考えはございません。

指定管理者制度の導入については、指定管理をしている他市町の資料とか状況

を見てみますと、指定管理料と持ち出し金はほとんど差がありません。また、多

数のボランティアが必要になっております。さらに、公演の内容がクラシックな

どに偏ってしまうと聞いております。近隣市町の文化施設で赤字になっていない

という施設があれば、ぜひ参考にしたいと思います。中には民営から直営に戻る

予定の施設もあると聞いております。そのようなデメリットが非常に多い。

その一方で、現在のエルデホールは社会教育施設として、町民の意向や願いを

大切にしております。何より、教育施設として、住民さんの教養や豊かな生活と

いう文化意識の向上につながっている一端になるよう努めておるところです。し

かし、町民さんの目線で寄り添った運営にするためには、民営化はなじまないと

思いますが、指定管理者のノウハウは参考にする必要はあるかなと思っておりま

す。

中田貴子議員 ありがとうございます。それでは次に、料金の在り方についてお伺いしたいと

思います。

施設利用料金やチケット料金を見直す場合、町民への配慮、子育て世代、高齢

者など文化活動の担い手への優遇措置も重要であると考えます。単なる料金改定

ではなく、負担の公平性と町民還元のバランスをどのように考えておられるので

しょうか。具体的な検討内容があればお聞かせください。

社会教育課長 今後、公演の入場料でありますとか施設利用料金の見直しを行う際には、町民

優先を念頭に置きまして、公演内容につきましては、子育て世代や高齢者のニー

ズの把握に努め、施設利用料金につきましては福崎町内で文化活動をされる方が

使いやすいと思っていただけるように、公演、それから貸館の仕組みづくり及び

料金設定にしたいというふうに考えております。

中田貴子議員 令和６年度は入場料が約４５２万、公演委託料が約８６１万で約４０９万円の

マイナス。令和５年度も同様に約４３０万円のマイナスでした。課長のおっしゃ

るチケット代や利用料金の見直しだけで改善していくものなのでしょうか。今後

は、やはり公演内容の選定基準、集客戦略と広報手段、民間のノウハウの活用な

どを含めた中長期的な経営改善ビジョンが必要ではないかと考えます。町として

どのような方向性を描いておられるのか、町長にここでお聞きしたいと思います。

町 長 エルデホールは公共施設として、地域の振興と文化の発展を図るを第一使命と

して自主事業等の業務を行っているところでございます。その原点は大切にして

いきたいと、このように思っております。

ただ、施設の継続した維持管理には大きなお金が出ているということも事実で

ございますので、引き続き公平で公正な受益者負担の在り方を検討して、ＳＮＳ

等を活用したより多くの方への広報や周知、また、民間ノウハウの活用等も考え

てまいりたいと、このように思っております。
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中田貴子議員 教育長も町長も民間の活力も生かしながらこのエルデホールを考えていきたい

というふうにおっしゃっていただきました。エルデホールは、町民の心のよりど

ころであることは間違いありません。しかし、だからこそ、感情論ではなく、責

任ある経営判断が求められていると思います。文化振興の意義は理解します。同

時に、財政難の中で自主事業をどのような政策的優先順位で位置づけられていく

のか。赤字が一定規模を超えた場合、明確な見直し基準はあるのか。これらを曖

昧にしたままでは、町民の皆様にやりっ放しと言われても仕方ありません。文化

は大切です。しかし、税金で支えている以上、続けること自体が目的になっては

いけないと思います。財政健全化を進める本町として、エルデホール自主事業に

ついては、具体的な数値基準を設けた見直しを行う必要がやはりあると思います。

検討するではなく、見直す意思があるかどうかです。もう一度課長にお聞きし

たいと思います。

社会教育課長 まず自主事業につきましては、地域文化の振興及び地域住民への娯楽の提供、

これが公共ホールの果たすべき役割であると考えて実施をしております。

それからご承知のとおり、エルデホールにつきましてはメインホールが指定席

３００席、具体的な数値基準を設けてもその上限値が限られているという状況が

ございます。

このため、令和８年度は、自主事業の実施回数や内容を精査し、それから屋外

の芝生広場を活用して、より多くの方に来ていただけるイベントを開催するなど、

事業内容の見直しを行い、赤字の削減に努めたいというふうに考えております。

中田貴子議員 エルデホールは、町民の文化活動を支える大切な施設であり、長年にわたり地

域の文化振興に役割を果たしてきました。一方で、年間多額の町費が投入されて

いる現状がある以上、町民の理解と納得が得られる運営であることが何より重要

だと考えます。文化振興の意義を大切にしながらも、財政状況を踏まえた持続可

能な運営が求められております。今後は、今日の答弁で示された取組が実際にど

のような成果につながっていくのか。また、赤字の状況がどのように改善されて

いくのかについて具体的な数字と実態をしっかりと確認しながら、今後も注視し

ていきたいと考えております。町民の理解が得られる運営となるよう、目標とな

る数字を意識した計画的な運営に、料金の見直しに取り組んでいただくことを強

く要望し、私の１つ目の質問を終わります。

次に、青少年野外センターについてお伺いいたします。

青少年野外センターの今の利用料金についてお聞きします。

本町の福崎町青少年野外センターは、自然環境に恵まれ、町内外から多くの利

用がある人気施設です。利用料金は現在、子ども１１０円、大人２２０円、山小

屋１６０円となっていると認識しておりますが、現在もこの料金体系で運営され

ているのでしょうか。

社会教育課長 はい。現在も同じ料金で運営をしております。

中田貴子議員 この料金は大変低廉な水準であると感じています。現在の料金体系は、いつか

らこの金額で運用されているのでしょうか。料金設定の経緯についてお伺いいた

します。

社会教育課長 こちらの現在の料金は令和２年４月１日から現在の料金となっております。

中田貴子議員 その料金設定の経緯をお願いいたします。

社会教育課長 この料金設定、令和２年４月１日からの料金設定につきましては、消費税の税

率の変更等がありまして、それに伴って、それまで２１０円だったものを２２０

円というような形でその税率の差額を変更しております。

中田貴子議員 それでは、消費税に伴い１１０円、２２０円という端数が出てきているという
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ことだった、大きな改定はしてないということですね。

では５年がもう既に経過しており、近年は物価高騰が続き、施設管理費や光熱

費も増加してきております。まして昨年は空調設備が設置され、施設の快適性や

機能性も大きく向上しました。ＳＮＳでも施設が美しい、施設整備が行き届いて

いると評価されている。安いから利用される施設から、質で選ばれる施設へと変

化している印象を受けます。価格だけではなく、施設の質そのものが選ばれてい

る状況にあると感じています。

しかしながら、令和８年度において、利用料金の見直しが行われておりません。

令和６年度の町負担額は約１，０２９万円と承知しております。令和７年度の町

負担見込額はいくらになるのか、お伺いいたします。

社会教育課長 この町負担額を決算見込額と使用料見込額の差と考えますと、令和７年度は約

１，１７０万円となる見込みです。

中田貴子議員 空調設備の設置による光熱費増加はどの程度見込まれているのでしょうか。

社会教育課長 年間１０万円程度の増加を見込んでおります。

中田貴子議員 町財政が厳しさを増す中、公共施設運営においては、受益者負担の原則が重要

であると考えます。現在の料金水準と町負担の状況において、受益者負担の考え

方との整合性をどのように整理されているのか、お伺いいたします。

社会教育課長 サービスを利用される方（受益者）による応分の負担を求め、公平性を確保す

るために料金改定を行うことは、受益者負担の原則との整合性からも必要である

というふうに考えております。

中田貴子議員 それでは、令和８年度において、利用料金の見直しが行われていない理由につ

いてお伺いいたします。料金改定の検討は行われたのでしょうか。また、行われ

ていない場合、その理由は何でしょう。

社会教育課長 町全体の公共施設使用料の見直しを令和８年度中に予定しており、それに合わ

せて野外活動センターの利用料を見直したいというふうに考えております。

そして、野外センターにつきましては、令和７年度に山小屋に空調設備を設置

し、空調設備に係る光熱費の増加額を利用料に反映した料金改定としたいという

ふうに考えております。野外センターにつきましては、山小屋にはこれまで空調

設備がなく、また空調設備は夏の冷房だけでなく冬の暖房の利用も考えられるこ

とから、電気料金を反映した施設使用料の試算を進めており、町全体の施設利用

料見直しと合わせて料金を改定したいというふうに考えておりまして、検討は行

っているところでございます。

中田貴子議員 空調設備をつけたにかかわらず、空調設備の使用料も上乗せした金額を考えて

はいるものの、空調設備利用料を取っていない。来年度、令和８年度も施設設備

を整えたにもかかわらず、同等の料金のまま据置きで判断されていきます。また

もう少し詳しい理由をご説明願います。

社会教育課長 先ほど山小屋につきましては、施設ごとに改定しますと利用者の混乱を招くお

それもあると考えまして、施設全体で利用料の見直しを併せて考えていきたいと

いうふうに考えているところでございます。

中田貴子議員 備品の使用料という空調の使用料ということであれば、利用者も混乱しにくか

ったのではないかと思います。空調代金も含めた令和７、８年度の早期に料金改

定の準備を整えていただけたらと思います。現在、減免団体の利用や町外利用者

の割合が高いと聞いております。そこでお伺いいたします。

直近の減免団体の利用件数と町内利用件数、町外利用件数、それぞれどの程度

の割合になっているのでしょうか。

社会教育課長 令和６年度の実績では、総利用団体数が４０６団体、そのうち町内が１２３団
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体、町外が２８３団体となっております。そのうち減免で利用された団体は２０

団体で、全て町内の団体が減免で利用されております。

中田貴子議員 減免団体は全て町内の団体ということですね。町外利用者の割合が高いという

ことは、結果として町民負担が増え続ける構造になりかねません。受益者負担の

観点から、町内料金、町外料金に差を設けることは制度上可能でしょうか。

社会教育課長 受益者負担の原則で考えれば、施設の維持管理費を利用者の約６割を占める町

外の方に負担していただき、町の負担額を減らす。それから町内料金と町外料金

を設定するということは可能というふうに考えております。

中田貴子議員 町民の税金で維持している施設である以上、町民の理解と納得が得られる制度

設計が必要であると考えます。近隣自治体の同種施設と比較しても、本町の料金

は極めて低い水準にあります。確かに安さが利用促進につながる面もあります。

しかし、現在は施設の整備や環境のよさが評価されている施設でもあります。今

後は安い施設ではなく、質の高い施設へと、適正価格で利用される施設へと運営

の考え方を整理していく必要があると思います。どのように考えておられるのか

お伺いいたします。

社会教育課長 野外活動センターは、青少年の健全育成を目的とする社会教育施設という観点

から現在の料金設定というふうにはしておりますが、施設の維持管理には当然費

用が必要となってまいります。町負担を軽減し、施設を維持管理するために、料

金の見直しということは考えていきたいというふうに思います。

中田貴子議員 それでは、５年間の収支見通しについてお伺いしたいと思います。

現在の料金体系を維持した場合、町負担額はどのように推移すると見込まれて

いるでしょうか。また、料金改定を行った場合、その町負担をどれぐらい改善し

ようとするものでしょうか。

社会教育課長 収入につきましては、今後５年間の料金改定によりまして、収入増を図ってい

きたいというふうに考えております。それから支出につきましては、現在施設に

は大きな不具合は生じておりませんが、修繕や器具、設備の更新が必要となった

場合、支出が増加するというふうに考えております。

中田貴子議員 どれぐらい改善しようという数値目標はお持ちでしょうか。

社会教育課長 この施設につきましては、現在、管理人に来ておられます方の人件費について

は使用料等で賄えるようにしたいというふうに考えております。

中田貴子議員 管理人に来ていただいている分を、使用料で賄うというのは、私が質問してい

る意図と違うので、町負担をどれぐらい改善しようとしているものか、数字で表

せていただくとありがたいのですが、いかがでしょう。

社会教育課長 目標としましては、具体的な金額で申し上げますと、約２００万円程度の金額

を見直していきたいというふうに考えております。

中田貴子議員 それでは持続可能な施設運営の観点から、段階的な料金改定、町内外の料金の

見直しといった制度設計の検討をほかの公共施設も同様にされる予定でしょうか。

社会教育課長 ほかの施設も併せてこの令和８年度中に検討したいというふうに考えておりま

す。

中田貴子議員 本施設は子どもたちの健全育成の場としても大変重要な施設であり、町の大切

な財産であると認識しています。しかし一方で、年間１，０００万円規模の町負

担が継続している現実もあります。このまま料金を据え置けば、その負担は町民

全体で支え続けることになります。町民の理解を得るためにも受益者負担の原則

に基づいた適正価格の検討は避けて通れない課題です。持続可能な施設運営の観

点から、具体的な料金見直しの検討をスピードを持って行っていただきたいと思

います。ここで教育長にもお考えをお聞きしたいと思います。
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教 育 長 県内では野外活動センターの施設利用料、ぱっと調べてみたんですが、１０

０円や２００円という施設もありました。また以前には、安くして多くの人に来

てもらうべきだという意見があったと聞いております。しかし、現在は行政改革

の一環で、適切な受益者負担になるように見直しが必要であるということで現在

も見直しをしておる最中でございます。令和８年度の社会教育施設について料金

の見直しをしたいと考えております。そして現在、社会教育課、社会教育委員会

の事務局では、令和７年度の利用状況から、入山料と山小屋の使用料を試算して

おります。その結果を社会教育委員会、そしてその後、教育委員会で協議する予

定にしております。

中田貴子議員 年間１，０００万規模の一般財源を投入している現状は、単なる施設運営の問

題ではなく、町全体の財政運営に関わる政策判断であると考えます。

受益者負担の在り方、町内外の利用の公平性、そして持続可能な施設運営。こ

れらは町長の財政運営方針にも関わる重要な課題ではないでしょうか。将来世代

に過度な負担を残さない責任も私たちにはあります。利用料金の在り方について、

令和８年度の早い時期に方向性をお示しいただき、令和９年度には町民に理解い

ただけるような改定ができるように検討していくという一般論でとどまることな

く、町民が最も知りたい具体的な方向性を見えるようにしていただきたいと思い

ます。

ここで改めて確認させていただきます。利用料金の見直しを含めた公共施設の

制度検討を令和８年度中に町長として検討し、見直しをされる方向性であること

は確実でしょうか。

町 長 第７次行政改革大綱実施計画にですね、この料金、使用料の見直しを令和８年

度から行うということを明記しておりまして、必ず令和８年度中に見直すべくや

っていきたいと思っております。

中田貴子議員 ありがとうございます。青少年野外活動センターは、子どもたちの健全育成の

場として、町にとって大変大切な施設でもあります。この施設を将来にわたって

持続可能な形で残していく責任が私たちにはあるのではないでしょうか。現在の

料金体系は長年据え置かれたままの状態であり、年間１，０００万円規模の町費

が投入され続けております。これは決して小さな金額ではありません。町民の税

金で支えている以上、町民の理解と納得が得られる制度でなければならないと思

います。安さだけで維持する時代ではなく、適正な受益者負担と持続可能な施設

運営、この視点に立った見直しは、今、避けて通れない課題でもあります。公共

施設予約システムを導入し、施設の利用がしやすくなる効果が見込めます。しか

し、子どもたちの未来のためにも、そして町民の皆様の大切な税金を守るために

も、料金の在り方について具体的な検討をできるだけスピーディーに開始される

ことを強く求め、私の２つ目の質問を終わります。

議 長 一般質問の途中ですが、しばらく休憩いたします。

会議の再開を１３時といたします。

◇

休憩 午後 ０時１４分

再開 午後 １時００分

◇

議 長 会議を再開いたします。

副 町 長 先ほど中田議員さんの野外活動センターのご質問の中でですね、今後の収支

見通しということでご質問がございまして、もう少し詳しい数字をお求めになっ

たかと思うんですけれども、最後に言いましたように、各施設も含めましてね、
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今後どういう考え方で料金改定を考えていくのかというところから入りますので、

具体的に金額とか人件費相当分とか言いましたけれども、それも含めまして、こ

れからの検討課題ということでご理解いただきたいと思います。よろしくお願い

します。

中田貴子議員 ありがとうございます。それでは次の質問に入らせていただきたいと思います。

３月１１日、東日本大震災から１５年がたちました。あの日、当たり前だった

日常が一瞬で失われ、多くの貴い命が奪われました。私の生まれ育った福崎町は

幸いにもこれまで大きな災害には見舞われておりません。しかし、南海トラフ地

震の発生が懸念される中で、災害は決して他人事ではありません。平常時にどれ

だけ備えを積み重ねられるかが、いざというときの命を守る力につながると考え

ます。私は東日本大震災の後、東北の被災地でボランティア活動を行いました。

そのとき強く感じたのは、生きるために必要なのは運ではなく生きるすべを学ぶ

ことということです。そうした経験も踏まえながら、福崎町の防災対策について

お聞きします。

まず、避難訓練の実施状況についてお聞きいたします。

令和６年度は、自治会単位の避難訓練が５自治体で実施されたとのことでした。

そこでお尋ねいたします。令和７年度の現時点において、避難訓練を実施した自

治会数は何自治会でしょうか。

住民生活課長 前回９月議会で質問をいただいたときは、自立（律）のまちづくり交付金事業

の申請段階で１３自治会が避難訓練を実施する予定と申し上げましたけども、現

時点で実施したのは６自治会となっております。

また、県のひょうご安全の日推進事業を活用した実績が２自治会ございますの

で、令和７年度で避難訓練に特化しますと実施した実績は８自治会となります。

中田貴子議員 避難訓練は、いざというときに命を守る最も基本的な取組です。自治会単位で

の訓練が広がることは、地域の防災力の向上に直結します。

あわせて、自立（律）のまちづくり交付金事業において、防災事業が必須要件

となっている中で、町として避難訓練の実施率を今後どこまで引き上げられる目

標を持っておられるのか、数値目標があればお示しください。

住民生活課長 避難訓練の数値目標は設定しておりませんけども、第６次総合計画では、防災

訓練の実施件数をめざそう値として設定しております。

その目標値につきましては、令和１０年で２５自治会、最終目標年度でありま

す令和１５年で３３自治会全てという目標を立てております。

ただ、ここ数年、防災についての出前講座に行く機会が増えたんですけども、

多くの自治会において避難訓練の実施とまではいかなくても、高い防災意識を持

っておられる方が多いというふうに実感しております。徐々にではありますけど

も、こういった講座等を通じて、避難訓練、また防災訓練の実施につなげていけ

ればと思っております。

中田貴子議員 第６次総合計画では令和１０年度に２５自治会、令和１５年に３３自治会とい

う目標ということで、ぜひその達成に向けて、出前講座なども町民の方へＰＲし

て、さらに積極的な支援や働きかけをお願いしたいと思います。

次に、避難訓練マニュアルについてお聞きします。

基本の項目の作成に取りかかっているということでしたが、令和８年度中にマ

ニュアルは完成するのでしょうか。また、完成した場合、配布先はどのように考

えておられますか。配布だけではなく、配布先への説明会や研修会を実施される

のでしょうか、お聞きいたします。

住民生活課長 避難マニュアルなんですけども、ほぼできてはおりますけども、もう少し内容
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的なところを精査する必要がありますので、もう少し時間をいただけたらと思い

ます。

完成した際には全自治会への配布も考えておりますけども、説明会や研修会の

実施といったところまでは今のところ考えておりません。

中田貴子議員 避難訓練マニュアルについては現在ほぼ完成しているとのことで安心いたしま

した。ぜひ早期に完成させ、全自治会へ配布するとともに、単に配るだけではな

く、自治会向けの説明会や出前講座などを活用して、活用方法を伝えるような取

組を行っていくような考えはありませんか。

住民生活課長 おっしゃられるとおり、そうしたほうが全町民さんには伝わりやすいのかなと

は思いますので、ご提案ありがとうございます。ちょっと考えさせていただきま

す。

中田貴子議員 よろしくお願いいたします。

次に、避難所運営についてお聞きいたします。

小中学校を含む各避難所の運営マニュアルについても、現在、全避難所分が整

備済みでしょうか。

住民生活課長 今現在、全避難所分といいますと、されてはおりませんけども、各小中学校に

おいては、避難所運営マニュアルというものが作成されております。町の運営マ

ニュアルができましたら、その内容のすり合わせといったものが必要になるかと

思います。またその辺りが整理できましたら全避難所への展開ができるのかなと

いうふうに考えております。

中田貴子議員 小中学校を含めた避難所運営マニュアルについても、町のマニュアルとの整合

を図りながら、全避難所での実効性ある形で整備していただきたいと思います。

次に、災害時市民開放井戸の登録制度についてお聞きしたいと思います。

福崎町にはこの制度はまだありません。これまで課題があるとのご答弁でした。

そこでお尋ねいたします。制度創設にあたっての具体的な課題は何でしょうか。

その課題に、現在どこまで整理されているのでしょうか。現時点での状況をお聞

かせ願います。

住民生活課長 災害時開放井戸なんですけども、その有用性は非常に高いと思っております。

研究を今現在続けておりますけども、要綱については今現在作成中でございます。

課題としては、災害時に想定される電力の停止によりまして、水がくみ上げられ

なくなる。また、井戸の存在を周知するにあたってのプライバシーの問題、それ

から常に生活用水として使用して水を循環させた状態であること、また水質基準、

こういったものをクリアしていることはもちろんなんですけども、定期的な水質

検査に係る費用負担など、こういったものが上げられます。今年に入ってから出

前講座に赴く際に、講話の中で、開放井戸の制度についても触れさせていただい

ているところです。この制度の創設は共助の観点からも非常に有用であると感じ

ているところです。

中田貴子議員 では、令和８年度中には創設のめどは立ちそうでしょうか。

住民生活課長 できるだけ早くに創設したいというふうに思っております。

中田貴子議員 災害時市民開放井戸の制度については、現在要綱を作成中のこと、出前講座の

中で、うちの井戸を使ってくださいとおっしゃる町民の声もあったと聞きます。

大変心強いことだと思います。まさに防災は行政だけでなく、地域の共助によっ

て支えられるものです。姫路市や太子町など、既に制度化されております。福崎

町も防災対策の一つとして、水の確保となる災害時開放井戸の制度創設を進めて

いただきたいと願っております。

そこで、町長は、災害時市民開放井戸の制度創設に向けてどのように取り組も
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うとされているのか、町長のお考えをお聞かせください。

町 長 先ほどですね、住民生活課長ができるだけ早くですね、制度の創設を考えたい

ということを言いました。私もぜひその方向で進めてほしいなというふうに思っ

ております。

中田貴子議員 東日本大震災から１５年、災害の記憶は時間とともに薄れていきます。しかし

災害そのものは決してなくなるものではありません。だからこそ今、この平常時

にどれだけ備えを積み重ねることができるのかが大切だと思います。今回のご答

弁では、防災訓練やマニュアルの整備、災害時井戸制度の検討など、一定の取組

は進んでいることが分かりました。しかし、これらの避難所を考えると、女性、

子ども、乳幼児、高齢者など、様々な立場の方への配慮も欠かせません。全国で

は、トイレカーの導入、授乳やおむつ替えができるベビールームなど、避難所環

境の改善に取り組む自治体も増えてきております。また、スポーツ庁でも、２５

年度プレー防災と銘打ち、スポーツを通じて防災を学ぶ体験型防災教育プロジェ

クトを始めています。福崎町においてもこうした新しい視点を取り入れながら、

防災対策がさらに前に進むことを期待し、私の一般質問を終わります。

議 長 以上で、中田貴子議員の一般質問を終わります。

次、４番目の質問者は、田中康智議員であります。

質問の項目は

１、令和８年度予算について

２、広報の充実について

３、選ばれる町への道筋について

以上、田中議員。

田中康智議員 議長の許可を得て一般質問をさせていただきます。８番、田中康智です。よろ

しくお願いします。

令和８年度予算は、第７次行政改革の初年度予算ということで、同計画の完遂

に道筋をつける非常に重要な予算であると考えております。本日の一般質問は、

第７次行革の成功により、本町の財政状況の改善が達成されることを心から願う

ものとして、令和８年度予算に関して提言も含めて質問をさせていただくもので

す。

先ほど議長からご案内いただいたように、令和８年度予算について、広報の充

実について、選ばれる町への道筋について、この３点について順次一般質問をさ

せていただきます。簡明かつ積極的なご答弁をよろしくお願いいたします。

では早速、１番目の令和８年度予算についてでございます。

公共施設の統廃合による行財政の改革について、第７次行政改革大綱では、巻

頭言に本町の課題や特性に合わせて実施する施策の筆頭に上げられております。

また、実施計画では、令和８年度から施設の廃止・統合・複合化を検討すると位

置づけられております。この公共施設の廃止・統合・複合化を国が後押しをする

制度として、総務省が所管する地方債措置としての公共施設等適正管理推進事業

の内容及び時限措置が令和８年度で終了するという点など、この制度についての

ご認識をお伺いいたします。

企画財政課長 公共施設等適正管理推進事業債は、公共施設等総合管理計画に基づいて地方単

独事業等として行われる公共施設等の集約化・複合化事業、長寿命化事業、除却

事業等を対象とする地方債で、このうち集約化・複合化事業は起債充当率９０％、

交付税措置５０％となっておりまして、令和８年度までの時限措置ということを

認識しております。

田中康智議員 今、お答えいただいた制度の中で、私は施設の除却というところに着目して議
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論を深めていきたいと思います。この国のですね、強力な指導ということもあり

まして、本町で公共施設に関する問題意識を共有し、今後の施設の在り方の検討

を行うための基礎資料として活用するんだ、こういう目的でですね、福崎町公共

施設等総合管理計画を令和６年３月に改定されました。以降、この計画を管理計

画というふうに略称させていただきますが、この管理計画策定はさきのご答弁に

ありましたようにですね、この総務省の所管します公共施設等適正管理推進事業、

これをですね、これも略称して管理推進事業というふうにこれから言わせていた

だきますけど、この制度の適用に密接に関連するものです。この管理計画に位置

づけられた施設の集約・統合に対して、高い起債充当率と後年度の交付税措置を

行うことで、公共施設の適正化を推進しようというのが国の施策でございます。

この管理計画において、文化センターと第２体育館はどのように位置づけられ

ており、また、現在の両施設の利用についてどのような課題、そして今後の施設

統廃合の方針などはどのようになっておるのか、この点、お伺いいたします。

企画財政課長 文化センターと第２体育館の公共施設等総合管理計画での基本的な考え方は、

文化センターは、現在の機能や提供サービス等について再検証を行い、各機能別

（ホール、会議室等）の必要面積を勘案した上で、施設の集約、統廃合も視野に

入れた施設を検討する。町民第２体育館は、社会開放している小中学校の体育館

を含めた利用状況を勘案し、危険度が高まった時点で廃止・撤去を検討するとし

ております。現在の両施設の利用についての課題については、第２体育館につい

ては、両施設ですけど、耐震基準を満たしておらず、今後施設の除却や統廃合の

具体的な時期や内容等も決まってないことであります。今後は両施設の方針等に

ついて検討していくこととなります。

田中康智議員 ありがとうございます。先ほどのご答弁の中で耐震基準を満たしていないとい

うご答弁をいただきました。その内容についてですね、これまでのこの本会議の

場でも話題になったことですけれどもですね、ちょっと注意的にもう一度言いた

いと思いますが、耐震診断のですね、スコアを示すＩｓ値というのがあります。

このＩｓ値というのがですね、０．３を下回る施設というのは、評価としてはで

すよ、大規模な地震に対してですね、倒壊または崩壊する危険性が高い、こうい

う評価です。文化センターにつきましてはこの０．３を下回っているということ。

そして第２体育館についてはですね、そもそもこの解体撤去という方向は決まっ

ておったからかというふうに推察はするんですが、この耐震基準の判定すら受け

てらっしゃらないというようなことでございます。

そのですね、施設を、今現在もですね、部分的とはいえ使っていらっしゃると

いうことについてもご答弁があったようなところでございます。この耐震性能に

課題がある施設の使用については、多くの議員からですね、警鐘を鳴らされて既

にあるところです。公共施設の利用対象から除外するという、これは法的な手続、

これが必ず必要ですんで、これも踏んでいただかなあかんのですけども、まずは

施設管理者の管理権限で直ちに使用不可ということを明確に打ち出す必要がある

んじゃないかというふうに私は考えてございます。

以下ですね、施設の除却について、特に廃止・撤去の検討対象に上げられてい

る第２体育館について、財政面からの質問及び提言をさせていただきたいと思い

ます。

今後ご答弁いただくときですね、施設の使用禁止の観点も含めてですね、ご答

弁をお願いしたいと思いますが、第２体育館、現状を申し上げますと、延べ面積

がですね、１，０７９平米。昭和４４年に完成した築５７年経過した耐震補強未

実施のスポーツ施設というふうになってございます。これをですね、解体をする
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ときに費用単価１平米当たり２５万円と仮定をしますと、工事費は約２億５，０

００万になります。令和８年度に解体して先ほどのですね、国の制度、管理推進

事業の適用を受けると令和８年度の一般財源というのは、先ほど９割がいわゆる

起債充当という話がありましたから、その残りの１０％に相当するということに

なって、令和８年度は２，５００万円ということです。これをですね、２年間の

検討の後、例えば令和１０年度に解体したとすれば、今の物価高騰の情勢を考え

ますと、例えば年間５％ずつ物価高騰するというふうに考えれば、令和１０年当

時でですね、工事費が２億７，５００万まで膨らむというふうに予想されます。

これはですね、この国の制度が終わっておりますので、通常の一般の起債充当率

７５％で計算しますと、令和１０年度の一般財源は６，８７５万という計算にな

ります。これでですね、最初の初年度に要る一般財源が２．７５倍になるという

ふうなことになります。既にですね、廃止・撤去の方向性が決まっておって、あ

とは時期だけが決まっていないということですので、どうかこの令和８年度にで

すね、解体することを決定すべきというふうに私は思うんですが、いかがなもん

でしょう。

副 町 長 ご提案ありがとうございます。先延ばしをすることで、物価高騰で事業費も

上がるという心配はあると思うんです。ただ、公共施設の除却に対する地方債、

基本的にはこれはないと思っております。このたび、こういった制度が拡充され

ましたので、これでやるべきかなという思いはございます。ただですね、行政改

革の基本計画の中ではですね、投資的経費の抑制ということも上げております。

これが、どない言うんですか、充当率がいいということはもちろんそうなんです

けども、経費としては当然計画以上に膨らんでいくということもございますので、

令和８年度でのこの体育館の解体というのは今のところですね、考えてはおりま

せん。

田中康智議員 先ほどのご答弁ですね、行革の投資の抑制というのが一つの大きなテーマだと

いうことで、この行革の期間中はですね、実施できないんじゃないかというふう

なご答弁だったかと思います。確かにおっしゃるとおり有利なですね、この地方

債の制度を活用しても、約２，５００万の一般財源が必要になるんです。町長は

ですね、この施政方針演説とか予算特別委員会のご答弁にありましたように、令

和７年度当初見込んでおった財源不足１億円をですね、何とか解消したと、回避

できたというふうな話、おっしゃっておりました。これをですね、当局はたまた

ま地方交付税の再算定で歳入が増えたというふうにですね、ちょっと控え目にと

いうんか、消極的にお捉えになっておられるんですけど、私はですね、町長をは

じめ財政当局の担当者が真剣にですね、申請を繰り返してくれて、そしてまた本

町の非常に厳しい財政状況というのをですね、事あるごとにですね、理解をお願

いしますというような、そういうふうなためにですね、奔走された、そういうこ

とが現れたんじゃないかというふうに思ってます。実はですね、もう立派なです

ね、誇るべき成果なんだというふうに捉えていただいてもいいんじゃないかとい

うふうに私は考えておるんです。

この行政改革はですね、行政改革としてちゃんと効果を上げるんだということ

ですんで、この令和７年度に獲得した１億円、これを新たな財源というふうに捉

まえてですね、今しかできないとか、今やれば本当に有利だというふうな生きた

使い道ということ、このチャンスを逃すべきじゃないんだというようなこと、こ

ういうご判断を、ぜひお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。

町 長 ありがとうございます。田中議員がおっしゃるような見方もできるかもしれな

いんですが、やはり私、たまたまこの１億円の財調をですね、取り崩すことをし
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なくても済んだというものはですね、大切にしておきたいと思うんです。来年、

再来年がですね、正直言いまして、平準化するようには見込みは立てているんで

すが、何が起こるか分からないということもございますので、先ほど副町長が申

し上げましたように、第７次行政改革で投資的経費は抑制していくんだという方

向を掲げておりますので、新たなですね、投資事業というのは控えていきたいと

いうふうに思っております。

田中康智議員 今のですね、町長のご答弁、将来に対してですね、今、情勢が非常に動いてい

るということで、安心する材料が一つもないんだということですね、守りという

ことも大事じゃないかという、そういうご趣旨のご答弁というふうに把握をしま

したが、そのですね、考えられる基にひょっとしたらこういうことがあるんじゃ

ないかなというふうに私は思いますんがね、さきに上げさせていただいた国の制

度、管理推進事業ですけど、これは令和８年度を最終年度としておる時限措置な

んです。ですけれども、過去の経緯を見ますと、もともとは令和３年度を最終年

度としておったものが、令和８年度まで５年間延長された、このような経過もあ

りましてですね、ひょっとすれば、令和９年度以降も延長されるかもしれない、

このような思いがひょっとしたら中に含まれとんかなというふうにも思います。

万一ですね、延長されたときに、先走って令和８年度に撤去してしまった。総合

的なですね、施設の廃止とか集約化の計画の中にちゃんと位置づけておって、そ

の中で撤去すれば、この解体費にですね、後年度で公債費に対する交付税措置が

受けられたのにと、それを逃してしまった、こういうふうな思いがあるんじゃな

いかなというふうにちょっと推察をします。

先ほどですね、ご答弁の中で非常に有利な制度なんだということで、交付税措

置が５０％というふうにご答弁いただきましたけど、確認させていただきますけ

ど、除却だけするんやったらこの交付税措置ってありません。それはこれからの

議論をするときにですね、大事なことですんで、私のほうから確認をさせていた

だきます。しかしですね、この時限措置の延長というのは、今の段階ではこれは

確実ではないこと。次にですね、もしこの国の制度、管理推進事業の制度が延長

されまして、しかもその取扱い要領も延長されたと仮定しましたら、この集約化

とか複合化事業の特例措置というのがあるんです。この特例措置は、集約化とか、

複合化のために新たな施設を造るとしますね。その施設の建設の前、５年間に限

るんですけども、以内に実施した除却工事費、これを合算できるという特例措置

があるんです。これはある意味、言葉悪いですけど、後出しじゃんけんみたいな

話なんですね。後になって前にした投資施設も計算に含めてもらう。これは非常

に大きな有利な制度なんです。実際ですね、財政担当者には、令和８年度に借り

ていただいた地方債をですね、新規の地方債に付け替えるという大変面倒な事務

もあるんですけども、除却の工事、さきにあった除却工事のですね、約半額を後

年度に回収できると、こういう制度です。この有利なですね、措置がもし延長さ

れたら、延長されたときに必要となることは一体何かというふうに、ちょっと調

べますとですね、第７次行政改革に明確に位置づけられております、令和８年度

から検討します施設の廃止・統合・複合化、この将来計画の先行実施分だという

ところをちゃんと言うておければ、これはもし延長されればですね、これを合算

される見込みがあるということなんです。今のですね、このままでは、令和７年

度にせっかく獲得した１億円の貴重な財源がですね、第７次の行政改革の効果額

の保険みたいな扱いになってしまうんではないかと私は危惧しておりまして、町

長がですね、町民の皆さんに辛抱をお願いしてでも、ご自身の手で町財政の健全

化に道筋を何としてもつけるんだということで、この取り組まれている姿勢、こ
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れ姿勢自体は、私、高く評価させていただいとんです。

福崎町がですね、将来も発展し続ける町であるためには、公共施設の廃止・統

合・複合化、これは絶対に避けて通れない道だというふうに思ってます。この道

にですね、着手するということを明確に示していただくために、この最初の一手

をですね、打つというためにですね、この令和８年度に入ったらすぐさま第２体

育館を除却したいんだということで手続を進めていって、令和８年度中にですね、

除却するという方針をお示しいただく、こういうことを私はぜひともお願いした

いんですが、いかがですかね。

町 長 申し訳ないんですけれども、先ほどから答弁しておりますとおり、第７次行政

改革で投資的経費の抑制を掲げております。まだ財政状況がですね、どうなって

いくかということ、はっきりとした見通しが立っていない中でですね、改善する

までにですね、確実になるまでに新たな投資事業に着手するというのはちょっと

いかがなものかなというふうに思っております。

田中康智議員 分かりました。先ほどのですね、町長のご答弁、私はですね、この財政状況が

改善しないと新しい投資には一切投資できないんだ、着手できないんだというふ

うにおっしゃったかなというふうな印象なんです。これですね、逆に言えば、財

政状況を常に注視しておって、状況の変化に柔軟に対応するんだという、こうい

う趣旨に理解させていただいてよろしいでしょうか。

また私がですね、取り上げたこの除却工事がですね、２億５，０００万規模と

いうことで非常に大きな金額の投資の話をさせていただいたということがありま

してね、行革を考える中でですね、そもそも検討の素材に入れてなかったから新

規投資になるんだというようなご発言かなというふうに私は理解します。ただで

すね、先ほどのご答弁ではですね、この新規投資は一切しないというふうに受け

取られてもちょっとしようがないかなと思いますんで、新規投資はですね、費用

対効果を慎重に検討して実施していく、そういうふうな思いもちゃんと持ってる

んだというところですね。行革というのは、全てを縮小して衰退に向かうもので

は決してないんだというところですね、ここで改めてちょっとご答弁いただかな

いといけないかなと思います。いかがですか。

町 長 第７次行政改革につきましては、毎年進捗管理を行ってまいります。達成状況

や必要に応じて実施計画を見直すこととしております。質問議員おっしゃるよう

に、財政状況を常に注視いたしまして、状況の変化に柔軟に対応していく必要は

あると考えております。第２体育館の除去につきましては、第７次行政改革実施

計画の中でも、公共施設の廃止・統合・複合化の検討を行うこととしておりまし

て、今後検討していく予定でございます。行政改革につきましては、全てを縮

小・衰退に向かうものではなく、行政改革に取り組む中でも必要なものはしっか

りと予算化し、住民サービスの維持向上に努めてまいりたいと、このように考え

ております。

田中康智議員 ありがとうございます。全く同じ思いでございますので、よろしくお願いした

いと思います。

さてですね、次、広報の充実のほうに移っていきたいと思うんですが、予算の

公表でありますとか、第７次行革の公表に関しまして、広報の充実ということに

ついてお伺いしたいと思います。

本町では、令和７年度にホームページを一新されまして、ホームページ内でキ

ーワードによる検索機能を導入されました。現在の社会では、デジタルネーティ

ブな情報環境というふうに表現されることも多いですけども、検索しても出てこ

ない情報は存在しないと同じというふうに捉えられております。また、世代を問
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わず、情報を入手する第一歩がスマートフォンであって、情報はですね、知りた

いときに、知りたい場所で、付け加えたら知りたい格好でもあるかもしれません

ね、寝転んででも情報が得られると、こういうふうに捉えられております。こう

した環境下にあって、福崎町の顔とも言えるホームページの内容を時代の要請に

合わせて充実させていくということは、私は非常に重要なことだと考えておるん

ですが、この点についてまず町長のご認識をお伺いしたいと思います。よろしく

お願いします。

町 長 現代社会では、もはやデジタルなしでは考えられない世界になっております。

町から発信する情報も紙媒体からホームページやＳＮＳへ主流がかなり移行して

いるのではないかなと実感しております。時代の流れに合わせて町民の皆さんが

より手に取りやすいようにお伝えする媒体をアップデートしていくことはとても

大切だと思います。その筆頭が、現代ではホームページであると、そのように認

識をいたしております。

田中康智議員 ありがとうございます。ホームページに関するですね、重要性について、大変、

私と共感できるご答弁をいただきました、ありがとうございます。

さて、ホームページなんですけれども、様々な人の要請に応えられるというふ

うなものである必要があります。特定のテーマを持ってですね、調べるためにホ

ームページをご覧になる方もいらっしゃいます。こういう方についてはですね、

豊富な情報を機能的に配置して、関心の深さに応じてですね、その場で適切な答

えが順番に得られると、こういうふうなホームページが必要というふうに思いま

す。これはある意味ですね、知りたいというふうな思いに応えるホームページ、

こういうふうに言えると思います。これにはですね、公表が義務づけられている

情報とか、行政計画などの情報公開、こういったものも含まれると思います。

一方ですね、ホームページにはですね、行政のほうから、ぜひとも知ってもら

いたい、見てほしいという思いで載せている情報があります。行政マンというの

は、私も直近まで行政マンをやっておったんですけど、基本的にですね、親切で

生真面目です。ですんで、例外的なものは漏らさず載せなきゃいけない、そうし

ないと不親切だというふうに思いがちです。また、関連情報も載せてですね、詳

しく詳しくお知らせしたいというふうな思いでですね、どんどん詳しいホームペ

ージづくりをしてしまうということになってしまっています。実際にはですね、

特に興味を持っていたわけじゃないんだけどもとか、ほかのことに関心があって

見てみたんだけども、ちょっと面白そうだから見てみようか、こういうふうにで

すね、思っていただかないと、こちらが期待したほどにはですね、読まれないホ

ームページになってしまっているんじゃないかなというふうに思います。知って

ほしい、見てほしいホームページに本当に必要なのは、見てもらえないページは

ないと同じだという割り切りとですね、見てほしいではなくて、見ていただくん

だというような、こういう発想、この転換が私は必要だと思っております。この

ようにですね、ホームページの作成には異なった発想のページづくりが必要だと

私は思ってるんですけども、広報を所管されてる総務課長、お考えはいかがでし

ょ う 。

総 務 課 長 現在もホームページを制作・また更新していく中で大切にしておりますこと

は、より分かりやすいページを作成することだというふうに我々としても考えて

おります。その中で町民の皆様に見ていただけるよう、見出しに工夫をすること

であったり、また読みやすい文章にすることなどを職員は心がけるようにしてお

ります。今、議員がおっしゃいますように、見ていただくことを念頭に置いて、

まず、見ていただけるようにするにはどうしたらよいか、また見ていただき、そ
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の上でより分かりやすくお伝えするにはどうしたらよいかという観点を持ってお

伝えするというように努めているところでございます。

なお、総務課は、広報ふくさきの紙媒体を持っているわけなんですけども、ホ

ームページとはその即効性ですとか、スピード、また量やボリュームが大きく異

なるように媒体として特性があると考えております。ホームページであれば、各

種計画などの大きなデータも載せられますので、先ほどどんどん量があってとい

うようなご質問の中でもあったわけなんですが、広報ふくさきでは、そのさわり

を入れて、二次元コードからご興味のある方はホームページのほうで深く行って

いただく。また令和８年度から導入していく公式ＬＩＮＥからもホームページへ

つながっていくというような連携を考えてまいる考えでございます。

田中康智議員 令和８年度からですね、取り組まれるＬＩＮＥの活用ですね、これはＬＩＮＥ

というのは非常に特殊なですね、機能を持ってます。一番大きな機能が双方向性

やと思うんです。こういうところにですね、取り組まれて広報充実させていくん

だというお考え、非常に私としては意欲的な取組やと思いますんで、ぜひとも頑

張っていただきたいというふうに期待を申し上げるところでございます。

ではですね、第７次行革に関する広報はどうあるべきやということなんですが、

本町のですね、財政状況が大変厳しくて、町民の皆さんにご辛抱をお願いしなき

ゃいけない、そういうふうな危機感についてはですね、広報媒体だけではなくて、

行政懇談会も開催をされるなど、一定伝わっているかと思うんです。今後必要な

広報は、第７次行革の成果をですね、知っていただき、からですね、これからも

う一歩進めてお届けするというような発想、そこでですね、安心感をお届けする

という、こういうふうな広報が今、必要なんじゃないかというふうに私は思って

おります。このですね、安心感というのは、約束をしたものがちゃんと達成され

るということで醸成される、これはもちろんなんですけども、しかしある意味で

すね、それ以上の安心感が得られるのは、達成できなかったものがですね、正直

に語られて、それを達成するための処方箋はこうですよということで、達成でき

次第、改めてちゃんと情報をお届けしますからご安心ください、お任せください、

こういうふうな情報がこれから必要なんじゃないかなというふうに考えておりま

す。

知りたいに応える情報、詳しい情報はですね、リンクでつなげることにとどめ

て、視覚に訴えて関心を持っていただけるページ構成、そして専門用語を排して

ですね、誰もが直感的に分かる、これが大事だと思いますが、直感的に分かる指

標を工夫してもらった行政改革ダッシュボード、例えば、できているものについ

ては、信号の青信号がぽんとともるとかですね、これはちょっとまだまだ未達だ

なと思ったら黄色信号がともるとか、そういうふうな、例えばですけども、いろ

んな工夫をしてですね、ダッシュボードをですね、まずは作成してもらって、年

度途中の実施状況を逐一お届けして、ＰＤＣＡサイクルをですね、町民の皆さん

と共有するホームページの作成とか公表、これが不可欠というふうに私は考える

んですが、お考えをいただけますでしょうか。

企画財政課長 ありがとうございます。質問議員が言われるようなことも参考にしながら、今

後、行政改革の進捗状況や目標に対する達成度合いなど、内容が住民に伝わるよ

うな町のホームページの作成・公表を検討していきたいと思います。

田中康智議員 積極的なご答弁ありがとうございます。ただいまですね、安心感を届ける広報

についての質問でございましたが、続いて期待感を届ける広報ということについ

てお伺いをしたいと思います。

私はですね、選ばれる町というのには２つの要素が必要だというふうに思って
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おるんです。それは安心感と期待感というふうに思います。先ほどですね、信頼

される行政、こういったこともですね、安心感です。そして町長がマスタープラ

ンに掲げられておりますけども、豊かな自然、歴史と文化に包まれた環境、そし

て誰もが健やかに暮らせるまちづくりとしていろいろ掲げられておりますけども、

地域のつながりを生かした健康、福祉、あと、重層的な支援体制、こういったこ

とを掲げられております。これも安心感です。そしてですね、働き続けられる環

境、これも安心感。こうしたね、環境下にあるからこそ、私が例えば町民の方で

すよ、町民の方は、自分は全てのライフステージで、この町で自分も輝けるんだ、

活躍できるんだ、こういうふうなですね、これが期待感ということになると思う

んですよ。この期待感というのは、安心感で上げたいろんな項目、これがですね、

効果的に届けられて初めて醸成されるんじゃないか、こういうふうに私、考えて

おります。先ほど質問の中で、見てもらえないページはないのと同じと、大変厳

しい表現を使いました。この分野にですね、専門的な知見や技術を持った人物に

力を発揮してもらう、こういうふうな体制にですね、資源、資源っていったら人

員とお金ですね、を割いて、戦略的な広報を展開することについて、こういう話

をしたいんです。

１つ例を挙げてみたいと思います。本町では、民俗学の父である柳田國男先生

の生誕の地として、ガジロウをはじめ、妖怪キャラクターたちに活躍してもらっ

て、福崎町に関心を持ってもらい、訪れてみたい町というふうになってきました。

これは、町長をはじめ、町職員の皆さんや、あと町内の各界の皆さんがですね、

一丸となって、アイデアを出し合ったり、また労力を提供して取り組んでこられ

た、これが一番なんですが、そしてですね、大事なところがポイント、それを専

門的な知見や技術を持った事業者の力を借りて戦略的に広報してきたことによっ

て達成されていた、これは私は誇るべき成果だというふうに思っております。ま

ずは関心を持ってもらって、一度は訪れてみたいと思ってもらうこと、これが本

当に大事だと思っておるんですが、この同じ発想でもってですよ、住み、働きで

すね、子どもを育て、そして住み続ける町として選ばれるためにはですね、安心

感と、それを効果的に伝え、お届けすることによって醸成される期待感、これを

ですね、戦略的に伝える広報に資源を割くべきだというふうに私は考えるんです

が、いかがなもんでしょう。

地域振興課長 全国に名立たる観光名所がいっぱいある中で、妖怪のまちとして一度は訪れて

みたい場所として選んでいただきたいと思っております。福崎町にはガジロウを

はじめ、日本遺産銀の馬車道、県指定文化財、寺社仏閣、そして緑豊かな山々な

ど、ＳＮＳ映えするスポットがたくさんございます。町のホームページをはじめ、

地域振興課ではガジロウのＸやインスタ、観光協会のホームページ、ふるさと納

税の交流サイトなどから、観光資源・特産もちむぎなど、町の魅力を発信してい

るところでございます。

このたび、ナビタイムジャパンの調査において、令和７年度エリア別インバウ

ンド滞在増加率近畿エリア第３位となりました。このことも一つの訪れてみたい

町の材料となります。また、大手不動産会社が毎年企画しております街の幸福度

＆住み続けたい街ランキングにおきまして、２０２３年は街の幸福度ランキング

１位、２０２４年、２０２５年は２位となっております。子育て支援、福祉施策、

住環境の整備、商業施設の充実、労働場所、アクセスよさ、豊かな自然など、地

域の魅力がいっぱい詰まったコンパクトシティーでございます。このような総合

的な魅力と住みやすさがある町だと感じております。

いろんな媒体を活用しながら、良好なまちづくり・地域経済の活性化に取り組
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んでおるところでございまして、引き続き、住み・働き・子どもを育て・住み続

ける町の形成に取り組んでいきたい、頑張っていきたいと思っておるところでご

ざいます。

田中康智議員 訪れてみたい町としてですね、高い評価を得られているんだという、この現状

ですね、本当に私は高く評価をさせていただきたいというふうに思います。

先ほど申し上げたのは、この高い評価を得る過程で、情報発信に職員の皆さん

がですね、外部人材も活用しながら奮闘されてきたと、こういうような貴重な体

験をお持ちなんです。この貴重な体験を、福崎町が持つ魅力や潜在力とかですね、

つまりはこれ、都市ブランドというふうに私は思うんですけども、こういったも

のを発信していくという、都市のプロモーション、こういったところの場面にも

導入してもらいたい。広報をですね、単なる事務というふうに捉まえるんではな

くって、都市経営のための投資というふうに捉まえてですね、外部人材の登用・

活用にちゅうちょすることなく取り組んでいただきたいというふうに考えておる

んですが、再度すいませんがご答弁お願いしていいですか。

総 務 課 長 いくつか強いメッセージといいますか、ホームページの分野に専門的な知見

ですとか、技術を持った人材に力を発揮してもらう体制に資源を割いて、戦略的

な広報の展開というようなお言葉ですとか、期待感を戦略的に伝える広報に資源

を割くべき、そして都市経営のための投資と捉えて、外部人材の活用などという

フレーズをいただいておると思います。もっともっと積極的に、重点的に人、そ

れから体制、あと外部の人材とか委託とか、そういうようなものを活用して情報

発信をもっとやっていけば、福崎町の持っているポテンシャルをもっと効果的に

示せますよというお言葉だと思います。一般質問の冒頭では、積極的な答弁をと

いうようなお言葉もいただいたんですが、現状、町全体として様々な業務がござ

います。それらのバランスを踏まえながら、広報というのも取り組んでいく事柄

だということで現状は考えているところでございます。

田中康智議員 全てのね、私、関連して質問の構成を決めてましてね。前段階で、新規の投資

は一切認めないということではないんですよと。新規の投資に対して、これは費

用対効果をちゃんとはかって、必要な投資というのはこれからもちゃんとやって

いかないといけないねというご答弁、既にいただいています。そしてそれはです

ね、福崎町はこれからも発展していくというところにちゃんと投資をするんだと

いうことをご答弁を既にいただいておるんですね。だから、私ちょっと申し上げ

たかったのは、都市の経営というような観点に立ってですね、ここに投資、新規

の投資ですけども、投資をするということなんかも大事ですよというご指摘をさ

せていただいてます。今のご答弁をお伺いしていますと、限られたですね、人員

の中でその人員をどれだけ割けるかという、これは本当に切実なお話、よく理解

できます。それをですね、職員にスキルをもっとアップして、効果的な広報をど

んどんやってくれということを言ってるんじゃなしに、そういうことにはですね、

専門的な知識を持った業者さんがいらっしゃいますから、そういう方をちゃんと

活用して、ある意味お金を使ってでも、使ったお金以上の効果があるんだったら、

使える投資じゃないですかということなんかを今ご指摘を申し上げたということ

でございまして、ぜひともですね、それがですね、当初予算に入ってる入ってな

いとかそういうこと私、言ってるんじゃないんですよ。こういったところをです

ね、先ほども町長からご答弁いただきました、財政状況の改善というのをちゃん

と注視していきますと。それがちょっとでもええ方向に向けば、次はどうするん

だということを柔軟に考えていくというご答弁をいただいてますんでね。そうい

った発想でもって、令和８年度取り組んでいただきたいなというふうに思います。
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あとですね、この戦略的な広報を進めていただく中で大事なポイントというの

は、福崎町をですね、ブランド化したと、要はこの辺の意識をちゃんとした広報

ということが大事だと思ってます。本町ではですね、既にボランティア団体や市

民活動団体と必要とする町民のマッチング事業を行っていらっしゃいます。乳幼

児を少しだけ預かってほしいお母さんと、登録したボランティアさんとのマッチ

ング事業、こういったものも既に行われています。これらはですね、世代を超え

た地域のつながりを再構築して、より健康になったりとか、安心して子育てがで

きるような環境、こういったものを提供しているということでしてですね、養父

市が取り組まれておる社会的処方でありますとか、岡山県の奈義町が取り組んで

いらっしゃる子育て施策、こういったことをもう既に行ってらっしゃると、私は

こういうふうに評価をさせていただいておるんです。養父市や奈義町が取られた

戦略というのは、これが、これこそがまちづくりの施策だというところまでです

ね、磨き上げられて、そしてブランド化をされて発信されたというところなんで

す。私もですね、福崎町はですね、こういう町なんだという１本の太いストーリ

ーみたいな、これがまずは期待感だというふうに置き換えてもいいんだと思うん

ですけども、これを組織全体で共有をしていただきましてね、発信していただく

という、都市を経営するという、そういう観点で戦略的な広報に取り組んでいた

だきたいな、そういうふうな思いで質問をさせていただきました。

町長、そのためにもですね、これまで町長が様々種をまいてですね、育ててこ

られた数々の施策、これらをばらばらの点で終わらせるんでなしにですね、大き

な線としてつないで、町民の皆さんの期待感を最大化させる、こういったところ、

全課横断的に統括するまちづくりでありますとか、戦略広報の司令塔となるよう

な、そういう組織体制を、これ検討されませんですか。いかがですか。

町 長 田中議員の質問をお聞きしておりますと、福崎町は、いろんなすばらしい材料

がいっぱいあるじゃないか、頑張ってるじゃないか。それをしっかり福崎町をブ

ランド化するのが大事ではないかというようなお話だったように思います。その

意見はもうそのとおりだなというふうに、そのようには思います。そういった中

でではあるんですけれども、私も広報は大事やと思っているんです。ですから、

今ちょっと話が違うんかもしれませんが、いろんな事業をやるときに記者発表な

んかするわけですね。そういったときには、ちゃんとまず総務課に届けて、総務

課の判子をついてからでないと、その内容でしか発表したらあかんとかいうてそ

ういうふうなやり方をやってたんです。行政のやり方としてそれが間違いだとは

言えないと思います。でも私、町長になってからですね、もうそんなことせんで

ええと。もうこの事業があるんやったらどんどんどんどん新聞社呼んで広報をや

ってくださいというふうにやっているんです。そういったことが今のですね、福

崎町の柳田國男生誕の町から先生が研究された妖怪ですね、そのほうにつながっ

て、すごく観光面、地域振興面では頑張るようになってきたなというふうに思い

ます。ですから、そういう方向で私自身は、全ての職員がですね、もう広報マン

だというような思いでですね、やってほしいというようなことは常々いろんな場

面で言っていることでございます。そういうことを徐々にではありますが、浸透

してきて、割とよく新聞やとかＳＮＳでもよく取り上げてきていただけるように

なったのかなというふうに思っております。

田中議員のおっしゃることもよく分かります。ただですね、どう言うんですか、

戦略広報の司令塔という組織体制をいうところにつきましてはですね、今のとこ

ろはやっぱり広報の担当であります総務課が中心となってですね、総務課を司令

塔として、いろいろ広報については考えていったらいいんではないかなというの
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が今のところの私の思いでございます。

田中康智議員 ありがとうございます。私がですね、申し上げてるのがですね、お金の話は既

にさせていただきました。令和７年度にですね、１億円の新規財源を獲得なさっ

たじゃないか、お金のこと。そして組織のことを今、申し上げました。行政を回

していくというのは、お金と組織ですということもありましてね、今回象徴的に

ですね、広報のための組織をつくったらどうかというようなことなんかをご提案

させていただいたんですが、いずれの質問もですね、ある意味都市経営というね、

経営の発想に立ったお話の発想で、いろいろとお考えになったらどうかというこ

との提案をさせていただいた、一連のですね、一般質問はそういう趣旨というふ

うに捉まえていただきたいと思います。

この内容ですね、今後もあらゆる機会を捉まえて提案をいろいろさせていただ

きたいと思いますが、令和８年度予算がですね、行革の初年度予算というだけで

なしにですね、令和８年度が本町がより元気に発展に向かって進んでいく、そう

いう年度になることをですね、ぜひともというふうに思いまして、私、一般質問

を締めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

議 長 以上で、田中康智議員の一般質問を終わります。

ここでしばらく休憩いたします。

再開を１４時１５分といたします。

◇

休憩 午後 １時５９分

再開 午後 ２時１５分

◇

議 長 会議を再開いたします。

５番目の質問者は、植岡茂和議員であります。

質問の項目は

１、都市計画道路について

２、前回質問

以上、植岡議員。

植岡茂和議員 議席番号１３番、植岡茂和です。議長の許可を得て、通告を基本に一般質問さ

せていただきます。

質問に入る前に、もう先ほど課長から先に言われてしまいましたが、私も得た

情報でして、ナビタイムジャパンでエリア別インバウンド滞在増加率というのが

近畿エリアで３位、兵庫で１位ということで、うれしいことだなとは思ってます。

ただ今回は、通告にもないので質問ができないんですけど、滞在していただいた

り観光客が増えたんですけど、実際誰がもうかって町にもどれだけのお金が入っ

たかということになったらまた問題もいっぱいあるんで、担当課長とまたこれか

らも討論していけたらなとは思ってます。今日は通告にないので、それは触れな

いようにしていきます。

まちづくりという観点から、私がいつも代わり映えのない質問をするんですが、

都市計画道路について質問に入っていきたいと思います。

町道福崎駅田原線、千束新町線の進捗状況をお聞きします。

用地買収率及び８年度以降の具体的な工事スケジュールをお聞かせください。

まちづくり課長 町道福崎駅田原線の進捗状況につきましては、道路の新設範囲内における振

古川の橋梁化として、ボックスカルバートの設置工事を１２月２４日に発注しま

した。なお、工程につきましては、３月末までにボックスカルバートをメーカー

の工場で製造を行い、同じく３月末に福崎駅前東駐車場を閉鎖し、駐車場のゲー
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ト等附属施設を撤去した後に着手し、６月末に完成する予定としています。また、

令和８年度につきましては、次期工事として、５月末頃に町道馬田山崎線との交

差点から東へ約１８０メートルの区間を発注、また補助金の内示状況にもよりま

すが、秋頃にその東約１００メートルの区間の工事を発注し、実施していきたい

と考えています。

また、町道千束新町線の用地の進捗状況につきましては、契約予定者数１５名

に対して９名の方、率にして６０％の方に契約をいただいています。また工事に

つきましては、河川公園の南側の一部狭小となっている区間７７メートルの拡幅

工事を１２月２４日に発注しました。工事は２月中旬に着手し、完了については

５月末を予定しています。

令和８年度につきましては、福崎駅田原線との交差点付近約１４０メートルの

区間の拡幅に係る盛土、また用水路の付け替え等もあることから、工事を秋頃に

発注し、実施していきたいと考えています。

植岡茂和議員 それと併せまして甘地福崎線については、今後どのように進むのかということ

を進捗をお聞かせください。

技 監 県道甘地福崎線の進捗状況についてお答えいたします。

３月１３日の民生まちづくり常任委員会でご報告させていただいたとおり、令

和７年１２月１７日に協定を解除し、これまで減免してきた固定資産税について

は、３月２日に全額の４５７万１，４００円をお支払いいただきました。

協定の解除に伴いまして、用地の無償提供という前提条件がなくなりますので、

今後は用地の無償提供なしの通常事業として、県の投資事業審査会の再評価を受

けられるよう、改めて事業の必要性を県に強く訴えてまいります。

植岡茂和議員 白紙というか、また検討し直さなあかん段階にまで戻ったんやなということは

分かるんですが、先ほど技監の答弁でも県に強く訴えてまいりますという答弁を

いただきましたが、技監がここまで対応されていたことというのは、具体的なこ

と答弁お願いします。

技 監 私としましては、事業採択の前提条件である用地の無償提供に関する協定の早

期履行を目指しつつですね、協定の趣旨を逸脱しない範囲でどのような解決策が

あるかということについて、町内部や事業を担当します県の福崎事業所はもとよ

り、県庁道路街路課と協議・調整を行ってきたところでございます。

植岡茂和議員 当然、その答弁以外にも細かい調整等、大変な思いをしていただいていたのも

感じ取っております。技監制度がなくなり、今後技監の代わりというか、技監の

役割ができるのかというのが心配なんで、今後誰が代わりに交渉されたりしてい

くのかというのを答弁お願いします。

副 町 長 技監の力というのは非常に大きかったというふうに我々も思っております。

基本的にはですね、まちづくり課長が主になって動くことになってまいります。

ただ、事案によりましては私なり町長なりも一緒にですね、いろいろ頼みながら

また調整もしながら進めていくということになってまいります。

植岡茂和議員 本当に技監の大きさというのはこれから感じてくるところなんかなという心配

は本当にあります。当然、まち課課長並びに副町長等は、今からもまたご苦労な

されるのかなとは思うんですが、県とのパイプが大きかったなということは思う

んで、技監にもっとこんなことやってきた、あんなことやってきたというのを答

弁させれるように質問考えたらよかったんですけど、質問の流れがありまして、

技監の仕事ぶりを発表させる場をつくれんかったのは、ちょっと私の至らないと

ころではありますが、続いての質問に入らせていただきます。

地元、馬田区の要望等常々続けておりますが、ここまでの進捗をお聞きします。
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現在、どのような状況にあるのかというのを答弁お願いします。

まちづくり課長 地元要望であります横断歩道の設置等につきましては、福崎警察と協議を重

ねておりまして、この２月にはですね、要望内容の一部については検討の余地が

あるとの回答を得ていますが、全てをまだ認めていただいていないため、引き続

き協議を進めてまいりたいというふうに考えております。

植岡茂和議員 説明会を開いていただいたときにも声もあったと思いますが、うちの村の特性

上、やっぱああいう場ではなかなか言わなくて、終わった後に言ってくるんです

ね。やっぱり横断歩道は要るぞと。こうやぞって。あの道したらこれが要るぞと

いう中で、また雨水関係も以前は聞いてて最近はちょっとお聞きしてなかったの

で、このたびまた雨水のこともたくさん言われましたので、ちょっと質問したい

と思います。

周辺の溝等も影響が出てくるかなと、古い溝が多いんで、道を整備するときに

は周辺の水路に影響もあると思うんです。その溝の改修等、問題も出てくるんか

なと思うんで、そのようなものに対応できるのかということと、村の人と話して

たら、やっぱり最近特に不安に感じるのは、やはり土手までの道が完成したとし

て、今、新町は広げていただいてますが、学会さんのほうへ向くところが狭い部

分があるっていうことと、月見橋まで行くとやはり狭い。通り抜けじゃないです

けど、やっぱり広い道を優先して通ろうとするけど、既存の道に入ると狭くなる

っていうことで、多分そういう混雑等がやっぱり心配やなという声がもうすごく

大きくなってきてます。そういうふうな問題に対して、何かまち課から答弁いた

だけたらなと思います。

まちづくり課長 先ほどおっしゃいました雨水関係のことについてです。

道路工事の範囲でありますとか、また工事の影響上、改修等が必要となる箇所

は対応していきたいというふうに考えております。また水路につきましては、用

水路の場合は基本的には地元での対応となるため、地元と相談しながら対応を考

えていきたいというふうに思っております。

それと完成した暁ですね、どのようなところで混雑が予想されるかというとこ

ろで今、議員さんがおっしゃいました千束新町線と、新しくできる交差点であり

ますとか、またルートがですね、新しいルートになると当然交通量が増えますの

で、福崎駅田原線と県道甘地福崎線との交差点、またですね、北から、市川町か

らお見えになる方はですね、甘地福崎線ではなく、馬田山崎線を通る方もいらっ

しゃるかと思います。ですので、福崎駅田原線と馬田山崎線との交差点、それと

千束新町線と国道３１２号の交差点については混雑等が予想されると思います。

植岡茂和議員 詳細にないので答弁はいただかなくてもいいんですが、やはり水路に関しても、

昔ながらの水の流れ等を把握している人間というのも、やはり村の中でも少なく

なってきています。実際、ちょっと区長の悪口になってしまったら困るんですけ

ど、区長等も実際把握し切れてないところは当然あります。なので一度、立会い

には農区長に立ち会いしていただいて僕も参加するようにはしたんですけど、や

はりそれでもね、やっぱ古い溝なんで複雑なんですよ。やっぱり道ができて、当

然この事業とは関係ないとはいえ、道ができたことによって雨水が増えて、村の

中の溝に影響が出ることはもう安易に想像がつくことでありまして、だから区長

等にも村としての要望をしてくださいっていうことを僕もお伝えしますけど、そ

こまでね、事業でお金がかかることなんで、町側から言うことは難しいかもしれ

ませんけど、やはり町側からも、いや雨水等、気になっとうところあればってい

うことを一つね、話合いの場で出していただけたらなとは思います。僕も出して

いきます、当然。本当に村の中の溝は古くて、今すぐにでも改修せなあかんとこ
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ろもあるんですけど、その道ができたことによってそれより下にその影響が出て

くるんかなっていうことが今、年寄りの中で心配されてることなんで、またそれ

は次回の質問でも聞くようにしたいと思ってます。続きで、先ほどの道に関して

も、そういう狭い部分があるから気になると。その先のことをまだまだ想像でき

ひんから不安しかないっていうことが最近多くなってるので、そこをできればこ

れからも僕も議員として改修していけたらなと思っているところではあります。

次の質問ですが、資材高騰など、財政を取り巻く環境が厳しい事業で、遅延は

さらにコストを招くんじゃないかと思っております。スケジュールを遅延させな

いために国や県の補助金を獲得する戦略や工夫、考え方などがあればお聞きした

いと思います。

まちづくり課長 県・国に対しましては、町道福崎駅田原線並びに町道千束新町線の事業の必

要性をしっかりと説明し、交付金の配分について要望していきたいというふうに

は思っております。また、当初の配分が十分でない場合は、補正についても要望

を行い、予算の確保に努めていきたいというふうに思っております。

植岡茂和議員 予算を本当に今、難しい状況であるんもよく承知しておりますので、我々もで

きることがあれば何でも協力したいなとは思っております。

この先ほどの私の村からの不安の続きにはなるんですが、この福崎駅田原線、

町長が描く完成はどこまでのことなのかということを最近よく聞かれます。当然

いつも橋が架かってこうでっていうことはお話していただくんですが、それがど

こまで道を造って終わりではなく、どのような機能を、その道が持って、この路

線が完成し、道路周辺のにぎわいがどのようになる、どのような福崎町ができる

ということを描かれているのかというのを少し答弁お願いします。

町 長 この福崎駅田原線はですね、都市計画道路ということで、町が一番重要な道路

だということを位置づけした道路でございます。なかなか一気にというわけには

いきませんので、福崎駅田原線、そして千束新町線をつないで国道３１２号線に

つなげるという第１工区の工事をさせていただきました。本当はですね、福崎町

の体力がありましたらですね、福崎町の力でやりますというてこう宣言してやり

たいんですが、今、このような状況でございますので、またほかの対策、やり方

がないかどうかということもですね、県のほうとも相談させていただきながら検

討を今、進めているところでございます。できた暁にということでありましたら

ですね、福崎の一つの中心地であります田原地区と西の中心地区であります駅前

とがですね、もう１本の道でつながるということで、本当にですね、福崎町の発

展に大きく寄与ができる道路だと思っております。そのためにもいろんな環境整

備ということはしていかなあかんとは思うんですけれども、そういった重要な道

路でありますので、ぜひ私自身はもう前に進めていきたいなと、このように思っ

ております。

植岡茂和議員 町長も言われたように、私らも予算委員会もした以上、予算が厳しい、大変な

ことは重々承知しております。私がこの質問したっていうのも、町民さんの中か

ら、町長も任期があと１年、その先どうされるか分からへん今、道のことなんか

興味がないぞと、取りあえず今やって終わりや思とるわっていう声を聞いたんで、

いや、そんなことないぞと。うちの町長はこの道を造ってこういうふうにしたる

いうて考えとうって言うてしもうたんで、答弁をいただこうと思ったんですけど、

今ちょっとその明るさがなかったんで、ちょっとそれが寂しいなとは思いますけ

ど、当然先ほど遅れるであろうという答弁もいただきましたが、最後に聞きたい

のが、そうはいえ、目標年次というのは、やっぱりしっかりと持っていただきた

いなと思います。町民があ、これぐらいでできるんやなという希望が持てるよう
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に完成に向けた力強い意見をお聞かせください。

町 長 それは都市計画道路の福崎駅田原線のことですね。

植岡茂和議員 はい。

町 長 ちょっと今、先ほど少し触れさせていただいたんですが、今の状況ではですね、

町が実施をする体力というのは、今のところは大変厳しいというふうに思ってお

ります。ですから、県のお力もお借りしながらということを今、県とご相談をさ

せていただいているという状況でございますので、ここでですね、ちょっといつ

までにとかいうようなことはなかなか申し上げられないというところでございま

す。

植岡茂和議員 県とも相談しないといけないまま技監制度も終わるということで、少し不安は

残るんですが、その答弁にもっと切り込んでいこうという質問も考えてたんです

けど、それは次回にさせていただきたいと思います。ただ、しっかりと目標を持

って、どれだけ足りてないかっていうこともやっぱ考えていくんも大事かなとは

思うんで、その辺は副町長の得意分野やなと思うんで、またそれも次回に答弁を

お願いしたいと思います。

都市計画道路は以上で終わらせていただきます。技監には本当に立派な答弁を

させれずに申し訳ないです。

前回質問ということで、カスハラについての質問を繰り返しさせていただいて

おります。私が９月、１２月に質問させていただいたのは、新年度のスタートに

間に合うようにというのもありますけど、年度末に職員さんが退職されたり離職

されることの原因の一つとしてあれば防ぎたいなという気持ちがあったのが正直

な気持ちです。離職されたりするにも、理由も多岐にわたるとは思いますけど、

やはり対応に疲れたとか精神的に参っている、それを支えてくれる何かが要る、

そういうときに何もないっていう現状が続いてたんじゃないんかなという心配か

らこの質問を続けさせていただいております。

前回質問して、町長も力強くスピード感を持って取り組んでいただけるように

答弁いただきましたが、あれから今日まで期待と不安の中、当局の動きを待たせ

ていただいてましたが、今回条例にも上がってきてなかったので、具体的な検討

の状況の報告並びに検討の開催回数、協議された内容等が分かれば、答弁をお願

いいたします。

総 務 課 長 １２月の議会以降、今、カスハラということで言っていただいたんですが、

総務課としてハラスメント全体の取組になっているところもございます。１月２

８日と２月９日に２日間、それぞれ各午前と午後で職員全員対象のハラスメント

防止研修というものをやってます。１人当たり３時間の受講というような研修で

ございます。この内容というのは、前回の答弁とかで申し上げていたその過去、

ハラスメント全般というような研修を行っておりましたという答弁だったんです

が、このたびは、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティ

ハラスメント、この３つに特化した研修というものをやりました。定義ですとか

予防、心構え等についての研修でございます。それからアンケート調査、前回ご

提案いただいた内容になるかと思いますが、こちらにつきましては月給の職員で

すから、正規職員に加えて再任用職員、それから会計年度任用職員（月給）、臨

時職員を対象として、カスタマーハラスメントに係るアンケート調査、実態調査

を行っております。これは実施の時期が２月１７日から３月１２日まで行ってお

りまして、申し訳ありません、ちょっと集計はまだできておりません。

それからあと会議ということでは、幹部会議を２月１６日、これはカスタマー

ハラスメントについて、内容としましては、総務課が把握しております情報を全
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幹部で共有する、それから地方自治体におけますカスハラの実情、特徴ですとか、

あとカスハラ防止条例の動向、全国の自治体の動向なんかの資料を配付して、こ

れも共有をいたしております。その会議の中では、特定の事例、総務課が提示し

た中でのこの事例はもう少し詳しくと、詳細の説明ですとか、あと窓口の絞り込

み、対応の統一化などの質問や意見がございました。それから特に精神的な不安

ということについてになりますが、町として各課の対応において職員個人に責任

があるということではなく、役場全体、組織として責任を持つ事柄であるので、

それぞれが心配はしなくていいというようなことを確認をいたしております。

１２月議会以降の取組としては以上となりますが、当然でありますが、継続的

な取組が今後も必要ということを認識しております。

植岡茂和議員 先ほどの総務課長の答弁を聞いてたら条例制定するのが一番早いんじゃないか

なと私は思いましたけど、国が２０２６年、１０月１日ぐらいになるのかなとは

思いますが、カスハラ対策の義務化、各自治体や企業に出す方針であると今のと

ころはなっております。そういう法改正をするまで動かないのかなとは僕もちょ

っと思いながら質問を考えてて憤りを感じてたんですけど、国を待つ、県を待つ、

そうして先送りにしている間に、しんどい思いをしている職員がいるんじゃない

かなっていう心配はなかったのかなとは思います。幹部で共有していただいたと

いうことで、その事例にしたら、多分皆さん共有できるような事例やと思います

けど、１人の思いの強い町民さんからは、すごく町行政にいろいろ圧をかけてこ

られている、職員の時間も取られているということが現状であると皆さん把握し

ていると思います。いや、ほんまにこの瞬間にも窓口で耐えている職員がいるか

もしれないと考えたときに、いち早くどうにかしないといけないなって思うんが

普通じゃないかなと私は思います。国からの法改正という流れを待つということ

はできても、職員の心が本当にそれに耐えれる、待てる、その流れに押されて仕

事を離れていく、そういうことがあってはいけないと思ったんで、僕は早く早く

と思って質問させていただきました。前回にも言わせていただいたように、皆さ

んつらい思いをしたことを忘れていないと思います。やっぱり職員を守ってくれ

るんは、町当局なんですよ。僕ら議員が守れるもんではありません。議員として、

町民から聞いたことは、しっかりとやっぱり伝えていかないといけないですし、

私らの中で、いやそれは課長らしんどいやろな、職員しんどいやろなと思っても、

そりゃそうやなと思ったことは、私らも言っていかないといけません。法改正を

待つという動きは私はとても遅いんじゃないかなと。今、課長は話してくれると

言ってますけど、条例を制定しようとする動きはもうすぐにでもできるんじゃな

いんかなと私は思います。福崎町がしっかりと職員の安全と健康を守る。国より

先に動くということが、先ほど言われたように組織が守っている、組織としての

誠実さと、やはり町長としてのリーダーシップがそこに発揮されるんじゃないか

なと私は思います。やっぱそこに職員は寄り添って、つらくても町長が守ってく

れる、幹部が守ってくれるという気持ちで、仕事もつらくても踏ん張れるんじゃ

ないかなと私思ったんでこの質問を続けてるんですよ。今の答弁やったら、やっ

てますよだけで、こう言うのですら総務課長を責めるみたいであれですけど、や

っぱり町長がリーダーシップを持ってやってほしいと思います。ある職員から言

われたんはね、町民さんからこういうふうなことを言われたと。議員さんで何で

止めてくれへんかったんやって言われたことがあります。いや、それは違います

よって職員さんに。当然、それを聞いた職員さん、つらいんは分かりますと。た

だその町民さんは町民としての意見を言うてきてあるんで、私らとしてはそれを

聞いて伝えな駄目ですと。何で私らを助けてくれへんのですかと。いや、助けた
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い気持ちは持ってますよと。ただ、私ら議員が職員を助けるということは、議会

が疲弊することにつながるんやと。議会としては町民の声を聞いて、それを届け

る、それが僕らの仕事ですわと。理不尽なことはそれは止めます。ある程度のこ

とは止めます。しかし、町民がこういうふうに思とんやでっていうのは受け止め

てもうて、それがつらかってんやったら幹部に相談していただいて幹部が判断し

て、いや、それはこういうふうに答えようってするんが組織としてのつながりじ

ゃないんかなと私は思ったんで、そのとき職員さんには厳しいですけど、それを

議員がすることはできませんってお答えしました。議会としては、町民さんが多

少な理不尽であろうが、いやそれは筋が通ったところが一つはあるなと思ったら

僕は届けますと。僕がそこで止めるということはしませんとお答えしました。そ

の代わり町幹部にはしっかりとこうやって一般質問で、こういうのんから守る条

例をつくってくれいうことは俺から言うからと。議会から職員を守るということ

はそれしかでけへんとお伝えしました。それで僕は質問を続けてるんです。

本当に求められているのは、幹部が最後まで自分を守ってくれる。そういう揺

るぎない安心感やと僕は思ってます。どこまでが正当な要望でどこからが不当か

という一線を、やはり個人が、これはそうかなって判断するのが一番職員は気持

ちが疲弊するんかなと思います。だから、組織としてルールづけして、ここから

先は容認しない、そういう明確な一線、言わば福崎町のルールを速やかに構築し

て、職員が毅然とした態度でかつ安心して業務に邁進できる環境を整えていくべ

きやなと私は思ってます。こういう条例を制定するという覚悟について、今後、

総務課と町長の答弁でもよろしいんですが、町としてはどのように今後は対応さ

れていくのかというのを少し答弁お願いします。

町 長 １２月でしたか、質問をいただきまして、できるだけ早くそういった条例を制

定する方向でと言いました。そのようにですね、総務課とは調整しております。

先ほど総務課長がるる言いましたですけれども、それはですね、条例制定の準備

も進めながら今言うたようなこともしているということなんです。条例制定だけ

は進めよっても周りの職員には伝わりませんので、そういう研修もしながら、い

ろんなことをしながら、一方では条例制定もちゃんと進めておりますので、もう

この３月議会に出てないということは次は６月議会にということになるんかもし

れませんが、できるだけ早い時期に出せるように進めるように私から指示してお

りますし、総務課はそのように動いてくれております。

植岡茂和議員 重々、町長の答弁も理解しております。先ほど言わせてもうたように、僕が何

でこの９月、１２月と急いだのかというのは、やはりそれが一つの理由で職場を

離れる方がおられたら嫌やなという、それは対処できたことじゃないんかって後

で思うんがつらいなと思ったんです。昨年度の離職者の人数を見て、やっぱ数名

は僕も話させてもうたらそういう意見があったので、今年こそは二の足を踏まん

ようにしようと。いち早くこの質問しとかなあかんって僕は覚悟を決めてやらせ

ていただいたんで、早急にというのがこの３月に間に合わんかったというのはこ

こで離職者が何人おってかは分かりませんけど、多かった場合、やっぱりちょっ

と僕もまた、１年後悔というか、悔しさが残るんかなというのは思ってます。こ

れも、今、職員側ばっかり言いましたけど、この線引きというのは、町民さんは

一概にね、前回町長に言わせてもうたように、拒絶するというわけじゃないんで

す。やっぱりむしろルールを守って、そういう、こういうふうなんどうやろうっ

て提案していただける方の声を聞く間もその人に取られてるなって感じる部分が

あるんで、そういうのを取り除いて、正当な声を扱うためのものとして、この条

例をつくるべきやなと。またこれも町長に言わせていただいたように、無意識の
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うちにね、本人はよかれ、町がよくなればと思ってしとう可能性だって高い。だ

から無意識のうちにエスカレートしてしまう町民に対しては、それはハラスメン

トにあたりますよと事前に気づかせてあげるっていうことがね、町民さんを加害

者にさせないという観点では、行政としては優しさでもあり配慮でもあるんかな

っていう。町民も職員も両方のリスペクトが大事なのはあるんですけど、そこに

ルールがないとやっぱリスペクトし切られへんのかなというのは感じます。職員

を守るってことが、良質な公務を通じて、巡り巡って、町民サービスになると私

も思ってますんで、最後に町長にもう一度伺いたいと思います。

２０２６年１０月を待つのではなく、この福崎町において、職員が誇りを持っ

て働き、町民が正当な声を届けられる。その環境づくりを今すぐ自らの手でつく

り上げる覚悟はあるのかというのをいま一度答弁お願いします。

町 長 もうそのつもりで覚悟を持って取り組んでいきたいと、このように思っており

ます。

植岡茂和議員 現場の指針となる具体的なガイドラインを制定して組織として強い意志を示す

べきと私も考えてます。当然、議会にもそういう町民さんも来るんですが、私ら

もきちっとした対応もすれば、そういう理不尽なことには毅然とした態度で対応

するんですが、結局私らが対応してすると、それがそのまま職員さんに、議員が

答えへんからほな聞くというふうになってしまうんで、私らもある程度これが職

員に行かんようにと受け止めてしまってちょっと変な動きになるときもあるんで、

本当にこれは急いでやるべきやなとは思います。ほんまに予算かけてやるような

ことではなくて、僕の中ではね、そんな簡単なことじゃないんやろうけどね、町

長が言うてなんは。ただ町長がもう今すぐにでもカスハラ条例つくってやるぞっ

て言うたら、できるもんやと僕は思ってますんで、もうしっかりと町長が町民で

あり職員であり、この福崎町を守るためのその動きをするというのを腹に決めて、

おっていただけたらなと思ってます。

私の質問は以上になります。町長には、しっかりとこの福崎町を守る動きをこ

れからも続けていってほしいなと思います。ありがとうございました。

議 長 以上で、植岡茂和議員の一般質問を終わります。

次、６番目の質問者は、𠮷高平記議員であります。

質問の項目は

１、コミュニティ・スクールについて

２、行政改革について

以上、𠮷高議員。

𠮷高平記議員 議席番号６番の𠮷高平記です。議長の許可を得て、一般質問通告書にのっとり

質問します。

まず最初に、コミュニティ・スクールについてです。

コミュニティ・スクール、学校運営協議会制度は、学校と住民がパートナーと

して手を結び、一緒に子どもを育てる仕組みのことで、これまでは学校のことは

先生にお任せという形が一般的だったものを、少子高齢化や課題の複雑化に伴い、

地域みんなで学校運営に参加しようということで、以下の３つの特色があるとの

ことです。

一つ、学校運営の基本方針を承認する校長が作成する学校経営の方針に対して、

地域の声を反映させて最終的に承認すること。

２つ目、運営について意見を述べる教育委員会や校長に対して、学校の課題や

改善策について意見を伝えること。

３点目、教職員の任用について意見を出せる。こんな先生に来てほしい。また
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はこの体制を維持してほしいといった要望を教育委員会に伝えること。

それから子どもたちにとってのメリットは、多様な大人と接することで社会性

や地域への愛着が育つ。学校、先生にとってのメリットは、地域の協力、ボラン

ティア等により、先生が授業や指導に専念しやすくなる。地域住民にとってのメ

リットは、学校を核として交流が生まれ、地域の活性化や防災力の向上につなが

るとされています。

そこで、福崎町にとっての必要性についてお尋ねします。兵庫県教育委員会で

は、コミュニティ・スクールの設置を強力に推進しており、神戸市や姫路市など

の政令指定都市、中核都市だけでなく、豊岡市や養父市といった地域でも積極的

に導入が進んでいるとのことですが、令和７年度には、町内で初めて高岡小学校

でスタートしました。このことの意義はどういったことでしょうかお尋ねします。

学校教育課長 質問議員も実感されていることとは思料いたしますが、高岡小学校は、かねて

から地域密着型の学校運営がなされていました。しかしながら、急速な児童数の

減少、このことに伴う教職員数やＰＴＡ会員数の減員により、これまでのような

円滑な学校運営が岐路に立たされています。こんなときであるからこそ、子ども

や学校の抱える課題、それの解決、未来を担う子どもたちの豊かな成長のために

は、社会総がかりでの教育の実現が必要となっています。

そのため、他校に先んじて、コミュニティ・スクール導入のモデル校として高

岡小学校を指定し、地域でどのような子どもを育てるのか、何を実現していくの

かという目標やビジョンを地域住民と共有し、地域と一体になって子どもたちを

育む、「地域とともにある学校」への転換を図っていきたいと考えているところ

です。

𠮷高平記議員 従来、ＰＴＡや学校評議会といったものがありますが、これとコミュニティ・

スクールとはどういう関係になっているのでしょうか。

学校教育課長 コミュニティ・スクールとＰＴＡは、共に学校、家庭、地域が連携して子ども

たちを支える組織ではありますが、目的や権限が異なります。コミュニティ・ス

クールは、法に基づく学校運営への参画が主な目的ですが、ＰＴＡは任意団体に

よるボランティア活動・保護者の連携です。また、学校評議員制度については、

校長が学校運営をスムーズに進めるために、地域住民や有識者の個人的な意見を

聞く仕組みでありまして、そうなっております。

コミュニティ・スクール導入に際しましては、ＰＴＡ役員や地域住民が学校運

営協議会の委員として参画していただき、「地域とともにある学校づくり」とい

う共通の目的に向かって動くようになります。

𠮷高平記議員 従来からあるものと、今後設置され運営されていくものとの移行期はちょっと

ややこしいことが生じるかもしれません。今後の進展次第かと思うんですが、福

崎町には４つの小学校、２つの中学校があります。令和８年度予算では、高岡小

学校での会議が３回分、福崎小、田原小、八千種小での会議が２回分、それぞれ

計上されているとのことでした。教育委員会として今後どのように水平展開され

ようとされていますか。

学校教育課長 議員おっしゃるとおりでございまして、令和７年度には高岡小学校にモデル導

入いたしました。令和８年度には福崎小学校、田原小学校及び八千種小学校にコ

ミュニティ・スクール導入に向けての準備や試行をしていただこうと思っており

ます。それを受けまして令和９年度以降には、福崎西中学校区、福崎東中学校区

ごとに学校運営協議会を設置しまして、小学校２校、中学校１校、その３つで１

つのコミュニティ・スクールをそれぞれで導入したいなと。それがいいのではな

いかと教育委員会では考えているところです。
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𠮷高平記議員 小学校にはないことが中学校には多々あります。例えば、中学校は思春期で肉

体的にも精神的にも大きく変化していく生徒たちが集まるために、多岐にわたる

問題、課題があります。中学校こそ、それをターゲットにした、つまりコミュニ

ティ・スクールをターゲットにした運営にしていく必要があって最優先すべきか

なとは思います。ターゲットが小学校から中学校に変わる場合、目標も狙いも施

策も違ってくると思いますが、いかがでしょうか。

学校教育課長 コミュニティ・スクールの導入の主な目的でありますとか役割、視点につきま

しては、小学校は学校支援が中心で、登下校の見守りであるとか放課後活動など、

地域によるサポートを求めています。それに対しまして中学校では、地域貢献の

視点が肝要となると言われています。生徒が地域行事に参加したり、課題解決に

取り組んだりすることで、キャリア形成を目的としていることが他のコミュニテ

ィ・スクールでも強く言われているところです。

それを受けまして当町では、まず４つの小学校にコミュニティ・スクールを導

入し、その後、中学校区でコミュニティ・スクールを設置してはどうかなという

方針で、今のところ進めているところです。

𠮷高平記議員 さらに中学校では部活の地域移行が進められてます。これと将来のコミュニテ

ィ・スクールとの関係はどうなんでしょうか。そう悠長な期間を置いて考えるべ

き問題じゃなくて、早急にどうするかが求められている課題かとは思うんですが

いかがですか。

学校教育課長 コミュニティ・スクールと部活動の地域展開は、どちらも「地域とともにある

学校」を目指すものでございます。コミュニティ・スクールの場で、中学校の部

活動をどうするかというようなことを熟議していただいて、地域で子どもたちを

受け入れる機会を設けていただけたら、それは本当に理想的なことだなと思いま

す。

𠮷高平記議員 この件で最後に、西中では、現在ＰＴＡとともに、昨年の秋から毎日オープン

スクールを、保護者、地域の人たちに呼びかけて、積極的に展開されていますが、

これと将来のコミュニティ・スクールとの関係はどうなんでしょうか。

学校教育課長 今、西中で取り組んでいる毎日オープンスクールとコミュニティ・スクール、

これが何か関係があるかと言われましたら、特段の、今のところ関係はございま

せんが、このオープンスクールを通じて地域住民の皆様に学校の現状を知ってい

ただき、理解と信頼を深める機会となり得ると信じています。学校運営に主体的

に関わっていただくことで、学校への愛着が生まれ、防犯や伝統文化の継承など、

地域課題の解決にもつながると考えています。

𠮷高平記議員 先ほどから、まずは小学校、それから中学校という形で年度を区切ってという

のが今の計画という話でしたが、中学校はできるだけ早い段階で、正式じゃなく

ても、非公式でもいいんで、そういった打合せとかミーティングを始め、準備し

て、来年度からの予算ならばもう早急にぱっとかかれるぐらいのスピード感を持

って進めていっていただきたいなと考えております。いかがですか。

学校教育課長 ありがとうございます。中学校ももう既に研修などを始めておりますので、コ

ミュニティ・スクール導入に向けて機運は上がってきているところです。

𠮷高平記議員 よろしくお願いします。

次に、行政改革についてご質問します。

まず、第６次の行政改革の最終年度の着地見込みについてお願いします。

まず、行政改革大綱では、策定して終わりではなく、その評価、事後検証こそ

が実質的に改革のエンジンとなります。評価が不十分だと、計画は絵に描いた餅

のままで形骸化してしまいます。一般に評価では、行政側の内部評価のほかに、
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議会評価、住民アンケートなどがあります。今回は、これまでずっとされてきた

行政側の内部評価、自己評価についてお聞きします。少なくとも第６次行政改革

大綱は、目標値や指標がありません。逆に言えば、数値目標がないため、５年間

の締めがないと判断できないような類ではないはずなんで、現時点でざっくりと

した評価をマル・バツ・三角でお聞きしたいと思います。マルは達成度８０％以

上、三角は５０％から８０％、バツは５０％未満でお願いいたします。

まず大綱の１つ目、参画と協働と透明性の向上をうたっておられます。これの

達成度、マル・バツ・三角でその評価の根拠もお願いします。

企画財政課長 １番目、参画と協働と透明性の向上につきましては、達成度は三角としており

まして、評価の根拠については、実施計画のこちらの中の推進項目８項目ありま

して、それの中で、４項目が目標達成見込み、５０％が達成見込みとなっている

ものであります。

𠮷高平記議員 なるほど。カウントは実施計画の達成度ですね。

２点目、効率的で効果的な行政運営となっています。これも同じく、マル・三

角・バツと評価の根拠をお願いします。

企画財政課長 ２番目、効率的で効果的な行政運営については、達成度がマルとしておりまし

て、評価の根拠は、実施計画推進項目１５件中１３件、８７％が目標達成見込み

となっております。

𠮷高平記議員 大綱の３つ目で、効率的で柔軟な行政組織の構築についても、マル・バツ・三

角と評価の根拠をお願いします。

企画財政課長 ３項目め、効率的で柔軟な行政組織の構築については達成度が三角としており

ます。評価の根拠は、実施計画推進項目８件中４件の５０％が目標達成見込みと

なっております。

𠮷高平記議員 大綱の４つ目、持続可能な財政基盤の確立についてはいかがでしょうか。

企画財政課長 持続可能な財政基盤の確立については、達成度がバツとしております。評価の

根拠については、推進項目１１件中１件、９％が目標達成見込みとなっておりま

す。

𠮷高平記議員 ありがとうございます。

次に、先ほど達成度の根拠として上げられた実施計画について、マル・バツ・

三角でお願いいたします。見方が変わるだけで実施計画のカウントは同じかと思

うんで、お願いします。

数値のあったテーマとしましては、４２件の実施計画中２２件で、５２％が数

値がありました。これについての全体評価をお願いします。マル・バツ・三角と

それぞれの件数をお願いします。

企画財政課長 数値目標があった２２件中、マルが１０件、三角が６件、バツが６件となって

おります。

𠮷高平記議員 続きまして、数値目標がなかったテーマ、４２件中２０件で４８％の全体評価

をお願いします。また何を根拠に評価されたか、それも併せてお願いします。

企画財政課長 数値目標がなかった項目２０件中、マルが１２件、三角が４件、バツが４件と

なっております。

𠮷高平記議員 それぞれマル・バツ・三角の評価、今度は実施テーマ件数ではカウントできな

いんで、なぜそれをマル・バツ・三角としたかを併せてお願いします。

企画財政課長 第６次の実施計画のずっと項目を見ていきまして、実際の事務事業と照らし合

わせて考えたものでございます。

𠮷高平記議員 数値目標がなかったら実施計画の評価が非常に難しくなるというところですが、

１から１００までのレベルで、１、２でもすればマルと評価する人と、そんなも
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ん１％全然あかんやんかという評価する人と分かれてくるんで、６次の振り返り

で、できるだけ数値目標をお願いするというアクションを調査特別委員会でした

んで、その辺りが改善として数値で表されるような形で今後は出てくるかと思う

んで、その辺りの不明確さがなくなってくることを期待しております。

次に、第７次行政改革の立案の過程の振り返りを質疑します。

まず、行政側にとっての行政改革調査特別委員会の設置の意義についてお尋ね

します。財政調整基金を再び１０億円確保することに向けてベクトルを合わせて、

大綱で数値目標をうたい、方向性を打ち出したことについての自己評価をお願い

します。

企画財政課長 第６次行政改革の反省を踏まえまして、６次では目標項目はなかったので、目

標を明確にしまして、今後５年間、財政の見通しもつくりまして、１０億円確保

できるような計画を考えたところ、一般財源の歳出が４億円削減、歳入の自主財

源が１億円増収、この目標を立てて、実効性のある計画にさせていただいたもの

であります。

𠮷高平記議員 確かに目標数値が上がっておりまして、数値のある実施テーマが上がっており

まして、第６次では４２件中２２件の５２％だったものが、第７次では３６件中

３０件で８３％と増えております。この辺りにつきまして実施計画につきまして

も自己評価をお願いいたします。

企画財政課長 先ほど質問議員おっしゃられたとおり、第６次では約５０％、半分ぐらいしか

数値目標がございませんでした。それを踏まえて、第７次行政改革実施計画では、

なるべく目標数値を掲げまして、それを達成することによって、財政が改善する、

行政改革が確実に実施できるような計画にさせていただきました。

𠮷高平記議員 確かにその辺りはよくなったと、私自身も第７次の立案についてのプロセスで

は評価するんですが、残問題として、二、三上げさせてもらいますと、第６次が

４２件もたくさんテーマがあって、本当にできるんかというところもあって、レ

ベルも１や２ではなくてちゃんと１００まで達成する意気込みで実行してほしい

なという意味で、非常に４２は多いかなという話もさせてもらったんですが、第

７次につきましては、それでも３６件ございます。これを実施するための職員の

負荷の具合はどうですか。行政側が工数把握すれば負荷オーバーになっているか

どうか分かると思うんですが、一々工数も見ていないようなことも以前おっしゃ

ったように思っております。実効性のある第７次行革にするためには、もし職員

の負荷オーバーになるならば、もっともっと重点思考で優先順位を明確にしてテ

ーマの絞り込みが必要じゃないかと思うんですが、その辺りはいかがでしょうか。

企画財政課長 先ほど質問議員おっしゃられたとおり、第７次行政改革実施計画につきまして

は、策定段階から見直しによりまして、第６次計画の４２項目から６項目削減し

て３６項目、かなり検討させていただいて、無駄を省くといいますか、実効性の

ある計画とさせていただきました。その計画を実行するにあたりまして、各課の

負荷オーバー、負荷オーバーというのかどうか分かりませんが、実際の各課の事

務の中で、事務しながら達成するというものでございますので、特に行政改革の

実施計画によって余計な仕事になるとは思っておりません。

𠮷高平記議員 了解です。しっかり実施していただけるようにお願いいたします。

次、２つ目の課題として思うのが、パブリックコメントの回答の少なさです。

行革委員会でも質問しましたが、仮指標として、分子であった３人を３、それか

ら分母を全戸数８，１００戸で８，１００人とした場合、回答数は０．０３７％

にすぎません。特に行政側で問題意識の少なさ、パブコメをしたという実績さえ

あればオーケーかというような数値です。副町長はさきの行政改革調査特別委員
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会で、パブコメの回答数については、我々は事業名も出して回覧もしています。

興味のある方はこうして見て意見をいただいています。今回が少なくて、もっと

改善しなければいけないという思いまで至っておりませんと述べられていました。

ホームページ、広報、回覧板で回すのは一般的には公表であって、住民にちゃん

と届いて理解されることを目的とする周知とはかなり意味が違うように思います。

周知ができたかと考えるのは行政側の一方的な手前みそな思い込みではないでし

ょうか。副町長、いかがですか。

副 町 長 そのパブリックコメントにつきましてもですね、我々町がやっていることに

ついてできるだけ町民さんに分かっていただきたいという気持ちはございますけ

れども、やはりその受ける側がどれだけ興味があるかっていうことになってくる

と思うんですね。行政に対してそもそも我々は当然興味を持って見ていただきた

いですけれども、パブコメいろんなものがありますね、世間でいいますとね、興

味のあるものはどんどんどんどん国民の方も見てこられます。そういう努力はし

なければならないかもしれないんですけれども、やはり一定のやり方の中で、町

民さんに見ていただく機会を設けるっていうことがまず一番やと思うんですね。

それを当然いろいろ考えていく必要があろうかと思うんですけれども、その目標

を持ってですね、これだけのパブコメの件数まで上げるんだということまでどう

なんでしょうか。私、そこまではちょっと意識は持ってないんで申し訳ないです

けども。

𠮷高平記議員 我々選挙で今回去年の４月にやったんですが、行財政、財政調整基金がこんな

んや言うたら、町民の皆さん非常に関心示されて、この３人しか関心ないと大き

くかけ離れた感じだったんで、わざわざパブコメで回答するという方が少なかっ

ただけで、関心は結構大勢の方がいらっしゃったと感じておりました。求めるべ

き周知のレベルについてですが、１月の行革委員会でも、先ほどのコメントでも

目標数値はない、あえてそれはつくらないというようなことをおっしゃってまし

た。町民の意見を聞くことについて積極的で、こうありたいという姿とか目標値

がなければ、逆にまた気づきも課題の認識もないのかもしれません。住民にちゃ

んと周知できているかどうか、賛成意見も含めてせめて住民の１％以上、福崎町

の場合でしたら８１人以上ですが、の意思表示を求めるような何らかの努力、先

ほどの質問ではＬＩＮＥ等の有効活用の方法もありましたが、自分は賛成するよ、

あえてコメントは書かないけど賛成するよという意思表示も何らかの形で求めて

すればいかがでしょうかね。そういう発想はないんでしょうか。

副 町 長 そうですね、おっしゃる意味は分かります。今まではそういう、あくまでご

意見があればということで、パブリックコメントをかけてきております。これに

ご賛同くださいという言い方は我々しておりません。それがいいのかどうか、そ

の辺はまたご意見としてですね、お伺いして、またそういったことも頭に置きな

がら考えていきたいと思います。

𠮷高平記議員 確かにパブコメで賛同くださいというアプローチはどうかとは思うんですが、

大変いいとか悪いとか、コメントしないといけないとか、そういう答えやすい形

でのリアクション求める方法も検討すれば、０．０３７％というような形ではな

くて１％以上にはなって、それなりの評価を得ているなという実感を基に新しい

行革のスタートが切れるんじゃないかなと考えております。

議 長 一般質問の途中ですが、ここでしばらく休憩いたします。

会議の再開を１５時３５分といたします。

◇

休憩 午後 ３時２１分
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再開 午後 ３時３５分

◇

議 長 会議を再開いたします。

𠮷高平記議員 それでは早速、次の質問に入らせていただきます。

第７次行政改革の推進に向けてお尋ねします。

まず、行政改革を実施していくためのＰＤＣＡ活動の深化についてです。

Ｐｌａｎ、計画、Ｄｏ、実行、Ｃｈｅｃｋ、評価、Ａｃｔｉｏｎ、改善、この

ＰＤＣＡサイクルを回すことは、絵に描いた餅で終わらせなくて実際に餅をつく

り食べるための大事なプロセスです。行革委員会では、昨年の７月、８月に第６

次行政改革の実施計画の振り返りを、当初行政側から示された内容を拝見したと

ころ、あまりにも簡単過ぎて愕然としまして、事務局に改めて問題点、課題、次

に生かすこと、数値ある目標については、令和６年度の実績、令和７年度の見込

みの項目別でフォーマットをつくり直してもらうようにお願いしました。そして

一つ一つテーマについて、その当時できる範囲でＰＤＣＡを回していきました。

１月の行政改革調査特別委員会では、副町長から第７次の計画ができたので、今

後の実行については行政側に任せてほしい旨の発言がありました。

そこでお尋ねします。過去からされてきた、形だけ、表面的なあまり深掘りの

ないＰＤＣＡに対して、行政改革調査特別委員会で昨年夏に実施したものを参考

に、より一層改善した内容で第７次行革のＰＤＣＡを回していかれる予定でしょ

うか。副町長、いかがですか。

副 町 長 ＰＤＣＡにつきましては、前回の６次につきましてもね、ご意見をいただい

てそういった形でさせていただきました。それも参考にですね、進めていきたい

と思います。

𠮷高平記議員 今日の質問で牛尾議員のほうから質問がありまして、行政改革チェックシート

で毎年決算期にしていくとおっしゃってましたが、決算期と申しますと、９月頃

でしょうか。

企画財政課長 第７次行政改革の進捗管理につきましては、先ほど質問議員言われたとおり、

振り返りのシートを改良しまして、進捗管理シートというのを作成したいと思っ

ております。そちらの管理シートによりまして、９月決算議会の期間中ではない

んですが９月には見ていただいて、それの評価をいただく中で、行政側でも評価

して、目標達成度合いとか、新たな事業ができないか検討して、そちらの次の実

施計画の見直しにつなげていきたいと思っております。

𠮷高平記議員 改善されて実行していただくのはありがたいんですが、９月といえば、１年間

終わった後、昨年の振り返りということになってしまうんで、もう半年、しかも

４月からならば半年過ぎた後、昨年度を振り返るということで、非常にタイミン

グが遅いように思います。最低、その年の中間と締めで年２回は必要かと思いま

す。中間で、問題点、課題があれば対策して、その年の目標達成を推進すべきで

はないでしょうか。また、これ先ほど田中議員おっしゃった安心感のある広報と

して、町民の皆様にもお知らせするときにも結びついてくるのではないでしょう

か。いかがですか。

企画財政課長 進捗管理につきましては、やっぱりどうしても決算で見直すようになりますの

で、どうしても年度途中、半期で見直す、進捗具合を見ましても、例えば歳入側

については、年度末に国庫、県、その他のお金が入ってきます。それと歳出につ

きましても、事業途中で例えば６か月たったからといって、６か月仕事が丸々進

むとも限りませんので、私どもとしては決算が確定した後に進捗具合を振り返り

たいと思っております。
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𠮷高平記議員 アクションするならば、即しないと、どんどんどんどん遅れてしまって、結局、

しなくて終わってしまう。次の年頑張るわという形の５年間になってしまうと思

うんで、ぜひそこはよく工事の進捗管理で委員会で報告があるように、現在何％

進行中ですとか、あるいはこういう施策を検討するというならば検討をしてます

とか、そういったステップごとでの振り返りを半期にすれば、残り遅れてたら早

くしようとか、進んでたらもっともっとほかに回せるテーマがあるかどうかとか、

そういった全体のバランスを見ながら進捗管理ができると思うんで、今までは年

１回だったかと思うんですが、そこをこの第７次行革からは年２回、中間と最終

という回し方をぜひしていってほしいなと。今、具体的に決まってはおりません

が、総務文教常任委員会でこの辺りを議会として進捗管理していく中では、ぜひ

そういった年２回の方向でやっていきたいなと考えております。

大まかな今、５年間の実施計画がありまして、５Ｗ１Ｈを加味した年度計画の

必要性はどうですかって以前お聞きしたことがあります。いつ、どこで、誰が、

何を、なぜ、どのようにするかが非常に不透明な実施計画です。町長が１月の行

政改革の委員会で発言された第７次の実施計画で十分だとされる根拠を、二、三

の実施計画を例にしてこれからお尋ねしたいと思います。

まず、目標数値がないものについて、５年間１本の線だけが引っ張ってある、

テーマナンバー１４番、行政手続の簡素化の推進についてお聞きします。

まず、誰がというところで、テーマ１４番は総務課、税務課とありますが、責

任のある実務担当者はそれぞれの課で誰でしょうか。

総 務 課 長 こちらは総務課と関係課にしておったと思います。それで、責任ある実務担

当者ということでは、総務課の行政係、具体的には行政係長と行政係の主事とい

うことになります。

𠮷高平記議員 すみません。税務課じゃなくて、関係課でした。関係課というのはどれぐらい

の課が関係して、それぞれの担当者、実務担当者は誰でしょうか。

総 務 課 長 全ての課でございます。ですので、担当者とかいう形もほぼほぼ全体的にな

ってくるんですけども、委員会の中でも押印の部分で一つ話があったと思います

けども、その部分でいいますと、６６６件の対象ということで令和２年度は取り

組んでおりますということで、主管課は総務課ということは申し上げられるんで

すけども、あとはもう全体的にわたっているというふうにお願いしたいと思いま

す。

𠮷高平記議員 全体の総括責任者としては、そこの総務課の係長がされるというふうに取りあ

えず取っておきます。なぜというところは、先ほど総務課長の答弁がありました

ように、申請者の負担の軽減を図るために慣例の押印や記入箇所を減らすという

ところが明記されてますが、具体的な対象として６６０件近くあるならば、一遍

にするのか、年度ごとで何件するのか、どの課のやつをするのか、そういったと

ころはどうでしょうか。

総 務 課 長 実は現在進んでおる事務、背景みたいになるんですけども、基幹系業務シス

テムの標準化というものが進められております。国主導の移行作業なんですけど

も、その中で標準化に合わせて各種様式の標準化・統一化も図られるところでご

ざいます。もともと令和７年度ですね、今年度に一定のめどが立つはずだったん

ですけども、今のところ令和９年度の予定というようなことで、これは随時報告

をさせていただいておるところでございます。その標準化が終わってからという

か、ほぼ終わってからというか、そのタイミングで、これまで出ておりますオン

ラインの申請ですとか書かない窓口とか答弁させていただいておるのはそういう

ようなところと並行してこのたびは進めていくということになってまいりますの
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で、今、強いて言うとすれば、令和１０年度とかそういうことが棒グラフの中の

中間になりますけども、そこが見直しの年度になるというふうに認識をしており

ます。

𠮷高平記議員 ここではどこでというところは窓口業務とありまして、どのようにというとこ

ろは明確にないんですが、先ほどの話では、標準化の後、個々の帳票についてや

っていくというような段取りが既にあるという話でした。こういう話を聞いてま

すと、この１本線引いてある実施計画だけではなくて、具体的には詳細を検討し

たりして何らかのことをやっておられるという証じゃないかなと思うんです。で

すから、場当たり的ではなくて、やっぱり現行の５年間の大ざっぱなこういった

中期的な実施計画に対して、年度ごとの令和７年、令和８年、令和９年、令和１

０年という、先ほど総務課長がおっしゃったような具体的な施策を盛り込んで、

今、令和８年度も迎えようとしてますんで、その８年度の具体的な、しかも場当

たり的じゃなくて体系的な年度計画が必要ではないでしょうか。町長いかがです

かね。

町 長 私の行政経験からの話になるんですが、この行政改革大綱の中にですね、数値

目標を出すというふうなことは今までなかったと思う、私の経験からなかったと

思うんです。それも出しました。実施計画もですね、この目標値というのがです

ね、あんまり書いてなかったケースが多かったんですね。それを今回、できるだ

け数値目標も入れられるものは入れてきたという中で、入れにくいものは入って

ないんですが、そういったことをですね、やってきているんです。ですから私自

身は、今回の大綱、実施計画というのはすごくですね、今までに比べてもレベル

アップした大綱であり、実施計画であると思っております。今後ですね、改善す

べき点があるんであれば改善していったらいいと思うんですが、今回は私自身は、

これを実現すればですね、必ず持続可能なまちづくりがやっていけるという大綱、

実施計画になっていると、このように考えているところでございます。

𠮷高平記議員 今は大綱とか行政改革の実施計画の話じゃなくて、実施計画を年度ごとにする

ために寄り添う際の５Ｗ１Ｈを盛り込んだアクション計画、実施計画というたら、

福崎町の行政側で使い慣れた言葉のイメージが強ければ、令和８年度のアクショ

ン計画、先ほど総務課長がおっしゃったようなところを盛り込んで、令和８年度

には何をするかというところの詳細計画が必要じゃないかというところを町長に

お聞きしたわけです。いかがですか。

町 長 私自身はこの大綱、実施計画で、十分私自身はいいと思っております。もう一

つ細部の部分というのはですね、この後ろにつけておりました検討事業ですね、

検討事業であり、収支見通しというのもつけておったと思います。その収支見通

しについては、毎年決算が出たらですね、どないなったいうことを報告させてい

ただいてですね、見込みと決算とが改善してるな、いや、そこまでいかなかった

かなというのはできると思うんです。私は今回の行政改革はですね、その点が一

番大事な点ではなかろうかというふうに私は思っております。

𠮷高平記議員 町長レベルならば、その実施計画があればそれでいいんかもしれませんが、実

際実務をされる各課あるいは職員は、先ほど総務課長がおっしゃったような具体

性がないと前へ進めませんので、ぜひその辺りを詰めて、思いつきでするんじゃ

なくて、体系的にこうするかというところを５Ｗ１Ｈで詳細計画をしないと、先

ほどの話じゃないですけど前に進まない、実務からかけ離れた形になりますんで、

ちょっと心に留めておいていただいて、次のテーマについても同じように確認し

たいと思います。

次のテーマ、ナンバー３０、使用料・手数料等の適正化についてです。
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ここでは、誰がにつきましては、関係課とあります。やはりどこの課か分かり

ません。責任実務担当者は誰ですか、やはり先ほどと同じように総務の担当係長

でしょうか。

企画財政課長 使用料・手数料等の見直しについては企画財政課の企画係が中心となって進め

ていく予定としております。

𠮷高平記議員 なぜのところが受益者負担の適正化のため、これは非常に社会教育課がたくさ

ん担当されている公共施設等があります。何をにつきましても公共施設の手数

料・使用料の見直し、いつにつきましては、無料化施設の見直しは令和９年度ま

でとありますが、見直した後、いつ実施するかが全然明確になっていません。こ

れはいつでしょうか。

企画財政課長 ずっと先ほど来、他の質問議員さんの答弁でもありましたとおり、使用料・手

数料、有料施設につきましては令和８年度中に見直して９年度から料金改定を考

えております。それと無料化施設の有料化については、８年、９年、２年間かけ

てできるかどうかを検討していく予定としております。

𠮷高平記議員 次に、どこでは公共施設となってますが、具体的な対象として、一遍に全部で

すか。それとも順番に、令和８年、９年分けてされるんでしょうか。

企画財政課長 有料施設全施設を８年度に見直す予定としております。

𠮷高平記議員 Ｈｏｗ、どのようにというところでは、使用料収入の個々の施設の目標値とか、

施設ごとに施策が違ってたり実施方法が違うはずですが、そういったアクション

は８年、９年に計画されて、即決まり次第実行されるんでしょうか。

企画財政課長 基本的には各施設共通の方針を定めまして見直す予定としておりまして、基本

的には受益者負担の適正化ということで、各施設ごとにいろんな経費がかかって

おります。それを時間単価、平米単価、割り戻しまして、その使える人が例えば

半日使うんであれば４時間掛けるとか、そういった見直しを考えております。

𠮷高平記議員 このテーマで記載されてる項目は非常に少なくて、先ほど質疑応答された内容

を詰めないと、８年、９年実施できない。つまり、やはり８年度の詳細の年度計

画が必要であるようです。これについて改めて町長にお伺いしますが、この実施

計画だけで行政改革のテーマ、３０番が実施できるとお考えでしょうか。

町 長 やはり大枠いうんか、それを決めらなあかんわけですね。８年度、９年度とし

ておりますが、今、使用料・手数料の見直しは８年度にやって、できたら９年度、

９年度の最初からできるか、周知期間があるから９年の、例えば１０月からスタ

ートするかというのはちょっと分かりませんが、８年度に大枠のことは検討して

９年度中に順序立てて実施していく。住民さんに周知をしながら実施していくと

いう大きな枠組みを決めたわけですね、実施計画の中で。今からですね、今、課

長は課長の頭の中で考えとることを言いましたですけれども、各市町村がこの公

共施設で、使用料・手数料をどのぐらいにしているんかという情報収集をしてで

すね、それともあんまり乖離ができんようにしたら具合悪いなとか、それから、

今言いましたように平米単価とか、いろんなことを、指標を持ってきて、どれぐ

らいが適正かということを共通の、共通のそういったものも必要ですし、個別の

施設によっても変わるかもしれません。そういったことを今から一つ一つですね、

各課が担当しとる公共施設について検討せえというのは企画財政課が言うてです

ね、その資料を集めて、一つ一つですね、やっていくと。それを１年かけて、早

ければ１２月中に、長ければ３月までかかるかもしれません、そういうことをや

って、使用料・手数料というのをこれが適正だなというようなことを、まず町の

理事者側で決めさせていただいて、議会のほうにもですね、途中経過が要るとは

思うんですよ、途中経過は要ると思いますが、議会にも提示しながら適正な料金
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体系をですね、つくっていきたいと、このように考えております。

𠮷高平記議員 先ほど町長がおっしゃったこと自体が詳細の年度計画になっているはずで、そ

れを口頭でじゃなくて、もうちょっと体系的にどうするかを時間配分とか工数も

見ながら、５Ｗ１Ｈで落とさないと前に進まないようなんで、我々議員としては、

今、半期ごとにしようと思うんですが、そういった詳細計画の進捗について、進

捗を確認して、この第７次行政改革の初年度が達成できるかどうかを判定して、

不足ならば、課題点、問題点を指摘して提言して前に進めていきたいと思ってま

す。だから、中期ではこれでいいかもしれませんが、中期を実行するために、詳

細計画がぜひ必要だと。要らないとおっしゃった中で、町長の頭には、既に詳細

の方策等が頭の中にあるんで、それを表してやっていく必要があるんじゃないか

と。そうしてこそ初めて行政側の組織的な動きができるんじゃないかと考えてお

ります。

次に、目標値のあるものとして、テーマ１７番、業務改善の推進、職員提案の

促進とあります。これは第６次行革では、目標値が採用する職員提案件数で、毎

年度１件以上でした。それが第７次では、目標値が職員提案件数、毎年度で５件

以上となってます。提案するハードルが下がって、改善の推進に向かって一歩前

進した目標かと思いますが、確認ですけれども、全職員１４７人程度で、年間た

った５件以上でしょうか、それとも職員１人当たり年間５件以上で、トータル的

には７００件余りを目指されているんでしょうか。

総 務 課 長 全職員で年間５件以上です。

𠮷高平記議員 非常に少ない数で、別に第６次のように町が採用するとかいう大げさなタイト

ルをつけずに、職員が提案すれば１件とか数えられるならば、単純に７００件近

く、１人当たり５件でも上がってくるものが全体でたった５件、それでよく職員

の改善マインドとかそんなんを促進しようという実施計画あるいは大綱の目標を

実現しようとする目標値としては、あまりにも低過ぎるんじゃないでしょうか。

いかがですか。

総 務 課 長 議員が言われるようにといいますか、いきなり大きな改善を狙うのではなく、

小さな改善の積み重ねで改善件数をもっと増やすという観点は必要だと思います

し、その上でのこのたびは１件という目標から５件以上というふうにさせていた

だいたというところで、これを令和８年度からの目標値と定めたということでご

ざいますので、そこの感覚はちょっと違うのかもしれませんけども、もうこれを

目標として定めたということでございます。

𠮷高平記議員 ７００件余りも５件以上には変わりないんで、達成度が何百％になっても別に

構わないと思うんですが、目標値というのは、普通簡単に手が届くところじゃな

くて、飛び上がったら届くぐらい、ちょっと高いところを目指して全体の改善、

あるいは改革を達成しようとする。あるべき姿があまり低過ぎたら改善どころか、

ほかしとってもいいという形になるんで、ぜひその辺りは今の目標値はたった５

件ですけども全職員について７００件を目指そうという形でやっていただきたい

なと思います。

改善テーマの例として、私がこの３月の定例会でいろいろ見聞きしたところを

挙げてみますと、国庫補助金を利用したＡＩの活用とか、テーマ１４番での行政

手続の簡素化の推進では、帳票別におのおの担当者がそれぞれたくさん改善上げ

たり、テーマ３０番の使用料・手数料等の適正化では、施設ごとに改善提案が出

てくるはずです。社会教育課での体育館、エルデホール、文化センター、青少年

野外センターでの施設ごとの事情を反映した改善提案など多数あるはずではあり

ませんか。さらに、税務課でのスマホでの確定申告や確定申告日時の事前予約化
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とか、日程面で混雑具合を事前に周知して申告者に分散化を促した改善案とかい

っぱいあります。もう既に５件超してます。さらに、地域振興課ではふるさと納

税拡大作戦など、これでもたくさん改善策が出てくるはずです。先ほど総務課長

がおっしゃったように、いきなり大きな改善を狙うのではなくて、小さな改善の

積み重ねで改善件数をもっともっと増やせば、職員の改善マインドというものが

養っていけるはずなんで、ぜひそのように持っていっていただきたいと思います。

５件じゃなくて７００件を目指して。５件以上ですんで、よろしくお願いしたい

と思います。

実行するための行政の働き方改革につきまして、従来のやり方とか、過去こう

だったからとか行政側の答弁は常にそれが多いんですけども、忙しいからできな

いとか日常の業務が優先されてしまう、そういった職場環境だからこそ、行革テ

ーマは組織的に効率的に実施するためには、事前に年度のアクションプランをつ

くって、それをやっていくべきです。熟練された町長とか副町長は、頭の中にあ

るから、これはこうしたらできるはずだという施策が見えてることばかりを押し

つけるんじゃなくて、新しいアイデアとか新しい技術をもってすれば、こんなこ

とができるんじゃないかという職員とか、会計年度任用職員の皆さんの知恵を出

しながらやっていけば、どんどんどんどんこういった改善も進んでいくんじゃな

いかなと思っております。

行革をやっておりましたら、やっぱり一番大事な意識改革、これは町幹部の意

識改革こそ福崎町の働き方改革の最大のポイントではないかと思うんですが、町

長、いかがですか。

町 長 そのご指摘を肝に銘じてですね、行政改革を含む町幹部の意識改革を進めてい

きたいと思います。

𠮷高平記議員 ぜひよろしくお願いします。町幹部あるいは町職員だけじゃなくて、あくまで

も福崎町民のために頑張っていただけるようによろしくお願いします。

以上で一般質問を終わります。

議 長 以上で、𠮷高平記議員の一般質問を終わります。

次、７番目の質問者は、北山智恵議員であります。

質問の項目は

１、地産地消について

２、耕作放棄地について

３、新規就農（特に若者について）

４、耕作放棄地、放棄地予備軍と新規就農者をマッチングさせる取組は可能か

以上、北山議員。

北山智恵議員 議席番号１０番、北山智恵でございます。議長の許可をいただきまして、通告

に基づき、一般質問をさせていただきます。

まず１つ目の福崎町の地産地消についてです。

現状の取組や取組内容や状況について、またどういった問題点があるのか、進

まない理由や解決するためにはどうしていくべきか。他市町の状況はどうか、先

進地と思われる取組などあるかについてお伺いします。

農林振興課長 まず、地産地消の福崎町での取組ですが、主な取組には学校給食がございます。

こちらは町内で生産されました野菜を優先的に学校給食で利用させていただいて

おりまして、令和７年度では６者の方から納品をいただいております。使用量で

ございますが、直近の令和６年度におきましては、野菜全体の使用量は４万５，

２５６キログラムあったのに対しまして７，９９９キロ分、率にしまして１７．

７％を町内産の野菜で賄っております。また、米についてでございますが、お米
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の全体使用量２万７６９キロに対しまして、こちらは県内産となるんですが、２

万７６９キロと１００％が使用されてございます。

次に問題点についてでございますが、先ほど申しました野菜におけます問題点

といたしましては、学校給食で地産地消をするにあたりまして、同じ種類の野菜

の収穫期、こちらはやはり同時期になりますこと、またもう一つが年間を通じて

収穫が困難であること、この２点が上げられます。同時期に収穫されるため、そ

の期間内に使い切れない。また地元で生産される時期が限られているため、年間

を通じての供給、納品ができないことになっております。

これらの課題に対しましては、学校給食における地産地消検討会、例年１回開

催させていただいてるんですが、こちらを開催しまして、生産者ごとに生産して

いただく野菜の収穫時期や量を事前に調整していくことで、学校給食に使用でき

る野菜の量を増やしていければというふうに考えております。

他市町での先進的な取組ということでございますが、宍粟市におきまして、市

費で保冷庫、こちらを購入され、野菜を長期保管できるようにすることによりま

して地産地消の拡大に取り組まれているといった例がございます。

北山智恵議員 ご答弁にあったとおり、同じ品目でも品種を変えるなどして種まき時期をずら

すことで、長い期間出荷できるようにすれば、少しでも長く野菜を納品してもら

えます。また、給食の献立を地場産の旬の時期に合わせるなど、生産者に配慮し

た献立の作成も有効な手段ではないでしょうか。今後も収穫の調整や価格交渉に

より、地産地消率の向上を目指していただきたいと思います。また、もちむぎ食

品センターや文珠荘で地元食材の活用の現状、取組内容や状況について、あと問

題点があれば、進まない理由などがあれば、その理由は何かなど、解決策などが

あれば教えてください。

地域振興課長 もちむぎ食品センターでは、もち麦米澤モチ２号を全量買い入れて、精麦やも

ちむぎ麺として加工して販売、レストランで提供しております。地元の野菜など

は、安定供給の問題や仕入れコストの問題などから直接生鮮卸業者から購入して

いると聞いております。文珠荘につきましても、料理の工程などスピード感が求

められることから、カットした食材を卸業者から購入していると聞いております。

お肉や麺類につきましては地元事業者から購入しておるところでございます。ま

た売店では、地元で取れた野菜など販売を定期的に行っておると聞いております。

解決策としてですが、今後は地産地消の観点から、お米などは取り入れていき

たいと聞いております。地域の活性化につながればとのことでございます。指定

管理者の努力、そしてできる範囲で協力をお願いし、地産地消につながればと考

えておるところです。

北山智恵議員 旬彩蔵などでの地元産のものの売上げの現状や今後の見込みなどについては、

福崎町は把握されていますか。

農林振興課長 旬彩蔵等での売上げにつきましてはＪＡの管轄ということもございまして、数

値についてデータを把握はしておりませんので、町からその業績等を申し上げる

ことは申し訳ないですがちょっと控えさせていただきたいと思います。

北山智恵議員 旬彩蔵の業績等の答弁は控えるとのことで理解しました。ＪＡ兵庫西のホーム

ページを見ると、売れ筋紹介や生産者別直売実績が確認できるなど、地産地消に

力を入れていることがうかがえます。地産地消には、生産者へのメリットだけで

なく、学校給食に取り入れることで、子どもたちが地元の旬の食材を味わうこと

が食育効果につながると言われています。今後も地産地消を進めていただくよう

お願いします。

続いて、２つ目の耕作放棄地についてお伺いします。
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放棄される理由とその解決策はどういったものがありますか。

農林振興課長 耕作放棄地となってしまう原因といたしましては、農家の高齢化やまた農地の

所有者がお仕事などの関係で遠方にお住まいであることによって管理ができなく

なってくる場合や地域の担い手不足により、集落単位での管理ができなくなって

いることなどが要因にあるというふうに考えております。

解決策でございますが、地域の担い手の方や営農組織での対応が上げられるん

ですが、現状では、やはり就農者不足により困難ではないかというふうに思われ

ますが、午前中の住谷議員への答弁で述べましたような、耕作放棄地の再生・活

用支援でございますとか、不作付地の耕作支援補助、こちらなどの制度を有効活

用していただければというふうに考えております。

北山智恵議員 耕作放棄地が増加している理由については、私が相談を受けたのも同様の理由

でした。住谷議員のご質問に対する山下農林振興課長のご答弁でもありましたよ

うに、自治会で取り組んでいただいている多面的機能支払交付金は、農地やため

池の草刈り、水路の維持などの共同作業に効果があると聞いています。そのほか

にも多くの支援策をご紹介いただきましたが、少しでも耕作放棄地の有効活用が

図れるよう取組をお願いします。

あと農業用機械の更新時や、高齢化による離農以外にも、獣害被害や耕作に不

便なため、借り手がいないなどの問題があると聞いています。八千種営農組合や

大門営農組合は解散されておりますけども、解散など休止中などもありますが、

町内でも営農組合の高齢化や人手不足、資金難の問題が顕在化しています。地元

の担い手や近隣の農業法人等でカバーできるうちはいいですが、営農組合の解散

により耕作放棄地が一気に増加するリスクについて町の考えはいかがでしょうか。

農林振興課長 今、議員が言われましたように作業を受託されておりました営農組織の解散で

ありますとか休止に伴いまして耕作放棄地が増加していくということは、大いに

懸念されているところでございます。その理由としましては、もともと農作業を

する時間がないといった方はもちろんのこと、作業委託を機に農機具を処分され

ている方も多いというふうに考えられまして、実際、農林振興課のほうにはその

ようなご相談も寄せられているところでございます。

そのリスク対策についてでございますが、一概にこれがいいといったような対

策はないと思われます。営農組織として、持続可能な活動を続けていけるように、

指導、支援を行っていきますことや、万が一活動不能に陥ったような場合には、

引き継いでその営農活動を行っていただける組織、団体の確保に努めるといった

ことになってきますが、そういった作業はこちらも困難を極めるものではないか

というふうに考えております。

今、策定していただいております地域計画などの活用によりまして、合意形成

や情報の共有化を地域で図っていただくことなどにより、多様な農業経営を目指

そうとする人が参入しやすくなるような、そういったような素地をつくっていく

ことも大切なのではないかというふうに考えております。

北山智恵議員 地域計画は各自治会の実情を踏まえ、おおむね１０年後の農地利用の姿を表す

ために作成されています。確かに計画策定時に、１０年後の営農組織がどうなっ

ているか予想は難しいと思います。そのためにも営農組織の持続的な活動が大切

になります。営農組織内で事業継続、後継者育成を行うための体制づくりの支援

はできていますか。

農林振興課長 福崎町では福崎町新規就農支援事業補助金でありますとか、事業継承や次世代

の指導者の確保を行おうとしている営農組合などの農業法人や個人の認定農業者

に対しまして、後継者になり得る人材育成に係る費用を補助する制度でございま
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すが、こういった制度を設けております。具体的には、現在、町内に住所を置か

れ、事業完了後も引き続き３年以上、町内に住所を置いていただくといったこと

を条件といたしまして、認定農業者に新たに正規雇用をされるとか、事業完了後、

おおむね１年以内に認定農業者となり、その事業を継承されるといった６５歳以

下の方や事業完了後おおむね１年以内に営農組織の役員となられ、その事業を継

承される方、また執行役員に選任される６５歳以下の方となってございます。そ

の他、新たに正規雇用され、事業完了後おおむね１年以内に認定新規就農者、ま

たは認定農業者として営農を開始する方を事業対象者といたしまして、その事業

対象者へ営農組合などの農業法人または個人の認定農業者が支払う給与、こちら

を年間１００万円を上限として補助するものでございます。

こちらは令和５年度より町単独事業で設けておりますが、現在のところ活用実

績はございませんが、後継者育成を考えておられる営農組合などの農業法人や個

人の認定農業者におかれましてぜひご活用いただければというふうに考えており

ます。

集落営農等にございましては、認定農業者になられる際、また認定農業者にな

られてからも５年置きでございますが、福崎町農業経営改善計画審査会を設けま

して、そちらにおきまして農業経営の状況の確認を行っております。こちらで現

状におけます課題の把握でありますとか、将来におけます改善計画などに対する

指導を行わせていただいておるところでございまして、その中において、持続可

能な農業経営や組織体制に係る助言等も行わせていただいておりますので、こち

らも支援の一環であるというふうには考えてございます。

北山智恵議員 営農組織の事業継続、後継者育成のための制度を設けていらっしゃいますが、

活用実績はないとのことでした。ぜひ今後も制度のＰＲに努め、営農組織が活動

不能に陥ることを防ぐ取組を継続してお願いしたいと思います。

耕作放棄地、耕作不利農地については、町が農振農用地から除外をして、特別

指定区域制度を利用して農地転用を促すことも必要ではないかと思いますが、い

かがお考えですか。

農林振興課長 言われました農振農用地からの除外についてでございますが、ほ場整備事業に

おいて整備されましたような優良農地などは困難とはなるんですが、例えば狭小

農用地などの理由で農業振興のための土地利用が困難と判断されるような農地に

ついては除外の方向で見直し作業を行っているところでございます。福崎農業振

興地域整備計画書、こちらを今、見直しておりますが、その総合見直しに合わせ

まして、福崎町の農業振興地域整備促進協議会並びに中播磨農業振興地域制度促

進対策会議への説明を、先ほど言ったような説明を行ってきたところでもござい

ます。

この総合見直しの中では、町内の農振農用地、約６，０００筆ございますが、

そのうち１割にあたります約６００筆、こちらを見直しの対象農地として選出を

させていただきまして、その６００筆につきましては担当が現地確認を行ってお

ります。その結果、最終的には除外案件として計上した農用地は１８８筆、面積

にして約８．７ヘクタールを対象とさせていただいております。

それらのうち、先ほど申されました特別指定区域の拡大に関わる農用地は６９

筆、約４．４ヘクタールを変更対象としております。そちらの選定にあたっては、

こちら可能な限り集落からの要望を反映させたものであるというふうにも聞いて

おります。今回の総合見直しによります福崎農業振興地域整備計画書、こちらの

変更は、令和８年の５月を予定しておりますが、今後も社会情勢や農業情勢等を

勘案しながら地域の実情に沿うような見直し、変更を行っていきたいというふう
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に考えております。

北山智恵議員 特別指定区域の見直しに連動して、狭小な農地は農用地からの除外を検討され

ているとのご答弁をいただきました。優良農地は耕作放棄田にならないよう、農

地利用を進めていき、耕作が困難な狭小な農地は、転用も含めて有効活用を図っ

ていくことは大切だと思います。

続いて、３つ目の新規就農、特に若者の新規就農についてお伺いします。

町内での新規就農者数についてと、あと新規就農者への支援策と補助内容はど

のようなものがありますか。

農林振興課長 過去３年間で申しますと、町で把握してございます新規就農された農業者数は

１０名でございます。令和５年に４名、令和６年にも４名、令和７年には２名の

方となってございます。新規就農者の方への支援策でございますが、まず就農さ

れる前の研修期間中、そちらの方へは年間１５０万円、最長で２年間になるんで

すが、資金面の支援を行います就農準備資金というものがございます。また、認

定新規就農者となられた方に対しましては、年間１５０万円、最長で３年間ござ

いまして、そちらの方には資金面の支援を行う経営開始資金といったものもござ

います。さらにその認定新規就農者の方が経営を発展させるために、機械や施設

等の購入またはリースを対象に支援を行います経営発展支援事業というものもご

ざいます。

北山智恵議員 経営開始資金については、令和７年度予算では１５０万円、新規就農支援事業

補助金に関しては、令和７年度予算１００万円の実績や、過去に補助した人のそ

の後の状況はいかがでしょうか。

農林振興課長 令和７年度の当初予算では、言われましたように認定新規就農者１名の方の経

営開始資金を予定しておりましたが、７年度の年度当初のほうに追加で１名の方

が認定新規就農者になられておりますので、９月の補正におきまして追加、１名

分の１５０万円を増額していただき、実績の見込みでは、２名の認定新規就農者

の方へ１５０万ずつ計３００万円の経営開始資金での支援を予定しております。

一方、新規就農支援事業補助金につきましては、営農組合や認定農業者の方へ

ご案内はしておりますが、今年度に活用を申請される方はおられない状況でござ

います。過去においてですが、２名の方が経営開始資金による支援を受けられ、

その方は現在、認定農業者となられ、営農活動を継続していただいております。

北山智恵議員 多くの方が新規就農の相談に来られ、支援制度につなげた結果、認定農業者の

育成に結びついたとのことで、引き続きのご支援をよろしくお願いします。

４つ目の耕作放棄地、放棄地予備軍と新規就農者をマッチングさせる取組につ

いてですが、耕作放棄地、放棄地予備軍と新規就農者をマッチングさせる取組は

可能でしょうか。また、定住人口の増に結びつける施策はありますか。近隣で他

府県での取組はありますか、お尋ねします。

農林振興課長 地域計画の策定にあたって実施いただきました中で、地域での話合いの中にお

いてですが、担い手の方を地域外から呼び込むといったことも検討していったら

どうかと考えられた集落もあるように聞いております。また、町ホームページに

掲載されております各集落の地域計画にもその旨の表記をさせていただいており

ます。今後の活用が未定になっている農地について、就農の相談時や地域計画を

見ていただくことによって、紹介することや確認をしていただくことは可能であ

るというふうには考えております。ただ、そういった仕組みを円滑に機能させて

いくためには、新規就農しようとする方の農業経験や資金力、それからご家族の

協力といった課題をクリアされているのか、また地域が求められている意向や取

組に沿った活動が継続してやっていけるのかといったような、就農に向けての
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様々な問題を県などと相談や調整等を綿密に行える体制を整えていく必要がある

というふうには考えております。

定住人口の増に結びつける施策ということですが、福崎町では空き家バンク制

度はございます。当該制度を活用して福崎町で就農していただくことを検討して

いただけるのではないかというふうには考えております。

あと近隣での取組事例でございますが、県内で言いますと、丹波市のほうでは、

市外の方に対してですが、丹波市立の農の学校というものがございまして、そち

らを受講中、市内へ戸建てまたは集合住宅を借りて移り住まれる際に家賃補助を

しておられる例があるというふうにお聞きしております。

北山智恵議員 新規就農者の定住を進めるには、空き家バンクでまず拠点を見つけて、地域計

画で活用が未定となっている農地をマッチングすることは可能とのご答弁でした。

福崎町で農業を始めたいと思った人は、まず農林振興課にご相談されると思いま

すので、丁寧な対応をお願いします。

これまでは農業経営基盤強化促進法の利用権設定により、比較的簡単に農地の

貸し借りができたと聞きましたが、利用権設定による方法が廃止され、農地中間

管理事業に変わりました。この場合、地域計画の目標地図に位置づけられた営農

組織、認定農業者などの農地の受け手でないと貸し借りの手続ができません。

農地法第３条での申請だと、農業委員会での許可申請に住民票、登記簿謄本、

地籍図、字限図などの添付書類も多く、個人での申請が難しいと聞きます。１０

年後の目標地図を示した地域計画は、２８の自治会で策定され公表されています

が、策定の効果は現れていますか。

農林振興課長 この地域計画は、おおむね１０年後の目標地図を策定しているものでございま

すので、今現在策定後１年の現時点で効果の判定は困難とは思うんですが、地域

の方の意識づけといった面では効果が現れているのではないかというふうには考

えております。

北山智恵議員 農地の受け手の追加など、実態に合った計画変更はされていますか。

農林振興課長 先ほど申し上げましたように、この地域計画は策定されましてからおおむね１

年が経過したわけでございますが、この地域計画につきましては、その変更につ

いては必要に応じて行っております。主な変更内容でございますが、耕作者の変

更や、新たな担い手への変更などがあり、地域の実情に沿った変更を行っており

まして、この変更内容につきましては町ホームページにも公表をさせていただい

ております。

北山智恵議員 農地中間管理機構は県知事の指定を受けて、農地の出し手と受け手との間に介

在して、農地の貸し借りが円滑に進むよう調整する公的な機関とあるんですが、

実際に機能していますか。機能しているなら、農地の中間管理機構への集約面積

やマッチングの実績はどのくらいありますか。

農林振興課長 この農地中間管理機構では、農地の出し手と受け手、その双方と契約を結びま

して、貸し借りをつなぐといった業務を行っております。ただ、この農用地の賃

借に係る相談の対応や、農地所有者と担い手として位置づけられました就農者と

の賃借に向けた調整などは町のほうに委託されておりますので、この農地のマッ

チングにつきましても、実際には町が行うといったことになってございます。

なお、中間管理機構からは、先ほどの契約のほか、相談対応、また促進計画案

の作成や資料の作成、農用地の利用の変更などへの対応についても町が委託を受

けている内容になってございます。

令和７年２月末現在での、この農地中間管理機構への集積面積でございますが、

約１８４ヘクタールで１，８００筆弱となってございます。
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北山智恵議員 農地中間管理機構はひょうご農林機構の中の組織であり、県下の各市町の実態

をどのようにして把握しているのか疑問に感じていましたが、就農者との賃借に

向けた調整などは、町が委託を受けていると聞き、納得しました。担当者は事務

処理が大変だと思いますが、町としての農地のマッチングの実績が分かれば教え

てください。

農林振興課長 直接町として農地を紹介、マッチングさせていただきましたのは、約２ヘクタ

ールの実績がございます。

北山智恵議員 ありがとうございます。広報ふくさきの３月号で各家庭に配布されたと思うん

ですけども、その中で、農業委員会だよりには、農業者の支援制度についてと題

して、新規就農者向け、農業法人・認定農業者向け、規模拡大を図ろうとする農

業者向けに支援制度のお知らせが掲載されていました。記述されているように、

農業者支援制度は様々な立場の方がおられ、その内容ごとに様々な支援があると

思われますので、全ての制度について記載することは困難だと思われますが、そ

ういったお知らせに触れることにより、少しでも多くの方が支援制度を活用する

ことができ、町内の農業の活性化につながっていくことになると思うので、これ

からもこのような取組を継続していただければと思います。

これで私の一般質問を終わらせていただきます。

議 長 以上で、北山智恵議員の一般質問を終わります。

本日の一般質問はこれにて終了いたします。

以上で、本定例会３日目の日程は全て終了いたしました。

次の定例会４日目は、３月２４日午前９時３０分から再開いたします。

本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。

散会 午後 ４時３８分


